
 

 

 

平成 25 年 12 月 9 日政策・総務・財政委員会要求資料について 

（市第 64 号議案 横浜みどり税条例の一部改正 関連） 

 

平成 25 年 12 月 9 日政策・総務・財政委員会において、要求のありました資料に

ついて、次のとおり提出いたします。 

 

１ 財政局関係 

資料１ 最近の経済状況 

資料２ 国民負担率の推移 

資料３ 一人当たり総所得金額等の推移 

資料４ 市民団体・経済団体からの主な意見 

資料５ 個人市民税の所得階層別の納税義務者数の推移 

資料６ 個人市民税（均等割）の非課税者の推移 

資料７ 法人市民税の均等割税率区分別件数（24 年度） 

資料８ 欠損法人の規模別内訳（20～24 年度） 

資料９ 欠損法人の割合（20～24 年度） 

資料 10 固定資産税等の特例措置の実績 

資料 11 固定資産税等の特例措置に伴う今後の適用見込 

資料 12 各県で実施している課税自主権による「みどり税」類似の税の一覧 

資料 13 本市の今後の財政状況 

資料 14 第 9 回税制調査会における財政状況と行財政改革に関する議事の内容

資料 15 現行みどり税の税収規模の当初計画と実績の比較 

２ 広報関係 

資料 16 みどりアップ計画の認知度の推移 

資料 17 みどり税・これからの緑の取組（案）の広報計画 

これからの緑の取組（案）における効果的な広報の展開について 

 

資料 18 みどり税の必要性を市民に知らせるために作成した資料及び 

費用負担額 
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３ 環境創造局関係 

資料 19 現行のみどりアップ計画とこれからの緑の取組（案）の体系の比較 

資料 20 みどりアップ計画の計画事業費総額（582 億円）と 

執行見込額（522 億円）との差の理由 

 

資料 21 これからの緑の取組（案）における事業費の内訳 

資料 22 みどり税の使途別の事業費内訳（実績・計画） 

資料 23 みどりアップ計画におけるみどり税充当事業の見直し事例と考え方 

資料 24 これからの緑の取組（案）で継続せず、取りやめた事業と事業費、 

そのうちみどり税額及び一般財源額 

 

資料 25 樹林地の指定・買取面積の考え方 

資料 26 今後 5年間の樹林地指定の目標と買取費用負担予想額 

資料 27 みどり税導入後買い取った 105.9 ヘクタールのうち 

・個人の 47.8 ヘクタールと株式会社の 45.5 ヘクタールについてそれぞれ 

どこから買い取ったのか 

・それぞれ誰からどれだけの広さでいつ、どういう理由で買い取ったのか 

 また、購入した際の単価 

・購入した土地の用途区域 

 

資料 28 買取りをすることになったとき、市と当事者のどちらから 

申し出たのか 

 

資料 29 樹林地の維持管理のための指針・計画 

（「森づくりガイドライン」「保全管理計画」） 

 

資料 30 樹林地の維持管理の考え方、費用とその財源 

資料 31 農業施策の整理 

資料 32 本市における都市農業経営と担い手の状況 

資料 33 身近な緑の創出の実績と今後の計画 

資料 34 市民協働の取組実績 

資料 35 平成 25 年度４月～５月に実施した市民アンケートの調査票及び 

公募型自由記述の意見の一覧 

 



最近の経済状況 

 

１ 地域経済報告（日本銀行 平成 25 年 10 月 21 日発表）による国内経済見通し 

日銀は、10 月の地域経済報告において、全国９地域全ての景気判断を上方修

正した。全ての地域が上方修正となるのは４月以来半年ぶりで、９地域中、北陸

を除く８地域で景気判断に「回復」の文言が入ったのは、さくらリポートが始ま

った平成 17 年以降で初めてとなった。 

（参考）日本銀行地域経済報告 -さくらレポート- (2013 年 10 月) 

各地の景気情勢を前回（13 年 7 月）と比較すると、国内需要が堅調に推移し、生産が緩や

かに増加している中で、雇用・所得環境にも改善の動きがみられていることから、全地域で

判断を引き上げる報告があった。 

各地域からの報告をみると、8地域（北海道、東北、関東甲信越、東海、近畿、中国、四国、

九州・沖縄）から、「回復している」、「緩やかに回復している」等、北陸から、「着実に

持ち直している」との報告があった。 

 

２ 地域経済動向（平成 25 年 11 月 29 日発表） 

内閣府が 11 月 29 日に発表した全国 11 地域経済動向によると、全国 11 地域の

うち５地域で景況判断を上方修正した。 

北海道 東 北 北関東 南関東 東 海 北 陸 近 畿 中 国 四 国 九 州 沖 縄

→ ↑ ↑ → → ↑ → ↑ ↑ → → 

 

３ 景気動向指数（平成 25 年 12 月６日発表） 

内閣府が 12 月６日に発表した 10 月の景気動向指数によると、景気の現状を示

す一致指数は 109.6 ポイントとなり、「前月比は 1.2 ポイント上昇し、２か月連

続の上昇」で、リーマンショック前の平成 20 年７月以来の高水準となった９月

に続き、好調を維持した。 

 

４ 神奈川県金融経済概況（日本銀行横浜支店 平成 25 年 11 月 13 日発表） 

日銀横浜支店は、神奈川県内の景気の全体感について「緩やかに回復している」

とし、前月まで据え置きが続いた判断を引き上げた。特に個人消費の底堅さが増

しているのが背景となっている。個別９項目では個人消費で判断を引き上げ、ほ

かは据え置いた。 

（参考）日本銀行横浜支店‐神奈川県金融経済概況‐（2013 年 11 月）（抜粋） 

 神奈川県の景気は、緩やかに回復している。 

すなわち、企業部門をみると、生産は緩やかに増加している。輸出ならびに設備投資は、持

ち直している。家計部門をみると、雇用・家計所得環境は、弱めの動きもみられるが、労働

需給面では緩やかに持ち直している。この間、個人消費は底堅さを増しているほか、住宅投

資は持ち直しの動きが続いている。公共投資は持ち直している。 

金融面をみると、貸出、預金ともに引き続き増加傾向にある。 
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租税負担率 社会保障負担率 国民負担率

① ② ①＋②

20年度（実績） 24.1% 16.2% 40.3%

21年度（実績） 21.9% 16.2% 38.1%

22年度（実績） 22.1% 16.4% 38.5%

23年度（実績） 22.9% 17.1% 40.0%

24年度（実績見込） 22.8% 17.4% 40.2%

25年度（見通し） 22.7% 17.3% 40.0%

※財務省資料（25年3月19日公表）に基づき作成

国民負担率の推移

年度
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納税義務者数 総所得金額等

 （人） （千円） （千円） 対前年度増減率

A B C＝B/A （％）

20年度 1,754,053 7,064,568,068 4,028 -

21年度 1,767,848 7,069,745,184 3,999 ▲ 0.7

22年度 1,746,814 6,674,264,211 3,821 ▲ 4.5

23年度 1,741,235 6,628,178,261 3,807 ▲ 0.4

24年度 1,743,364 6,653,302,182 3,816 0.2

25年度 1,755,804 6,662,743,524 3,795 ▲ 0.6

※　各年度の当初課税ベースの数値を基に作成
　 　納税義務者数は、所得割の納税義務者数

一人当たり総所得金額等の推移

　1人当たり総所得金額等
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市民団体・経済団体からの主な意見   

（平成 25 年 9 月以降の主な意見） 

【市民団体等からの主な意見】  

横浜市町内会連合会、区連合町内会（18 区）その他市民からの意見 

○ 身近な緑をつくる取組は市民の目に触れる所でもっと進めてほしい。 

○ 来年４月からは、緊急防災・減災事業の財源に充てるために、住民税を引上げるこ

とが予定されているが、そのような状況でも、さらに、みどり税を継続するのか。 

○ みどりアップの取組は、各区でどのような事業が進められているのか見えてこな

い。緑地の中には荒れたものも見受けられるので、維持管理の充実を図ってほしい。

○ 樹林地の開発が進められているので、「樹林地を守る」取組を進めて欲しい。 

○ 樹林地の減少傾向は鈍化しているが、保全制度により指定されていない樹林地はま

だ多く残っている。より多くの指定につながるよう、土地所有者の思いや考えをこれ

まで以上にしっかりと聞き、それぞれの状況に応じた対応を粘り強く続けていく必要

がある。 

○ 指定した樹林地の維持管理への支援や、市の管理による樹林地の適正な維持管理

は、良好な樹林地を維持していくための重要な取組であるため、継続してかつ着実に

進めていくべき。 

○ 市民が緑を身近に実感できる取組として街のシンボルとなる緑の創出や、多くの市

民が集まる場所・緑の少ない地域に重点を置いた取組を進めていく必要がある。 

○ みどり税を現行と同じ税率ではなく半額の 450 円なら納得できる。（※） 

○ みどり税は貴重な税金であり、緑化や保全の目的のために使って欲しい。（※） 

【経済団体等からの主な意見】  

市内法人会・市内青色申告会・神奈川県間税会連合会・納税貯蓄組合連合会、横浜市造

園協会、横浜市商店街総連合会、ＪＡ横浜・田奈、横浜商工会議所等からの意見 

○ 身近な緑をつくる取組を、もっと充実させてほしい。 

○ 指定された樹林地の維持管理助成をさらに拡充してほしい。 

○ 国、県の環境保全施策・税制との整合性に配慮しながら、そのあり方や財源につい

て横浜市の財政運営の中で十分に議論し、慎重に検討されることを切に要望する。 

○ 主旨は理解するが、企業も経営が厳しい状況にあるので、事業見直し等による効率

化への努力を行った上で、できるだけ負担の軽減をお願いしたい。 

○ 欠損法人の課税免除措置の取扱いについては、中小法人は引き続き厳しい経営環境

にあり、丁寧な説明と慎重な検討を要望する。（※） 

○ みどり税及び緑の施策について、法人に対しても、より一層の周知・広報を進めて

ほしい。（※） 

（※）は、臨時常任委員会（平成 25 年 11 月 1 日）以降に寄せられた主な意見を掲載。 
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納税者数 構成比 納税者数 構成比 納税者数 構成比 納税者数 構成比 納税者数 構成比 納税者数 構成比

（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

均等割のみ 53,071 2.9 54,098 3.0 59,957 3.3 61,883 3.4 61,676 3.4 63,145 3.5

10万円以下 51,002 2.8 50,625 2.8 50,737 2.8 52,318 2.9 51,486 2.9 53,455 2.9

10万円超～
100万円以下

409,766 22.7 420,056 23.1 438,151 24.3 445,567 24.7 439,705 24.4 450,528 24.8

100万円超～
200万円以下

465,113 25.7 473,247 26.0 493,128 27.3 487,974 27.1 472,196 26.2 472,548 26.0

200万円超～
300万円以下

303,483 16.8 303,619 16.7 295,315 16.3 292,182 16.2 292,122 16.2 295,788 16.3

300万円超～
400万円以下

175,941 9.7 175,334 9.6 166,626 9.2 165,657 9.2 168,726 9.3 171,216 9.4

400万円超～
550万円以下

159,271 8.8 158,116 8.7 144,504 8.0 142,295 7.9 149,903 8.3 148,880 8.2

550万円超～
700万円以下

78,112 4.3 76,829 4.2 64,153 3.6 63,143 3.5 69,483 3.8 66,329 3.6

700万円超～
1,000万円以下

60,125 3.3 59,846 3.3 50,786 2.8 49,723 2.8 55,127 3.1 53,066 2.9

1,000万円超～ 51,240 2.8 50,176 2.8 43,314 2.4 42,376 2.4 44,616 2.5 43,994 2.4

合計 1,807,124 100.0 1,821,946 100.0 1,806,771 100.0 1,803,118 100.0 1,805,040 100.0 1,818,949 100.0

※各年度の当初課税ベースの数値を基に作成

均等割のみ

10万円以下

10万円超～
100万円以下

100万円超～
200万円以下

200万円超～
300万円以下

300万円超～
400万円以下

400万円超～
550万円以下

550万円超～
700万円以下

700万円超～
1,000万円以下

1,000万円超～

～約879万円

～約1,052万円

22年度21年度

課税所得金額

20年度

～約553万円

～約691万円

 

個人市民税の所得階層別の納税義務者数の推移

25年度24年度

課税所得金額

23年度

～約1,454万円

約1,454万円～

単身者の場合 標準世帯の場合（※）

約100～約120万円

～約252万円

～約410万円

※　標準世帯とは、配偶者・
　高校生・中学生の４人家族
　をいう。

モデルケースにおける給与収入金額の目安

～約1,381万円

約1,381万円～

約256～約362万円

～約505万円

～約648万円

～約705万円

～約957万円

～約1,124万円
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3,606,797 1777670 1,829,127

　　　　　　　　　　　　（※１）

人口（人） 納税者数（人）

対前年増減数（人）

20年度 3,631,236 1,807,124 734,768 - 20.2%

21年度 3,654,427 1,821,946 759,698 24,930 20.8%

22年度 3,672,789 1,806,771 794,197 34,499 21.6%

23年度 3,689,022 1,803,118 813,217 19,020 22.0%

24年度 3,691,240 1,805,040 829,996 16,779 22.5%

25年度 3,697,035 1,818,949 845,169 15,173 22.9%

非課税者
割合

年度

個人市民税（均等割）の非課税者の推移

※１　各年度１月１日現在の数値
※２　申告など課税所得情報のある非課税者の数値

　　　　　　　　　　　　　　　　（※２）

非課税者数（人）
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　　　　　　　（※１） 

延法人件数 法人数

万円 件 件

１千万円以下の法人
50人以下

5 80,313

50人超
12 602

１千万超
50人以下

13 14,129
１億円以下の法人

50人超
15 1,150

１億円超
50人以下

16 4,219
10億円以下の法人

50人超
40 644

10億円超
50人以下

41 1,823
50億円以下の法人

50人超
175 320

50億円超の法人
50人以下

41 2,513

50人超
300 846

106,559 94,146 100.0%

　　　

標準税率

※１　指定都市では地方税法の規定により均等割を所在区ごとに納付する。「延法人件数」とは、
事務所等の所在する区ごとに一納税義務者とし、横浜市内の複数区に事務所等を有する納税義
務者について、それぞれの区でカウントした場合の市内全体の合計納税義務者数を示すもの。

※２　「法人数」とは、法人税割の課税対象法人数（収益事業を行わない公益法人等は含んでい
ない。）

1,260

3.2%

13.5%

1.3%

合計

3,029

1,071

法人市民税の均等割税率区分別件数（24年度）

平成24年度

　　　　　　　　（※２）

1.1%

従業者数資本金等の額

構成比

80.8%76,034

12,752
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　　　　　資本金等の額

欠損法人数 1千万円超 1億円超 10億円超

～1千万円以下 　～1億円以下 　～10億円以下 　～50億円以下 50億円超～

58,781 50,945 5,942 1,110 369 415

62,833 53,717 6,691 1,337 486 602

63,475 54,388 6,742 1,312 453 580

63,013 54,189 6,692 1,169 426 537

61,757 53,291 6,508 1,103 370 485

　　欠損法人の規模別内訳 (20～24年度)

　　　　　　　　　(単位：件)

20年度

21年度

22年度

23年度

24年度
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　　　　　　　　　　　　※

法人数 欠損法人数

(件) (件) 割合

(％)

Ａ Ｂ Ｂ/Ａ

２０年度 95,941 58,781 61.3%

２１年度 96,659 62,833 65.0%

２２年度 96,579 63,475 65.7%

２３年度 96,153 63,013 65.5%

２４年度 94,146 61,757 65.6%

　　　欠損法人の割合(20～24年度)

※　「法人数」とは、法人税割の課税対象法人数（収益事業を行わない公益法人等は含ん
でいない。）
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１　特定緑化部分に対する特例

契約締結日 22年度 23年度 24年度 25年度

件数（件） 55 55 55 55

特定緑化面積（ha） 8.7 8.7 8.7 8.7

軽減額計（百万円） 9.4 9.2 9.0 9.0

件数（件） 30 30 30

特定緑化面積（ha） 17.1 17.1 17.1

軽減額計（百万円） 17.7 17.5 17.4

件数（件） 10 10

特定緑化面積（ha） 6.5 6.5

軽減額計（百万円） 7.4 7.4

件数（件） 14

特定緑化面積（ha） 5.0

軽減額計（百万円） 7.4

件数（件） 55 85 95 109

特定緑化面積（ha） 8.7 25.8 32.3 37.3

軽減額計（百万円） 9.4 26.9 33.9 41.2

２　農業用施設用地に対する特例

契約締結日 22年度 23年度 24年度 25年度

件数（件） 28 27 27 26

指定面積（ha） 0.4 0.4 0.4 0.3

軽減額計（百万円） 1.7 1.6 1.7 1.5

件数（件） 30 30 30

指定面積（ha） 0.5 0.5 0.5

軽減額計（百万円） 2.4 2.3 2.3

件数（件） 13 13

指定面積（ha） 0.2 0.2

軽減額計（百万円） 0.8 0.8

件数（件） 32

指定面積（ha） 0.4

軽減額計（百万円） 1.5

件数（件） 28 57 70 101

指定面積（ha） 0.4 0.9 1.1 1.5

軽減額計（百万円） 1.7 4.0 4.8 6.1

H22.1.1～12.31

H23.1.1～12.31

H24.1.1～12.31

H24.1.1～12.31

固定資産税等の特例措置の実績

H21.4.1～12.31

H21.4.1～12.31

合計

合計

H22.1.1～12.31

H23.1.1～12.31
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１　特定緑化部分に対する特例

契約締結日 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
件数（件） 55 55 55 55 55 55

特定緑化面積（ha） 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
軽減額計（百万円） 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

件数（件） 30 30 30 30 30 30
特定緑化面積（ha） 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1
軽減額計（百万円） 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4

件数（件） 10 10 10 10 10 10
特定緑化面積（ha） 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
軽減額計（百万円） 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

件数（件） 14 14 14 14 14 14
特定緑化面積（ha） 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
軽減額計（百万円） 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

件数（件） 27 27 27 27 27 27
特定緑化面積（ha） 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
軽減額計（百万円） 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

件数（件） 27 27 27 27 27
特定緑化面積（ha） 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
軽減額計（百万円） 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

件数（件） 27 27 27 27
特定緑化面積（ha） 9.3 9.3 9.3 9.3
軽減額計（百万円） 10.5 10.5 10.5 10.5

件数（件） 27 27 27
特定緑化面積（ha） 9.3 9.3 9.3
軽減額計（百万円） 10.5 10.5 10.5

件数（件） 27 27
特定緑化面積（ha） 9.3 9.3
軽減額計（百万円） 10.5 10.5

件数（件） 27
特定緑化面積（ha） 9.3
軽減額計（百万円） 10.5

件数（件） 136 163 190 217 244 271
特定緑化面積（ha） 46.6 55.9 65.2 74.5 83.8 93.1
軽減額計（百万円） 43.6 54.1 64.6 75.1 85.6 96.1

※H24.12.31までは、現行計画における実績値を基に試算

　 H25.1.1以降は、現行計画における実績の平均値を基に試算

固定資産税等の特例措置に伴う今後の適用見込

H30.1.1～
12.31

H29.1.1～
12.31

合計

H25.1.1～
12.31

H26.1.1～
12.31

H27.1.1～
12.31

H28.1.1～
12.31

H21.4.1～
12.31

H22.1.1～
12.31

H23.1.1～
12.31

H24.1.1～
12.31
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２　農業用施設用地に対する特例

契約締結日 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
件数（件） 26 26 26 26 26 26

指定面積（ha） 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
軽減額計（百万円） 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

件数（件） 30 30 30 30 30 30
指定面積（ha） 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

軽減額計（百万円） 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
件数（件） 13 13 13 13 13 13

指定面積（ha） 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
軽減額計（百万円） 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

件数（件） 32 32 32 32 32 32
指定面積（ha） 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

軽減額計（百万円） 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
件数（件） 26 26 26 26 26 26

指定面積（ha） 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
軽減額計（百万円） 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

件数（件） 26 26 26 26 26
指定面積（ha） 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

軽減額計（百万円） 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
件数（件） 26 26 26 26

指定面積（ha） 0.4 0.4 0.4 0.4
軽減額計（百万円） 1.6 1.6 1.6 1.6

件数（件） 26 26 26
指定面積（ha） 0.4 0.4 0.4

軽減額計（百万円） 1.6 1.6 1.6
件数（件） 26 26

指定面積（ha） 0.4 0.4
軽減額計（百万円） 1.6 1.6

件数（件） 26
指定面積（ha） 0.4

軽減額計（百万円） 1.6

件数（件） 127 153 179 205 231 257
指定面積（ha） 1.9 2.3 2.7 3.1 3.5 3.9

軽減額計（百万円） 7.7 9.3 10.9 12.5 14.1 15.7
※H24.12.31までは、現行計画における実績値を基に試算

　 H25.1.1以降は、現行計画における実績の平均値を基に試算

合計

H29.1.1～
12.31

H30.1.1～
12.31

H28.1.1～
12.31

H21.4.1～
12.31

H22.1.1～
12.31

H23.1.1～
12.31

H24.1.1～
12.31

H25.1.1～
12.31

H26.1.1～
12.31

H27.1.1～
12.31



個人 法人

1 高知県 森林環境税 500円 500円
①15～19年度
②20～24年度
③25～29年度

2 岡山県 おかやま森づくり県民税 500円 5％
①16～20年度
②21～25年度

17～19年度：　300円 17～19年度：　3％

20年度～：　500円 20年度～：　5％

4 島根県 水と緑の森づくり税 500円 5％
①17～21年度
②22～26年度

5 山口県 やまぐち森林づくり県民税 500円 5％
①17～21年度
②22～26年度

17～21年度：　500円 17～21年度：　5％

22～26年度：　700円 22～26年度：　7％

7 熊本県 水とみどりの森づくり税 500円 5％
①17～21年度
②22～26年度

8 鹿児島県 森林環境税 500円 5％
①17～21年度
②22～26年度

9 岩手県 いわての森林づくり県民税 1,000円 10％
①18～22年度
②23～27年度

10 静岡県 森林（もり）づくり県民税 400円 5％
①18～22年度
②23～27年度

11 宮崎県 森林環境税 500円 5％
①18～22年度
②23～27年度

12 福島県 森林環境税 1,000円 10％
①18～22年度
②23～27年度

13 滋賀県 琵琶湖森林づくり県民税 800円 11％
18年度～

（5年を目途に
内容を検討）

14 兵庫県 県民緑税 800円 10％
①18～22年度
②23～27年度

15 奈良県 森林環境税 500円 5％
①18～22年度
②23～27年度

愛媛県 森林環境税

税率（均等割）
№ 県名 税目名

※　導入年度順に記載している。

　　　各県で実施している課税自主権による「みどり税」類似の税の一覧

超過課税の期間

①17～19年度
②20～24年度
③25～29年度

3 鳥取県 森林環境保全税

①17～21年度
②22～26年度

6
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個人 法人

16 大分県 森林環境税 500円 5％
①18～22年度
②23～27年度

17 神奈川県

 水源環境を保全・再生
するための個人県民税
超過課税（水源環境保
全税）

300円＋所得割0.025％ －
①19～23年度
②24～28年度

18 和歌山県 紀の国森づくり税 500円 5％
①19～23年度
②24～28年度

19 石川県 いしかわ森林環境税 500円 5％
①19～23年度
②24～28年度

20 広島県 ひろしまの森づくり県民税 500円 5％
①19～23年度
②24～28年度

21 富山県 水と緑の森づくり税 500円 5％
①19～23年度
②24～28年度

22 長崎県 ながさき森林環境税 500円 5％
①19～23年度
②24～28年度

23 山形県 やまがた緑環境税 1,000円 10％
19年度～

（5年を目途に
内容を検討）

24 福岡県 福岡県森林環境税 500円 5％
20年度～

（10年を目途に
内容を検討）

25 秋田県 秋田県水と緑の森づくり税 800円 8％
①20～24年度
②25～29年度

26 茨城県 茨城県森林湖沼環境税 1,000円 10％
①20～24年度
②25～29年度

27 長野県 森林づくり県民税 500円 5％
①20～24年度
②25～29年度

28 佐賀県 佐賀県森林環境税 500円 5％
①20～24年度
②25～29年度

29 栃木県 とちぎの元気な森づくり県民税 700円 7％
①20～24年度
②25～29年度

30 愛知県 あいち森と緑づくり税 500円 5％ 21～25年度

31 宮城県 みやぎ環境税 1,200円 10％ 23～27年度

32 山梨県 森林環境税 500円 5％
24年度～

（5年を目途に
内容を検討）

33 岐阜県 清流の国ぎふ森林・環境税 1,000円 10％ 24～28年度

※　導入年度順に記載している。

№ 県名 税目名
税率（均等割）

超過課税の期間























































































現行みどり税の税収規模の当初計画と実績の比較 

 

〇当初計画 

                                  （単位：百万円） 

 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 小計 26 年度～
 

合計 
 

個人 1,466 1,629 1,629 1,629 1,629 7,982 165 
 

8,147
 

法人 149 524 570 931 981 3,155 897 
 

4,053
 

計 1,615 2,153 2,199 2,560 2,610 11,137 1,062 
 

12,200
 

 

※初年度・第２年度のみ欠損法人を課税免除した額で積算。 

※市民税の制度上、課税年度と歳入年度（納付年度）にずれがあるため 26 年度以降も税収が生

じる。 

 

〇現行みどり税実績見込み（25 年度当初予算ベース） 
（単位：百万円） 

 21 年度 

（決算） 

22 年度 

（決算） 

23 年度

（決算） 

24 年度

（決算） 

25 年度

（当初予算）
小計 

26年度～ 

（ 見 込 ） 

 
合計 

 

個人 1,416 1,610 1,615 1,617 1,605 7,863 197 
 

8,060
 

法人 117 447 490 513 489 2,056 408 
 

2,464
 

計 1,533 2,057 2,105 2,130 2,094 9,919 605 
 

10,524
 

 

※21 年度から 25 年度まで全年度で欠損法人を課税免除した額で積算。 

※市民税の制度上、課税年度と歳入年度（納付年度）にずれがあるため 26 年度以降も税収が生

じる。 
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みどりアップ計画の認知度の推移 

 

21年度調査 環境に関するアンケート調査 

 
みどりアップ計画の認知度 9.4％ 

横浜みどり税の認知度 30.0％ 

調査期間 平成 22 年３月 12 日～３月 17 日 

調査方法 市民登録モニターによるインターネット調査 

対象者及び回答者 市民登録モニターから 1,000 人が回答 

22年度調査 環境に関するアンケート調査 

 
みどりアップ計画の認知度 8.3％ 

横浜みどり税の認知度 29.1％ 

調査期間 平成 22 年 11 月 26 日～12 月 2 日 

調査方法 市民登録モニターによるインターネット調査 

対象者及び回答者 市民登録モニターから 1,022 人が回答 

24年度調査 横浜の緑に関する市民意識調査 

 
みどりアップ計画の認知度 17.6％ 

横浜みどり税の認知度 

45.4％ 

（計画・税両方を知っている 15.9% ＋ 税のみを知って

いる 29.5%） 

調査期間 平成 24 年 7 月 6 日～20 日 

調査方法 
住民基本台帳及び外国人登録原票から無作為抽出

した 20 歳以上の市民を対象に郵送による調査 

対象者及び回答者 対象者 3,000 人 回答者 1,173 人（回収率 39.1％）
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みどり税・これからの緑の取組（案）の広報計画 

これからの緑の取組(案)における効果的な広報の展開について 

 

１ 戦略的な広報の推進 

  横浜みどり税を財源の一部に活用して進めていく「これからの緑の取組」(案)では、

広報を重要な取組として位置づけました。広報に積極的に取り組んでいくため、平成 24
年７月に横浜の緑に関する市民意識調査で、税や計画の認知度や市民の皆様がどのよう

な広報手段を求めているか、年齢層ごとに調査しました。この結果も踏まえ、多様な広

報媒体を活用した戦略的な広報を進めます。 
  さらに、市民・事業者とともに取り組んでいく計画であることから、緑に関わる活動

に参加するきっかけとなる機会を提供するイベント等の広報も展開していきます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

２ 認知度に応じた広報 

・「税・計画を知らない方々」には、年齢層に合わせて幅広い市民に届く手法で周知 
・「税・計画を知っている方々」には、より具体的な実績や内容を知っていただけるよう、

詳細な報告書や事業実施箇所について、年齢層や地域等の特性に合わせた手法で広報 
・「活動に参加してみたい、参加している方々」には、活動に参加するきっかけとなるイベ

ントや研修会等について、種類・地域等に合わせて広報【主に各事業の取組の中で実施】 
 

 

 

 

 

 

 

【継続および拡充する取組】                 【新たな取組】 

・個人市民税の納税通知書への広報チラシ同封 
・広報よこはまなどの広報誌＜拡充＞ 
・ウェブサイトや、twitter などのソーシャルメディア 
・緑に関するイベントにおけるＰＲ 
・電車・バスなどの交通広告＜拡充＞ 

・事業実施箇所での表示＜拡充＞ 

【市民意識調査(平成 24 年７月)結果】 
●どのような手段で広報するべきか 

特に 

税や計画について「今回、初めて知った」市民の方が 51.7％と多かったことを踏

まえ、今後は市民の認知度を大幅に向上できるよう、これまでの取組に加えて新た

な取組も検討し、積極的に進めていきます。 

・事業実施箇所の迅速な周知 
・多くの市民の目に触れる場

所でのＰＲ 
・市民参画の活動を広く周知 
・新たな広報媒体の研究 
            等 
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実施主体

環境創造局・
財政局

事業
報告

広報誌
等

その他

通年
事業

広報誌
等

イベント

市民推
進会議

みどり税・これからの緑の取組(案)の広報計画
　各年度ごとの広報展開（数値は平成25年度実績）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1～3月（見込み）
・市連合町内会・区連合町内会説明
・成果概要リーフレット自治会・町内会回覧（約11万部）

・市連合町内会・区連合町内会説明 ・市連合町内会・区連合町内会説明

環境創造局

・広報よこはま市版（記事掲載：約156万部）
・成果概要リーフレット配架（区役所及び
518か所のPRボックス等）
・はまふぅどナビ29号

・広報よこはま市版
（4か年実績の報告：約156万部）
・区別実績パネル配布（18区）
・H24事業報告書配布
（区役所等に約250部を配架）
・みどりアップ宣言チラシ配架
・はまふぅどナビ30号

・みどりアップ月間チラシ配布（2,000枚）
・みどりアップ月間ポスター掲出（約700枚）
・はまふぅどナビ31号

・はまふぅどナビ32号

イベント

　
・健康の森事業（ウォーキングイベント：1回、28人）
・森の恵み塾事業（間伐材のクラフト教室、自然体験・写真講座等：10回、
385人）
・人生記念樹配布（18区、5737人）
・京浜の森づくり事業ドングリ学校（１０３名、約３００苗植樹）
・森の収穫物体験事業（環境サウンドアート：2回、39人）
　

・森の中のプレイパーク事業
（９月までに計９か所で155人が参加）
・健康の森事業（ウォーキングイベント：２回、計56人）
・森の恵み塾事業（間伐材のクラフト教室、自然体験、写真講座等：9月まで
に30回、1,810人）
・森の収穫物体験事業（縄文顔を粘土でつくろう等：4回、計254人）
・里山ライフ体験事業（池の掻い掘り：1回、25人）
・間伐材クラフト事業（間伐材のクラフト教室：5回、274人）

財政局

・固定資産税の納税通知書封筒へのお知らせ掲載
・地域団体へのチラシ回覧（みどりアップ計画）
・市民税・県民税（特別徴収）の税額通知書へ案内掲載 （約110万通）
・市税パンフレット「税の知識」へ説明記事を掲載
・市民税・県民税（普通徴収・年金特徴）納税通知書へ広報チラシの同封
（約76万通）

・農と緑のふれあい祭り（約15,000人）
・よこはま食と農の祭典2013（約5,000人）
・よこはま森の楽校成果発表会（約2,100人）
・クロスパティオ展示
・人生記念樹配布（18区、4,184人）
・京浜の森づくり事業エコツアー２０１３
・健康の森事業
（ウォーキングイベント：11月までに7回、計134人）
・森の恵み塾事業（間伐材のクラフト教室、自然体験、写真講座等：11月まで
に22回、参加人数未確定）
・円海山ワイルドライフツアー
・森の中のプレイパーク事業（11月までに1回、23人）
・森の収穫物体験事業（12月までに10回、人数未確定）
・里山ライフ体験事業（鳥の巣箱づくり：3回、352人）

・健康の森事業（ウォーキングイベント）
・森の恵み塾事業
（間伐材のクラフト教室、自然体験、写真講座等）
・森の収穫物体験事業（4回）
・里山ライフ体験事業（1回）
・間伐材クラフト作成事業（1回）
・（仮称）食と農のデザインフォーラム

・花と緑のスプリングフェア（イベント来場者数約34万人）
・環境行動フェスタ（約2,000人）
・花の品評会

・子どもアドベンチャー2013（2日間で891人）
・環境科学研究所施設公開（573人）
・カーフリーデー

・落ち葉感謝祭
・みなとみらい農家朝市収穫祭
・チューリップの球根植え付けイベント

・広報よこはま区版（中区、戸塚区、瀬谷区）
・YES！Life（記事掲載）

・広報よこはま区版（鶴見区） ・広報よこはま区版（神奈川区）

・区役所イベントでPR（瀬谷区、南区）

　 　

企業・
市民団体等

・季刊誌みどり春号（記事掲載、13,600部、横浜市緑の協会）
・育樹のつどい（地域緑末広地区協議会、末広水際線プロムナード港湾緑地
での維持管理活動）
・そごう等と連携したマルシェの開催
・横浜農協野菜部主催ハウス果菜いちご持寄品評会
・横浜農協主催野菜部持寄品評会
・大学、農協、飲食店との連携によりﾚｼﾋﾟ考案
・田奈恵みの里直売所一周年記念イベント
・田奈恵みの里PRとレンゲまつり
・農業教室（新治、田奈で複数回実施）

・季刊誌みどり夏号（記事掲載、13,600部、横浜市緑の協会）
・かんきょう横浜　７月号（記事掲載、環境保全協議会）
・トンボ捕り大作戦（トンボはドコまで飛ぶかフォーラム主催）
・鴨居駅マルシェ（9月開始で原則月1回開催）
・横浜農協・田奈農協共催横浜夏季果樹持寄品評会
・横浜市園芸協会浜なし持寄品評会
・横浜産野菜を使用したランチパックの発売
・農業教室、農産加工教室（新治、田奈で複数回実施）

・季刊誌みどり　秋号（記事掲載、13,600部、横浜市緑の協会）
・農委だより　１０月号（記事掲載、農業委員会）
・かんきょう横浜　１１月号（記事掲載、環境保全協議会）
・横浜農協植木部秋季植木持寄品評会
・横浜農協秋季果樹持寄品評会
・田奈農業まつり農産物展覧会
・横浜市園芸協会横浜花き展覧会
・横浜農協きた地区ＪＡまつり農産物品評会
・よこはま畜産まつり
・みなとみらい農家朝市収穫祭（朝市は毎月開催）
・横浜線エキナカ店舗での地産地食キャンペーン
・田奈恵みの里PRと農業まつり
・農業教室、農産加工教室（新治、田奈で複数回実施）
・船上見学会（地域緑末広地区協議会）
・バス見学会（地域緑生麦新子安地区協議会）

・季刊誌みどり　新年号
（記事掲載、13,600部、横浜市緑の協会）
・東京ガス食育セミナー
・神奈川県植木品評会（神奈川県植木生産組合連合会）
・農業教室、農産加工教室（新治、田奈で複数回実施予定）

・広報よこはまへ記事掲載（27年度の個人住民税について等：約156万部）
・事業者向けに行う年末調整説明会での説明（約8,500人）

区役所・他局
他

・みどり税を活用した農地の調査（33人） ・みどりのオープンフォーラム（34人）
・みどり税を活用している樹林地の調査（27人）

＊財政局の取組は平成26年度以降の計画を示しています。

・よこはま竹の声音楽祭2013（8月中に5回）
・町内会イベントでPR（南区）

・区民祭り（神奈川区、戸塚区、中区、緑区、港南区）
・秋のオープンガーデン「あさひくんの庭」（旭図書館）
・子ども向けミニ工作会（旭図書館）

・IPCCセミナー

各イベントでリーフレット配布やパネル展示等を通じて参加者に「横浜みどりアップ計画」についてのPRを実施

・メールマガジンの発行（年32回、登録数：合計4980件[12月2日時点]） ・ 「みどりアップ」しています！宣言の登録呼びかけ、登録メッセージのHP公開 （H25年10月末時点で登録数：15,090件） ・ポスター・横断幕の掲出
・森のニュースレター発行（年4回） ・HP等を通じた事業実績の報告、イベントやボランティアの周知等 ・ツイッターを活用したイベント周知 ・事業パンフレット・チラシ等へみどりアップ計画や横浜みどり税を記載することで周知

各事業実施箇所での表示を強化

・交通広告（市営交通、京急線、相鉄線、みなとみらい線、シーサイドライン）

「みどりアップ計画」及びみどり

税の効果をお伝えするため、事

業実施箇所での看板設置等を

進めています。

平成25年度は、新たな取組として
若年層や納税者層への広報効果が

見込める交通広告を用いたPRを実
施しました。実施にあたっては私鉄
各社のご協力を頂きました。

幅広い年齢層に確実にアプローチするため、事業実績を紹介する成果概要リーフレットの自治会・町内会回覧、各区
役所等市内５００箇所以上のPRボックスへの配架を実施しました。
また、市民意識調査で要望の多かった広報よこはまを通じて事業の紹介、実績の報告を行いました。

間伐材を活用したクラフ

ト教室やウォーキングイベ

ントなど、森への関心を高

める「森の恵み塾」を11月
までに計60回以上開催。

市民団体や企業と連携し、イベン
ト開催や商品企画を通じたPRを実

施。
また、各協力団体の広報誌を活

用しイベント開催や事業報告等の
記事を掲載しました。
（写真：企業と連携し商品開発した
ランチパック）

次期計画では、「税・計画
を知らない方々」を対象に幅
広く市民への周知に有効な
「広報よこはま」の利用回数
を増やすなど広報誌を活用
したPRを拡充するとともに、
緑に関わる活動に参加する
きっかけとなる様々なイベン
トについても広報を展開しま
す。
また、公共施設など「多くの
市民の目に触れる場所での
ＰＲ」、そして「新たな広報媒
体の研究」に取組みます。

より市民に身近な場所
で「みどりアップ計画」の

事業、みどり税の効果を
実感して頂くため、事業箇
所（市民の森や助成対象
の農地、芝生化した園庭・
校庭等）での視認性が高
まるよう、看板設置等を拡

充して進めます。
また、若い年齢層への

周知に効果的な電車・バ
スなどの交通広告を活用
したPRを強化します。

引き続き市民・事業者
のご協力を得ながらより
効果的な計画の周知・事
業報告を行います。
また、より多くの市民に

「みどりアップ」の活動に
参加して頂くため「市民
参画の活動の周知」を実
施します。



１ 

みどり税の必要性を市民に知らせるために作成した資料及び費用負担額 

 

１ みどり税の広報の主な取組 

（１）個人市民税の納税者への周知 

  税額通知書（給与分）への案内掲載（H21.5～）、納税通知書の同封チラシへの説明

文掲載（H21.6～） 

（２）法人市民税の納税者への周知 

  申告書へのチラシ同封（H21.2～） 

（３）税務協力団体等への周知 

  会報誌への記事掲載（H21.1～）、チラシ配付（H21.1～） 

（４）市民向けパンフレット 

  「税の知識」にみどり税のページを掲載（H21.5～） 

（５）広報よこはま 

予算特別号（H21.4）、税務特別号（H21.5）、広報（H21.2～毎年 2月） 

（６）インターネット 

  みどり税に関するホームページ（H21.1 開設） 

 

２ みどり税の周知のための資料に係る費用 

資料 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

個人市民税税額通知書（給与分）

への案内掲載（108 万件） 

※ 新たに生じた費用はない。 
（税額通知書作成費は 16,039,740～18,474,580 円） 

個人市民税納税通知書の同封チラ

シへの説明文掲載（76 万件） 

※ 新たに生じた費用はない。 
（チラシ作成費は 2,531,620～3,268,260 円） 

法人市民税の申告書へのチラシ同

封（約 20 万件） 
192,359 円 188,290 円 173,337 円 127,748 円 84,020 円

広報よこはま(税務特別号)発行

〔別刷タブロイド版全戸配布〕 
5,341,140 円     

税務協力団体（法人会、青色申告

会、間税会）会報へ記事掲載 
※ 新たに生じた費用はない。 

パンフレット「税の知識」 

（12,500 部） 

※ 新たに生じた費用はない。 
（製本費用は 360,800～576,000 円） 

 

資料 18 



３　みどりアップ計画の広報の取組

４　みどりアップ計画に関する発行物及びその費用

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

67,000 1,086,750 561,750 99,225 142,800 99,750

平成21年度報告書 120 976,500

平成22年度報告書 120 951,762

平成23年度報告書 160 1,183,056

平成24年度報告書 400 1,861,200

平成21年度リーフレット 35,000 404,250

平成22年度リーフレット 35,000 84,000 367,500

平成23年度リーフレット(注２) 149,000 1,560,510

平成24年度リーフレット(注２) 140,000 2,005,500

1,560,000 2,123,000

1,086,750 2,026,500 1,418,487 2,886,366 6,089,450

(注１)実績報告書はホームページからのダウンロード利用中心であるため、発行部数は多くありません。

(注２)概要リーフレットは、23年度概要を平成24年６～７月に、24年度概要を平成25年６～７月に町内会回覧

　　　しました。

(注３)広報よこはまへの記事掲載は、毎年度実施していますが、市民局予算であったため、

　　　環境創造局予算で記事掲載した平成25年９月の特集ページのみ記載しています。

計

総計 13,507,553

(1)　広報誌等
　　・広報よこはま
　　　予算特別号（H21.4）、税務特別号（H21.5）、特別号（H22.9）、広報（H23.6）、広報（H23.10）、
　　　広報（H24.6）、広報(H25.6)、特集ページ(Ｈ25.9)
　　・実績報告
　　　H21実績：H22.7、H22実績：H23.6 H23実績：H24.6、 H24実績・H25.6

(2)　イベントでのＰＲ
　　花と緑のスプリングフェア、環境行動フェスタ　等

(3)　その他
　　・インターネット
　　　ホームページ（H21.5開設）、メールマガジン発行（H21.7～）
　　・区庁舎に区ごとの実績パネルとのぼり旗を掲出しＰＲ（H23.8～）
　　・広報用ビデオの製作と放映（H23.11）
　　・FMヨコハマ放送(H23.6、H23.9、H24.10)
　　・ 公用車等にPR用ロゴシールを貼付（H24.11～）
　　・市営交通を中心とした市内交通広告を活用した集中的な広報(H25.9～10)

広報よこはま特集ページ(注３)

※年度は支出年度　(単位：円)

実績報告書(注１)

横浜みどりアップ計画概要リーフレット

実績報告概要
リーフレット

費用(作成委託費及び印刷製本日)
発行部数発行物

2



樹
林
地
を
守
る

継続保有の促進
①緑地保全制度等の拡充
②篤志の奨励制度

維持管理推進 24億円（17億円）
③緑地再生等管理事業
④市民協働による緑地維持管理事業
⑤森づくりリーダー等育成事業
⑥樹林地管理団体活動助成事業

利活用促進４億円（２億円）
⑦森の楽しみづくり事業
⑧みどりの夢かなえます事業
⑨間伐材資源循環事業
⑩愛護会、森づくりボランティア活動拠点整備事業
⑪ウェルカムセンター整備事業

確実な担保 407億円（47億円）
⑫特別緑地保全地区指定等拡充事業
⑬よこはま協働の森基金制度の見直し
⑭国への制度要望 →計画外

農
地
を
守
る

継続保有の促進２億円（１億円）
①生産緑地制度の活用 →計画外
②農園付公園整備事業
③特定農業用施設保全事業

農業振興７億円（２億円）
④共同直売所の設置支援事業
⑤収穫体験農園の開設支援事業
⑥食と農との連携事業
⑦施設の省エネルギー化推進事業 →計画外
⑧生産用機械のリース方式による導入事業 →計画外

農地保全７億円（５億円）
⑨集団的農地の維持管理奨励事業
⑩水田保全契約奨励事業
⑪かんがい施設整備事業→計画外
⑫不法投棄対策事業
⑬環境配慮型施設整備事業→一部計画外

担い手育成３億円（0.5億円）
⑭機械作業受託組織育成事業 →計画外
⑮担い手コーディネーター育成・派遣事業
⑯農業後継者・横浜型担い手育成事業 →計画外
⑰農地貸付促進事業

確実な担保 31億円（３億円）
⑱市民農園用地取得事業
⑲農地流動化促進事業
⑳国への制度要望 →計画外

緑
を
つ
く
る

緑化の推進 37億円（19億円）
①地域緑のまちづくり事業
②民有地緑化助成事業
③公共施設緑化事業
④公共施設緑化管理事業
⑤いきいき街路樹事業
⑥民有地緑化の誘導等 →計画外
⑦建築物緑化保全契約の締結
⑧みどりアップ広報事業

現⾏計画体系：42事業

２．地産地消の推進
３億円(０億円)

１．農に親しむ取組
の推進
37億円(17億円)

１．市民が実感でき
る緑を創出する取組
の推進
48億円(22億円)

２．緑を楽しむ市民
の盛り上がりを醸成
する取組の推進
30億円(25億円)

１．樹林地の確実な
保全の推進

325億円(36億円)

２．良好な森を育成
する取組の推進
38億円(30億円)

３．森と市民とをつ
なげる取組の推進
３億円(１億円)

取組の柱１
市⺠とともに次世代に
つなぐ森を育む

取組の柱２
市⺠が⾝近に農を感じ
る場をつくる

取組の柱３
市⺠が実感できる緑を
つくる

(1) 緑地保全制度による指定の拡大
・市による買取り （旧：樹⑫）

(2)生物多様性・安全性に配慮した森づくり
（旧：樹③④⑨）

(3)森を育む人材の育成 （旧：樹⑤⑥）

(4)市民が森に関わるきっかけづくり
（旧：樹⑦⑪）

緑地保全制度による指定の拡大・
市による買取り

森づくりガイドライン等を活用した
森の育成
指定された樹林地における維持管理の支援
生物多様性に配慮した防災性・安全
性の向上
間伐材の有効活用

森づくりを担う人材の育成
森づくり活動団体への支援

森の楽しみづくり
森に関する情報発信

(1) 良好な農景観の保全
（旧：農③⑨⑩⑫⑬⑰⑲）

(2) 農とふれあう場づくり
（旧：農②⑤⑮⑱ 、事業の一部は

計画外から）

(4) 市民や企業と連携した地産地消の展開
（旧：農⑥、事業の一部は計画外から）

水田の保全
特定農業用施設保全契約の締結

農景観を良好に維持する取組の支援
多様な主体による農地の利用促進

様々な市民ニーズに合わせた農園の開設
市民が農を楽しみ支援する取組の推進

地産地消を広げる人材の育成
市民や企業等との連携

(3)身近に感じる地産地消の推進
（旧：農④、旧：緑③、事業の一部は
計画外から）

地産地消にふれる機会の拡大

(1) 民有地での緑の創出 （旧：緑②⑦）

民有地における緑化の助成
建築物緑化保全契約の締結
名木古木の保存
人生記念樹の配布

(2) 公共施設・公有地での緑の創出
（旧：緑③④⑤）

公共施設・公有地での緑の創出・管理
公有地化によるシンボル的な緑の創出
いきいきとした街路樹づくり

(3) 市民協働による緑のまちづくり（旧：緑①）

(4) 子どもを育む空間での緑の創出
（旧：緑②③④）

(5) 緑や花による魅力・賑わいの創出

地域緑のまちづくり

保育園・幼稚園・小中学校での緑の創出

都心臨海部の緑花による賑わいづくり

効果的な広報の展開

これからの緑の取組[平成26－30年度]（案）体系 ：14事業

（1) 市民の理解を広げる広報の展開
（旧：緑⑧）

取組の柱 施策 事業 取組メニュー

現行のみどりアップ計画とこれからの緑の取組（案）の体系の比較

計画の周知や実績報告

見え消し：終了する事業

実績ベース：平成21～24年度決算、25年度予算

３６６億円（６７億円）

４０億円（１７億円）

７８億円（４６億円）

０．８億円 （０億円）

325億円（36億円）

37億円（30億円）

0.7億円（0.7億円）

3億円（1億円）

11億円（6億円）

26億円（11億円）

3億円（0億円）

0.7億円（0億円）

3億円（2億円）

45億円（19億円）

9億円（9億円）

5億円（1億円）

16億円（15億円）

0.8億円（0億円）

４８５億円 (１３０億円) ５２２億円
(９６億円)

435億円
（66億円）

50億円
（11億円）

37億円
（19億円）

（ ）は、うちみどり税
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（単位：百万円）

事業費

A

うち
みどり税

B

事業費

C

うち
みどり税

D

事業費

E=A-C

うち
みどり税
F=B-D

樹林地を守る 47,388 7,273 43,513 6,567 3,875 706
特別緑地保全地区指定等拡充
事業における、事業量の減に伴
う事業費の減

農地を守る 5,366 1,148 4,977 1,126 389 22
農園付公園整備事業における、
事業量の減に伴う事業費の減

緑をつくる 5,457 2,101 3,722 1,895 1,735 206
公共施設緑化管理事業におけ
る、事業量の減に伴う事業費の
減

合計 58,211 10,522 52,212 9,588 5,999 934

5か年計画額
5か年実績額

（21～24年度決算、
25年度予算）

差引

差額の主な理由

みどりアップ計画の計画事業費総額（582億円）と執行見込額（522億円）との差の理
由
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特別緑地保全地区指定等拡充事業

緑地再生等管理事業

みどり税 既存分 地域緑のまちづくり事業

（A＝B＋
C）

（Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） みどり税 （率） みどり税 （率） みどり税 （率） みどり税 （率） みどり税 （率） 民有地緑化助成事業

いきいき街路樹事業

緑地再生等管理事業

収穫体験農園の開設支援事業

森の楽しみづくり事業

※　四捨五入の関係により合計が一致しないことがあります。

※　みどり税内訳は、税の使途の考え方に従って、現行計画の実績ベースのみどり税を集計した概算額です。

緑地保全制度による指定の拡大・市による買
取り事業

生物多様性・安全性に配慮した森づくり事業

みどり税 既存分 緑や花による魅力・賑わいの創出事業

（A＝B＋
C）

（Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） みどり税 （率） みどり税 （率） みどり税 （率） みどり税 （率） みどり税 （率） 市民協働による緑のまちづくり事業

公共施設・公有地での緑の創出事業

生物多様性・安全性に配慮した森づくり事業

農とふれあう場づくり事業

市民が森に関わるきっかけづくり事業

※　四捨五入の関係により合計が一致しないことがあります。

※　みどり税使途別内訳では、 みどり税の使途が２以上ある事業について、主なみどり税の使途でみどり税を計上しています。

※　事業費は見込み値であり、毎年度の予算は議会の議決をもって決定します。

みどり税の使途別の事業費内訳（実績・計画）

（3％）（50％） 2,771 （21％） 3,429 （26％） 3674,809 30,660
「これからの緑
の取組(案）」

合計
13,019（100％） 6,452

（0％） 00 0 （0％） 0 （0％） 0 （0％）

「これからの緑
の取組(案）」

合計
48,488（100％） 17,828 13,019

広報
[効果的な広報の展

開]
0

（12％） 0 （0％）

広報
[効果的な広報の展開]

80 （0％） 80 0 80 0

（36％） 324 （2％） 2,771 （21％） 1,545

使途④

取組の柱３
[市民が実感できる緑

をつくる]
7,784 （16％） 6,458 4,639 1,819 1,327

取組の柱３
[市民が実感できる緑

をつくる]
4,639

0 （0％） 200 （2％） 168 （1％）1,367
取組の柱２

[市民が身近に農を感
じる場をつくる]

1,661 （13％） 1,293 （10％）

（13％） 199 （2％） 使途③

取組の柱２
[市民が身近に農を感

じる場をつくる]
3,985 （8％） 2,618 1,661 957

（52％） 4,835 （37％） 0 （0％） 1,684

使途②

取組の柱１
[市民とともに次世代に

つなぐ森を育む]
36,639 （76％） 8,672 6,719 1,953 27,967

取組の柱１
[市民とともに次世代
につなぐ森を育む]

6,719

うち 使途③ うち 使途④

金額 （率）

　[樹林地・農地の確実な
担保（公有地化）]

　[身近な緑化の推進]
　[維持管理の充実による
みどりの質の向上]

　[ボランティアなどの市民参
画の促進につながる事業]

取組の柱

５か年事業費
（A＋D）

取組の柱

みどり税使途別内訳
使途①

　うち一般財源（Ａ）
うち

国費・市債
（Ｂ）

うち 使途① うち 使途②

( 5% )

（２）これからの緑の取組[平成26－30年度]（案）の事業費

【事業費内訳】 （単位：百万円） 【みどり税内訳】 （単位：百万円） 【使途別の主な事業名】

( 65% ) 745 ( 8% ) 2,080 ( 22% ) 5057,066 35,559
みどりアップ計画

（新規・拡充施策）

合計
9,588（100％） 6,256

－ － － － －

みどりアップ計画

（新規・拡充施策）

合計
52,212（100％） 16,654 9,588

広報 － － － － －

( 9% ) 0 ( 0% )

広報 《22》 － 《22》 － 《22》 －

( 20% ) 250 ( 3% ) 745 ( 8% ) 898

使途④

取組の柱３
[緑をつくる]

3,723 （7％） 3,545 1,895 1,650 178 取組の柱３
[緑をつくる]

1,895

0 ( 0% ) 317 ( 3% ) 208 ( 2% )2,911 取組の柱２
[農地を守る]

1,126 ( 12% ) 601 ( 6% )

( 9% ) 297 ( 3% ) 使途③

取組の柱２
[農地を守る]

4,977 （10％） 2,066 1,126 940

( 68% ) 5,405 ( 56% ) 0 ( 0% ) 865

使途②

取組の柱１
[樹林地を守る]

43,513 （83％） 11,043 6,567 4,476 32,470 取組の柱１
[樹林地を守る]

6,567

うち 使途③ うち 使途④

金額 （率）

　[樹林地・農地の確実な
担保（公有地化）]

　[身近な緑化の推進]
　[維持管理の充実による
みどりの質の向上]

　[ボランティアなどの市民参
画の促進につながる事業]

取組の柱

５か年事業費
（A＋D）

取組の柱

みどり税使途別内訳
使途①

　うち一般財源（Ａ） うち
国費・市債

等
（Ｂ）

うち 使途① うち 使途②

（１）みどりアップ計画の事業費＜平成21〜24年度決算、25年度予算＞

【事業費内訳】 （単位：百万円） 【みどり税内訳】 （単位：百万円） 【使途別の主な事業名】
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みどりアップ計画におけるみどり税充当事業の見直し事例とその考え方 

事業名称 事業目的 事業内容 見直しの事例 見直しの考え方 

当初 見直し後 

樹林地維持管

理助成事業 

樹林地所有者の負担軽減

と保有継続の意欲向上、

周辺住民の安全性や快適

性の向上させる 

隣接地への越境や危険な樹木

の剪定・伐採等を対象に助成

する。 

 

・助成限度額 50 万円 

（50 万円まで全額） 

・対象：特別緑地保全地区、源流の森、緑

地保存地区 

・助成限度額 125 万円に引き上げ（50 万円まで全額、

50 万円を超え 200 万円までは半額助成） 

・対象を追加：近郊緑地特別保全地区、地区計画緑

地保全区域を追加 

・ 樹林地所有者への支援を実態に即して拡充し、新規の制

度指定拡大や樹林地所有者の保有意欲の促進につなげ

る。 

 

緑地再生等管

理事業 

多様な動植物が生息する

健全な森とするため市民

の森等において間伐や下

草刈りなどの管理を実施 

市民の森等の樹林地におい

て、間伐や下草刈り及び斜面

地での防災対策を実施 
― 

・森づくりガイドライン等を活用して、計画的に維

持管理を実施 

・ 樹林地毎の特性に応じて、計画的な管理を実施し、事業

費の節減を図る。 

森の楽しみづ

くり事業 

樹林地の魅力や保全の意

義を啓発ＰＲし、より多

くの市民が楽しみながら

保全に関心を持つきっか

けとなるような体験型の

利活用事業を推進 

森づくり活動への関心につな

がるよう、多くの市民を対象

に、樹林地の特性を活かした

多様なメニューによる自然体

験や環境学習などを、区や図

書館、関連団体、企業等の多

様な主体と連携して実施 

・景観の森・生き物の森事業 

・森の中のプレイパーク事業 

・森の収穫物体験事業 

・里山ライフ事業   

・健康の森事業 

・横浜の森の自然・生き物情報発信事業 

・間伐材活用クラフト作成事業 

・森の恵み塾事業 

・8 事業を統合 

⇒森の楽しみづくり事業 

・ 市民団体等の意見を踏まえ、細分化されていた類似事業

を整理統合し、市民ニーズ等に柔軟に対応できるように

見直し。 

 

地域緑のまち

づくり事業 

地域にふさわしい民有地

と公共施設の緑化を、地

域ぐるみで計画し実施す

る 

住民主体で「地域緑化計画」

を策定、民有地の緑化整備に

取り組むとともに、計画に位

置付けられた公共施設の緑化

を推進する。 

・「地域緑化計画」に位置付けた公共施設の

緑化は、公共施設管理者が整備を実施 

 

 

・中区山手地区において、「地域緑化計画」に位置付

けた緑化候補地の公共施設用地が売却されることに

なったため、事業手法を拡充し、用地を取得して緑

化事業を推進。 

・緑の少ない都心区において地域住民が計画に位置付けた用

地であり緑の創造につながること、地域住民による取得要望

があることなどから、国費の導入なども図りながら用地を取

得。 

保育園・幼稚

園芝生化助成

事業 

保育園・幼稚園の園庭の

芝生化を通し、良好な市

街地環境を形成する 

園庭の芝生化における整備費

を助成する。 ― 

・維持管理への技術的な支援（管理技術を習得する

研修会、アドバイザーの派遣、管理マニュアルの作

成）を拡充 

・施設管理者への維持管理への支援を拡充し、負担感の軽減

を図るとともに新規整備の促進につなげる 

区民花壇事業 民有地の公共性の高い場

所で花壇整備に助成し、

良好な市街地環境の形成

する 

マンションや事業所のエント

ランス・商店街の店先など、

市民の方々が鑑賞できる民有

地に対し、新たに設置する花

壇整備に要する経費を助成 

 

 

・地植え、プランターの１㎡当たり助成額

単価の上限はいずれも 10,000 円 

・申請者は 3 世帯以上かつ 5 人以上の団体結成する

こととし、助成対象から花苗等を除外 

・プランターの１㎡当たり助成額単価上限を 40,000

円に引き上げ 

・助成対象を厳格化するとともに、実態に即して整備単価を

引き上げ、整備の促進を図った。 

屋上緑化助成

事業 

市街地の建築物の屋上及

び壁面における緑化を推

進し、都市環境の向上に

寄与させる 

市街地の良好な自然環境を創

出し、ヒートアイランド現象

緩和等の一助となる建築物の

屋上緑化及び壁面緑化を推進

する経費の一部を助成 

・助成限度額 50 万円 ・助成限度額 100 万円に引き上げ ・実態に即して助成額を拡充し、整備の促進を図った。 
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（単位：百万円）

うちみどり税 うち一般財源

みどりの夢かなえます事業 26 26 0

愛護会、森づくりボランティア活動拠点整備事業 57 0 57

施設の省エネルギー化推進事業※ 254 0 254

生産用機械のリース方式による導入事業※ 164 0 164

かんがい施設整備事業※ 97 0 97

機械作業受託組織育成事業※ 62 0 62

農業後継者・横浜型担い手育成事業※ 149 0 145

※計画外（一般会計）へ移行

＜一部を取りやめた事業＞
・環境配慮型施設整備事業（農薬飛散防止ネット：一般会計へ移行)
・民有地緑化助成事業（区民花壇、生垣設置：終了する取組)

樹
林
地
を
守
る

農
地
を
守
る

5カ年実績額
（21～24年度決算、25年度予算）

これからの緑の取組（案）で継続せず、取りやめた事業と事業費、
そのうちみどり税額及び一般財源額

事業費
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今後５年間の樹林地指定の目標と買取費用負担予想額 

 

 

 

 

 
【注 4】５か年事業費には、買取費のほか、指定や買取りのための測量費や簡易な整備費等が含まれます。 
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買取りをすることになったとき、市と当事者のどちらから申し出たのか 

 

特別緑地保全地区については、都市緑地法第17条に基づき、所有者から買入れ申出があ

った場合、買い入れるものとするとされています。また、国が定める都市緑地法運用指針で

は、近郊緑地特別保全地区についても同様に扱うものと規定しています。 

市民の森等については、不測の事態が発生し所有者から買取り希望の申出があった場合、

買入れを行っています。 

 

＜参考＞ 

○都市緑地法第十七条（土地の買入れ） 

 都道府県等は、特別緑地保全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるもの

について、その所有者から第十四条第一項の許可を受けることができないためその土地の

利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき旨の申出があ

つた場合においては、第三項の規定による買入れが行われる場合を除き、これを買い入れ

るものとする。 

 

○都市緑地法運用指針（「６ 特別緑地保全地区 （１）趣旨）」抜粋） 

 首都圏近郊緑地保全法（昭和41年法律第101号）第５条に規定する近郊緑地特別保全

地区は、近郊緑地保全区域のうち、首都及びその周辺の住民の健全な心身の保持及び増進

又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しく、かつ、特に良好な自

然の環境を有する土地について指定する特別緑地保全地区である。 
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樹林地の維持管理のための指針・計画 

（「森づくりガイドライン」「保全管理計画」） 
 

１ 横浜市森づくりガイドライン     （別添「横浜市森づくりガイドライン」参照） 

市民の森等の樹林地で、生物多様性の保全や良好な景観形成など、より質の高い維持管理を行

うために、森づくりに携わる市民と行政が共有できる資料として「横浜市森づくりガイドライン」

をまとめました。 

市民の森やふれあいの樹林等を対象に、樹林地の管理を効果的かつ効率的に実施するための技

術的指針です。（平成 25 年 3 月策定） 

 

２ 市民協働による緑地維持管理事業     （別添「新治市民の森保全管理計画」参照） 

 （１）現計画での実績（H21～24 年度） 

「横浜市森づくりガイドライン」を活用しながら、樹林地の将来像や維持管理の考え方を

定める「保全管理計画」を、市民と協働で策定しています。 

また、保全管理計画を策定した樹林地において、計画の検証やモニタリングを実施し、順

応的管理（※）を推進しています。 
（※）順応的管理…作業の成果を検証し、計画を見直しながら進める管理のこと 

 
  （表）保全管理計画を策定した樹林地 

策定年度 地区 区 

Ｈ２１ 

追分市民の森 旭区 

矢指市民の森 旭区 

東山ふれあい樹林 瀬谷区 

Ｈ２２ 

新治市民の森 緑区 

三保市民の森 緑区 

ウイトリッヒの森 戸塚区 

Ｈ２３ 

南本宿市民の森 旭区 

瀬上市民の森 栄区 

中田ふれあいの樹林 泉区 

Ｈ２４ 

下永谷市民の森 港南区 

中田宮の台市民の森 泉区 

深谷市民の森 戸塚区 

荒井沢市民の森 栄区 

横浜自然観察の森 栄区 

策定済み：１４地区

 
 （２）これからの緑の取組[平成 26-30 年度]（案） 

    森づくりガイドライン等を活用した森の育成 

    【５か年の目標】 

     ・ガイドライン等を活用した維持管理：推進 

     ・保全管理計画の策定：樹林地 15 か所 

                公園  10 か所 
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樹林地の維持管理の考え方、費用とその財源 

 

１ 樹林地の維持管理の考え方 

樹林地の保全については、土地所有者の同意を得ながら、様々な緑地保全制度に指定す

るとともに、指定された樹林地を土地所有者にできるだけ長く持ち続けていただくため、

固定資産税の減免等の優遇措置とともに、維持管理費の助成により支援を行っています。 

また、市民の森などの樹林地では、維持管理の技術指針である「森づくりガイドライン」

を活用し、生物多様性の保全や利用者の安全確保のため、愛護会などと連携して森づくり

を推進しています。さらに、森ごとの具体的な目標と管理の考え方を定めた「保全管理計

画」の策定を進めています。 

 

（１）森づくりガイドライン等を活用した森の育成 

市民の森等の樹林地で、生物多様性の保全や良好な景観形成など、維持管理を効果的に

実施するための技術的指針である「横浜市森づくりガイドライン（平成 25 年 3 月策定）」

を活用し、森づくりを推進します。 

さらに、「ガイドライン」を活用し、森ごとの具体的な管理の考え方を定めた「保全管

理計画」を、森づくりに携わる愛護会などと行政が話し合いながら策定します。また、策

定後も協働しながら管理作業の成果を確認し、見直しながら維持管理を進めます。 

「ガイドライン」は本市 HP に掲載しておりますが、今後、樹林地の土地所有者をはじ

め多くの方々にご活用いただけるよう、改良を進めていきます。 

 
（２）指定された樹林地における維持管理の助成 

特別緑地保全地区、緑地保存地区など、緑地保全制度に指定された樹林地の外周部など

で、土地所有者の方々が行う危険・支障樹木の管理作業に助成します。これにより、緑地

保全制度の指定も推進します。 

 
（３）生物多様性に配慮した防災性・安全性の向上 

防災や安全面の対策が必要な緑地の法面を対象に、在来の植物による緑化など生物多様

性にも配慮した法面整備を推進します。 

   

 

２ 費用（H26～30 年度の 5か年事業費）とその財源 

（１）森づくりガイドライン等を活用した森の育成 

  2,100 百万円（うちみどり税：1,323 百万円 みどり税以外：777 百万円） 

（２）指定された樹林地における維持管理の助成 

     600 百万円（うちみどり税：  600 百万円 全額みどり税充当） 

（３）生物多様性に配慮した防災性・安全性の向上 

    1,000 百万円（うちみどり税：1,000 百万円 全額みどり税充当） 
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農業施策の整理 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来から進めてきた取組 
 

○農地保全 

 生産基盤の整備 など 

○農業振興 

 地産地消の推進 など 

○担い手支援 

 認定農業者の認定･支援 など 

｢持続できる都市農業を推進する」取組 
  

①農業振興 

 農業生産基盤・設備の整備、改修 など 

②担い手支援 

 個人・法人による新規参入の促進 など 

③農地の利用促進 

 農地の貸し借りに関する調整 など 

④時代の変化に応じた新たな施策 

 先進的な栽培技術の活用による 

生産振興 など 

現行の施策 

今後の施策 

横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）
 

○農地保全 

 水田保全契約奨励事業 など 
○農業振興 

 収穫体験農園の開設支援 など 
○担い手育成 

 横浜型担い手育成事業 など 

これからの緑の取組[平成 26-30 年度](案) 
  

○良好な農景観の保全 

 水田の保全 など 

 

○農とふれあう場づくり 

 市民ニーズに合わせた農園の開設 
 など 

○地産地消の推進 

 地産地消にふれる機会の拡大 など 
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本市における都市農業経営と担い手の状況 

 

  

１ 農地面積 

  平成 24 年 1 月 1 日現

在の市内の農地面積は、

3,115 ヘクタール。 

 【固定資産概要調書】 

  毎年減少しているが、

近年は減少が鈍化傾向

にある。 

 

 

 

 

２ 農業産出額 

  横浜市の農業産出額は約 100 億円で、県内

1～2位の規模。 

  野菜の占める割合が非常に多く、畜産、果

実と続く。 

  【農水省農林水産統計（平成 18 年度)】 

 

 

 

３ 販売農家数 

  市内の販売農家数は 2,430 戸 

  (参考：総農家数は 4,202 戸) 

  【2010 年世界農林業センサス】 

 ※販売農家 

  経営耕地面積が 30 アール以上または 

  農産物販売金額が 50 万円以上の世帯 

 

 

４ 販売農家の内訳 

  ＜専兼業別農家数＞ 

 専業農家・・・・・・1,013 戸（42％） 

 第一種兼業農家・・・・308 戸（13％） 

 第二種兼業農家・・・1,109 戸（45％） 

 【2010 年世界農林業センサス】 
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５ 販売農家の販売規模別農家数 

  100～300 万円未満が最も多く 26％ 

  500 万円未満の販売規模・・・80％ 

  500 万円以上の販売規模・・・20％ 

  【2010 年世界農林業センサス】 

 

 

 

 

 

６ 販売農家の出荷先別農家数 

  市内の販売農家の農産物の出荷先は、 

市場が 1,515 戸、直売所が 1,357 戸 

（複数回答含む） 

【2010 年世界農林業センサス】 

 

 

 

 

７ 販売農家の年齢階層別人口 

  70～79 歳が 25％と最も多い 

  60 歳以上・・・61％ 

  60 歳未満・・・39％ 

  【2010 年世界農林業センサス】 

 

 

 

 

 

８ 農地所有者アンケート 

 問：「あなたの農業後継者についてあて 

   はまるものを１つお選びください」 

 「既に後継者がいる」「将来的に後継者  

の就農が予定されている」・・・約 34% 

 「現時点ではわからない」・・・・約 42% 

 「後継者がいない」・・・・・・・約 22% 

  ※平成 24 月 7 月に実施 
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身近な緑の創出の実績と今後の計画 

 
１ 継続する取組 

（１）地域緑のまちづくり 

  ア 現計画での実績（H21～24 年度） 

・地域の皆さまと横浜市が協力し、地域ぐるみで緑化計画を策定するとともに、策定

された計画に基づき、地域にふさわしい緑化を推進しました。 

・15 地区において、地域にふさわしい緑化計画を策定しました。 

・11 地区において、計画に基づき民有地と公共施設の緑化を進め、その中で、緑が不

足している都心区では、緑化用地の取得など新たな取組を進めました。 

地区名 区 取組状況（24 年度末）

牛久保西地区 都筑 計画策定 

北寺尾地区 鶴見 計画策定 

みなとみらい２１横浜駅東口・中央地区 西 計画策定 

みなとみらい２１新港地区 中 計画策定 

生麦新子安地区 鶴見・神奈川 緑化整備の実施 

末広地区 鶴見 緑化整備の実施 

錦が丘地区 港北 緑化整備の実施 

みなとみらい２１中央地区 西 緑化整備の実施 

平楽地区 南 緑化整備の実施 

山手地区 中 緑化整備の実施 

馬車道地区 中 緑化整備の実施 

白根台第九地区 旭 緑化整備の実施 

上白根国際地区 旭 緑化整備の実施 

名瀬たかの台地区 戸塚 緑化整備の実施 

上飯田地区 泉 緑化整備の実施 

合計 
計画策定：１５地区 

緑化整備：１１地区 

 

イ これからの緑の取組[平成 26-30 年度]（案） 

・ご近所同士や集合住宅の管理組合などでも気軽に取り組めるよう、対象となる区域

の規模を小さくするとともに、地域ごとに適したメニューを選択できるなど、計画

づくりの自由度を高め、幅広く民有地の緑化を支援できる仕組みにします。 

・平成 25 年度までに地域緑化計画を策定した地区については、継続して整備への支援

を行います。 

    【５か年の目標】 

     ・地域緑のまちづくり：46 地区（新規 30 地区・継続 16 地区） 
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（２）園庭・校庭の芝生化 

ア 現計画での実績（H21～24 年度） 

・民間の保育園や幼稚園等が行う面積 10 ㎡以上の園庭の芝生化に対して、整備費等の

助成を行いました。 

・公立の保育園や小・中学校の園庭や校庭の芝生化を、公共施設緑化事業として取り

組みました。 

・施設管理者の維持管理の負担感を軽減し、新規整備の促進につなげるため、維持管

理への技術的な支援を拡充して実施しました。 

区 民間保育園・幼稚園 公立保育園 公立小中学校 

鶴見 わくわくの森保育園、 
えみ保育園 

芦穂崎、潮田、 
生麦 

新鶴見小、潮田小 

神奈川 保育園こりす、 
グローバルキッズ白楽園 

神大寺、松見 池上小、白幡小 

西  南浅間 稲荷台小 

中 本牧めぐみ幼稚園、すいとぴー
保育園、トイボックス本牧園 

竹之丸、錦 元街小、間門小 

南 仮）大岡おひさま保育園 井土ケ谷、清水ケ
丘、しろばら 

太田小、永田小、六ッ川西小、
石川小、永田台小 

港南 宝島幼稚園、チェリーガーデン
保育園、上大岡はるかぜ保育園

 桜岡小 

保土ケ谷 峰岡幼稚園、えぶちにしや園 保土ケ谷、岩井 上菅田小 

旭 プレスクール若葉幼稚園、横浜
昭和幼稚園、上の原保育園、 
まきが原幼稚園 

左近山、若葉台  

磯子 根岸星の子保育園、岡村幼児
園、屏風ヶ浦はるかぜ保育園 

洋光台第二、滝
頭、東滝頭、杉田

 

金沢 金沢ふたば保育園  八景小 

港北 第二福澤保育センター、 
グローバルキッズ日吉園、 
ケンパ高田、おおくらやまえき
まえのぞみ保育園 

港北、大曽根、 
南日吉、菊名、 
太尾、大倉山、 
箕輪、高田 

 

緑 バオバブ霧が丘保育園、 
みどり寺山保育園 

鴨居  

青葉 シャローム保育園、 
奈良幼稚園、東洋英和女学院附
属かえで幼稚園 

 鴨志田中 

都筑 都田幼稚園、やまた幼稚園、 
都筑ヶ丘幼稚園 

大熊、みどり、 
中川西、茅ケ崎、
茅ケ崎南 

 

戸塚 おおぞらひまわり保育園、 
戸塚愛児園、銀杏保育園、 
こんにちは・ありがとうえん、
柏尾スマイル保育園 

 倉田小、汲沢中 

栄 中野どんくり保育園 上郷 本郷小、千秀小 

泉 なかよし幼稚園、さつき幼稚園 北上飯田、和泉 いちょう小、葛野小、和泉小、
上飯田小、西が岡小、中田小、
泉が丘中、上飯田中、 
中和田中、飯田北小、 
中和田南小、いずみ野小、 
緑園東小、下和泉小、中田中

瀬谷 はら保育園、阿久和保育園 中屋敷 南瀬谷小、原小 

【合計】 延べ 44 か所 延べ 40 か所 延べ 39 か所 
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イ これからの緑の取組[平成 26-30 年度]（案） 

・「子どもを育む空間での緑の創出」の事業として、保育園・幼稚園・小中学校での

緑の創出に取り組みます。 

・園庭・校庭の芝生化に加え、ビオトープ、花壇づくり、屋上や壁面の緑化などを進

め、多様な緑を創出します。 

・芝生を良好に維持するとともに、多様な緑化を一層推進するため、維持管理費用の

一部を助成します。 

    【５か年の目標】 

     ・保育園・幼稚園・小中学校での緑の創出：100 か所 
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（３）民有地の緑化 

ア 現計画での実績（H21～24 年度） 

・市街化区域内にある建築物の屋上又は壁面の緑化を 3 ㎡以上行う場合、緑化工事費

用の一部を助成しました。ただし、法令等により緑化率の定めがある場合は、その

基準を超えた部分の緑化を対象としています。 

・人生の節目の記念に希望した横浜市民等に、苗木を無料で配布しました。また、み

どりのまちづくりに自主的に取り組んでいる団体等への樹木配布も行いました。 

・面積 500 ㎡以上の建築物敷地で、法令等の基準以上の緑化を行い、その緑化部分を

10 年間保全する契約を市と締結した場合、固定資産税等の一部が軽減される制度で

す。民有地における緑化部分の保全と緑化誘導のため、契約の締結を進めました。 

区 屋上緑化助成 人生記念樹配布 建築物緑化保全契約 

鶴見 ４か所 2,788 本 １２件 

神奈川 ８か所 3,927 本 ６件 

西 １か所 1,294 本  － 

中 ５か所 1,414 本 ３件 

南 ２か所 1,655 本 ３件 

港南 ２か所 4,735 本 ７件 

保土ケ谷 ３か所 3,237 本  － 

旭 ２か所 5,145 本 １１件 

磯子 ４か所 2,639 本 ６件 

金沢 １か所 4,153 本 ４件 

港北 １０か所 4,208 本 ５件 

緑 １か所 3,265 本 ６件 

青葉 ４か所 5,196 本 １０件 

都筑 ２か所 4,548 本 ２件 

戸塚 ２か所 5,374 本 ９件 

栄 １か所 2,591 本 １件 

泉  － 3,481 本 ７件 

瀬谷  － 8,171 本 １７件 

【合計】 ５２か所 67,821 本 

契約件数：１０９件 

緑化面積：５７．０ha 

上乗せ分：３８．７ha 

 
イ これからの緑の取組[平成 26-30 年度]（案） 

・法令等に定める基準以上の緑化を行った事業者に対し、緑化費用の一部を助成しま

す。なお、緑の少ない鶴見、神奈川、西、中、南区における公開性・視認性の高い

場所での緑化などの効果的な取組に対し、支援を充実させるとともに、維持管理費

の助成を行います。 

・建築物緑化保全契約の締結や人生記念樹の配布については、継続して実施します。 

    【５か年の目標】 

     ・民有地における緑化の助成：65 か所 

     ・人生記念樹の配布：40,000 本配布 
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２ 新たな取組 

（１）公有地化によるシンボル的な緑の創出 

・緑の少ない鶴見、神奈川、西、中、南区などを対象に、多くの市民の目にふれる場

所で、土地利用転換などの機会をとらえて用地を確保し、緑豊かな公園を整備する

ことにより緑をつくり、街の魅力や賑わいづくりにつなげます。 

    【５か年の目標】 

     ・緑の創出：５か所 

 

（２）都心臨海部の緑花による賑わいづくり 

・みなとみらい 21 地区から山下地区を中心とした都心臨海部で、東横線跡地を活用し

た遊歩道づくりや街路樹の重点的な育成などを通じて緑のネットワークを形成しま

す。 

・観光資源となっている公園や港湾緑地、文化施設などの公共施設を相互に連携させ、

地域や施設の特性に合わせた季節感ある緑花による空間づくりを集中的に進めます。 

・いつ訪れても緑や花で彩られた魅力ある街となるように、緑や花を良好に育てます。 

    【５か年の目標】 

     ・都心臨海部の緑花による賑わいづくり：都心臨海部で推進 

      ＜対象＞ 

       山下公園やグランモール公園などの都市公園 

       東横線跡地の遊歩道、港湾緑地、庁舎や文化施設などの公共施設 

 



市民協働の取組実績 

 
 横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）で実施した事業で、「市民参画の促進につなが

る事業」にあたるものの実績（H21～24 年度）は、以下の通り。 

１ 樹林地を守る施策 

市民協働による緑地の維持管理 

多様な動植物が生息する健全な森とするため、市民の

森等で、愛護会と連携した維持管理を実施した 

樹林地の将来像や維持管理の考え方を定める「保全管

理計画」を市民協働で策定した 

保全管理計画の策定：14 か所 

策定に関わった愛護会等：約 800 人 

森づくりリーダー等の育成 

「森づくりリーダー」など、森に関わる人材育成を進

め、市民と協働した森の維持管理を進めた 

森づくりボランティア：164 人 

森づくりリーダー：39 人 

はまレンジャー：20 人 

樹林地管理団体の活動助成 

森づくり活動を行っている団体に対して、積極的な森

づくり活動を支援するための助成や、道具の貸出など

の支援を行い、市民と協働した森の維持管理を進めた

愛護団体・森づくりボランティアの支

援：224 団体 

森の楽しみづくり事業 

市民と協働した森づくり活動を広げるため、楽しみな

がら保全活動に関心を持つきっかけとなるような、さ

まざまな体験型講座を実施した 

森の収穫物体験イベント 

：34 回（約 3,500 名参加） 

間伐材活用クラフトイベント 

：44 回（約 2,000 名参加） 

森林教室 

：231 回（約 17,000 名参加）ほか 

２ 農地を守る施策 

収穫体験農園の開設支援 

身近なところで地産地消を実感し、市民の農への関心

を高めるよう、果物のもぎ取りや野菜の収穫などを体

験することができる果樹園や農園の整備に対し支援を

行った 

収穫体験農園の整備に対する助成：

15.7ha 

（参考）農園利用者 

 イチゴ：約 20,000 人／年・ha 

 サツマイモ：約 10,000 人／年・ha 

食と農との連携事業 

農家と市民・企業、様々な人や団体が連携し、協働に

よる新たな地産地消の様々な取組を展開した 

様々な団体・企業等が連携した地産地消

の取組：13 件 

食と農の祭典（H23・24 年度） 

：約 10,000 名参加 

３ 緑をつくる施策 

地域ぐるみでの緑のまちづくり 

地域の皆さまと横浜市が協力して、地域にふさわしい

緑化計画をつくり、民有地と公共施設の緑化を進める

「地域緑のまちづくり」の取組を進め、多くの地区で

計画づくりが進むとともに、花壇や壁面緑化などの緑

化整備を実施した 

計画策定：15 地区 

緑化整備：11 地区 
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概要版パンフレットをご覧いただき、あなたのご意見をお聞かせください。 

（選択肢の数字に○をつけてください） 

 
「これからの緑の取組[平成 26-30年度](素案)」の５か年の目標についてお伺いします。  
問１ 

「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」の取組により、緑（樹林地）の減少傾向が鈍化していま

す。「これからの緑の取組[平成 26-30 年度]」では、引き続き、緑の保全・創造の取組を進め、緑の減少

に歯止めをかけようとしています。このことについてどう思いますか。 

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 
  
問２ 

「これからの緑の取組[平成 26-30 年度]」では、地域の特性に応じた緑の保全や創出、維持管理の充

実により、緑の「質」を高めようとしています。このことについてどう思いますか。  

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 
  
問３ 

「これからの緑の取組[平成 26-30 年度]」では、市民と緑との関わりを増やし、緑とともにある豊かな暮ら

しを実現する取組を進めようとしています。このことについてどう思いますか。 

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 

 

 

 
「これからの緑の取組[平成 26-30年度](素案)」の具体的な取組内容についてお伺いします。 
 
問４ 取組の柱１「市民とともに次世代につなぐ森を育む」では、緑地保全制度による樹林地の指定拡大

や市による買取り、生物多様性・安全性に配慮した森づくり、森を育む人材育成、市民が森に関わるき

っかけづくりに取り組みます。このことについてどう思いますか。 

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 
  
問５ 

取組の柱２「市民が身近に農を感じる場をつくる」では、水田など良好な農景観の保全、市民が農と

ふれあう場づくり、身近に感じる地産地消の推進や市民や企業と連携した地産地消の展開に取り組み

ます。このことについてどう思いますか。 

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 

 

 

  
問６ 取組の柱３「市民が実感できる緑をつくる」では、民有地での緑の創出や、公共施設・公有地での緑

の創出、市民協働による緑のまちづくり、子どもを育む空間での緑の創出や、緑や花による魅力・賑わ

いの創出に取り組みます。このことについてどう思いますか。 

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 

 

 

 

調査票 個人用 

裏面に続きます 
 

自由記述：期待する事業や疑問を感じる事業、他のアイディアなど 

 

自由記述：期待する事業や疑問を感じる事業、他のアイディアなど 

 

自由記述：期待する事業や疑問を感じる事業、他のアイディアなど 
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取組を進めるための財源についてお伺いします。 
   
問７ 

平成 21～25 年度の取組である「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」を推進するため、財源の

一部として、平成 25 年度まで横浜みどり税を市民の皆様（個人・法人）にご負担いただいています。 
（個人の場合、個人市民税の均等割額に年間 900 円＜月額にすると 75 円＞を上乗せ＜所得が一定金額以下で、

市民税均等割が課税されない方を除く＞） 

「これからの緑の取組[平成 26-30 年度]」に掲げた施策を実施するためには、安定した財源が必要と

なります。その財源の一部を、横浜みどり税のように、市民が負担することについて、どう思いますか。 

 １．積極的に負担する必要がある 

２．どちらかと言えば負担する必要がある 

３．どちらかと言えば負担する必要がない 

４．負担する必要がない 

 

 

 
    

その他、ご意見がございましたらお聞かせください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
問８ あなたは現在どちらにお住まいですか 

 1. 青葉区 2. 旭区 3. 泉区 4. 磯子区 5. 神奈川区 6. 金沢区 

 7. 港南区 8. 港北区 9. 栄区 10. 瀬谷区 11. 都筑区 12. 鶴見区 

 13. 戸塚区 14. 中区 15. 西区 16. 保土ケ谷区 17. 緑区 18. 南区 

  

問９ あなたの性別はどちらですか 

  1. 男 性  2. 女 性 
 
 

問10 あなたの年齢はおいくつですか 

  1. 20 歳～29 歳  2. 30 歳～39 歳  3. 40 歳～49 歳 

  4. 50 歳～59 歳  5. 60 歳～69 歳  6. 70 歳～79 歳 

  7. 80 歳以上       

 

あなたについてお聞きします 

アンケート調査にご協力いただきありがとうございました 

記入欄 

自由記述 

 



 
概要版パンフレットをご覧いただき、貴社のご意見をお聞かせください。 

（選択肢の数字に○をつけてください） 

 

「これからの緑の取組[平成 26-30年度](素案)」の５か年の目標についてお伺いします。  
問１ 「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」の取組により、緑（樹林地）の減少傾向が鈍化していま

す。これからの緑の取組[平成 26-30 年度]では、引き続き、緑の保全・創造の取組を進め、緑の減少に

歯止めをかけようとしています。このことについてどう思いますか。 

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 
  
問２ 「これからの緑の取組[平成 26-30 年度]」では、地域の特性に応じた緑の保全や創出、維持管理の充

実により緑の「質」を高めようとしています。このことについてどう思いますか。  

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 
  
問３ 「これからの緑の取組[平成 26-30 年度]」では、市民と緑との関わりを増やし、緑とともにある豊かな暮ら

しを実現する取組を進めようとしています。このことについてどう思いますか。 

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 

 

 

  
「これからの緑の取組[平成 26-30年度](素案)」の具体的な取組内容についてお伺いします。 
  
問４ 取組の柱１「市民とともに次世代につなぐ森を育む」では、緑地保全制度による樹林地の指定拡大

や市による買取り、生物多様性・安全性に配慮した森づくり、森を育む人材育成、市民が森に関わるき

っかけづくりに取り組みます。このことについてどう思いますか。 

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 
  
問５ 取組の柱２「市民が身近に農を感じる場をつくる」では、水田など良好な農景観の保全、市民が農と

ふれあう場づくり、身近に感じる地産地消の推進や市民や企業と連携した地産地消の展開に取り組み

ます。このことについてどう思いますか。 

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 

 

 

  
問６ 

取組の柱３「市民が実感できる緑をつくる」では、民有地での緑の創出や、公共施設・公有地での緑

の創出、市民協働による緑のまちづくり、子どもを育む空間での緑の創出や、緑や花による魅力・賑わ

いの創出に取り組みます。このことについてどう思いますか。 

 １．積極的に取り組む必要がある 

２．どちらかと言えば取り組む必要がある 

３．どちらかと言えば取り組む必要がない 

４．取り組む必要がない 

 

 

 

調査票 法人用 

 

自由記述：期待する事業や疑問を感じる事業、他のアイデアなど 

 

自由記述：期待する事業や疑問を感じる事業、他のアイデアなど 

 

自由記述：期待する事業や疑問を感じる事業、他のアイデアなど 

 

裏面に続きます 



 

取組を進めるための財源についてお伺いします。 
    
問７ 平成 21～25 年度の取組である「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」を推進するため、財源の

一部として、平成 25 年度まで横浜みどり税を市民の皆様（個人・法人）にご負担いただいています。 
（法人の場合、法人市民税の年間均等割額に９％相当額を上乗せ＜法人税割が課されない場合は対象外＞） 

「これからの緑の取組[平成 26-30 年度]」に掲げた施策を実施するためには、安定した財源が必要と

なります。その財源の一部を、横浜みどり税のように、市民が負担することについて、どのようにお考えで

すか。   

 １．積極的に負担する必要がある 

２．どちらかと言えば負担する必要がある 

３．どちらかと言えば負担する必要がない 

４．負担する必要がない 

 

 
 

 
その他、ご意見がございましたらお聞かせください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                 

問８ 本社は横浜市内ですか、市外ですか 

  1. 市 内  2. 市 外 
 
問９ 主たる事業所はどちらにありますか 

 1. 青葉区 2. 旭区 3. 泉区 4. 磯子区 5. 神奈川区 6. 金沢区 

 7. 港南区 8. 港北区 9. 栄区 10. 瀬谷区 11. 都筑区 12. 鶴見区 

 13. 戸塚区 14. 中区 15. 西区 16. 保土ケ谷区 17. 緑区 18. 南区 

 

問10 問９の事業所の従業者数は何人ですか 

  1. 50人以下  2. 50人超 
 

問11 資本金はいくらですか 

  1. １千万円以下  2. １千万円超～１億円以下 

  3. １億円超～10 億円以下  4. 10 億円超～50 億円以下 

  5. 50 億円超    

 

貴社についてお聞きします 

アンケート調査にご協力いただきありがとうございました 

記入欄 

自由記述 
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   これからの緑の取組[平 成 26-30 年 度 ]（素案）に対する公募型市民意見募集の結果 

１ 概要 

（１）募集期間 

  平成 25 年４月５日（金）から平成 25 年５月７日（火）まで 

（２）公募方法 

区役所や市内の公共施設等に配架した概要版パンフレットに添付したハガキ、ファクス、

電子メールでご意見をいただきました。 

＜概要版パンフレット配架場所＞ 

   各区役所の広報相談係、市民情報センター、行政サービスコーナー、図書館、公会堂、区民活

動支援センター、ＰＲボックスなど、約 600 か所 

 （３）回収数 

    274 通（ハガキ 242 通、電子メール 27 通、ファクス４通、その他（郵送）１通） 

意見総数 589 件 

 

２ 結果について 

（１）意見の分類 

    寄せられたご意見のうち、８割弱が、素案の内容についてのご意見でした。残りの２割弱

が、これまでの成果や、緑の取組を進めるための財源についてのご意見でした。 

 

  

これからの緑の

取組（素案）に

ついて

78% （458件）

これまでの成果

や緑の取組を

進めるための

財源について

19%（113件）

その他

3%（18件）

寄せられたご意見（589 件）の内訳
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分類 集計 割合

01.素案全体に関すること 127 21.6%

01.取組を支持するご意見 52 8.8%

02.理念や目標、計画の枠組みに関するご意見 14 2.4%

03.取組の進め方、優先順位についてのご意見 17 2.9%

04.取組の内容に関するご意見 44 7.5%

01.人材の育成・教育に関するご意見 7 1.2%

02.市民や企業との協働・市民の参加についてのご意見 15 2.5%

03.水環境についてのご意見 2 0.3%

04.その他のご意見（取組の提案など） 20 3.4%

02.柱 1 次世代につなぐ森を育む 79 13.4%

01.柱 1 に関するご意見 10 1.7%

02.樹林地・緑地の保全に関するご意見 24 4.1%

01.開発規制に関するご意見 6 1.0%

02.保全制度に関するご意見 10 1.7%

03.その他のご意見 8 1.4%

03.維持管理・森の育成に関するご意見 28 4.8%

01.生物多様性保全に関するご意見 9 1.5%

02.維持管理の支援に関するご意見 4 0.7%

03.その他のご意見 15 2.5%

04.人材の育成に関するご意見 9 1.5%

05.市民が森に関わるきっかけづくりに関するご意見 8 1.4%

03.柱 2 身近に農を感じる場をつくる 94 16.0%

01.柱 2 に関するご意見 11 1.9%

02.良好な農景観の保全に関するご意見 12 2.0%

01.水田の保全に関するご意見  5 0.8%

02.その他のご意見 7 1.2%

03.農とふれあう場づくりに関するご意見 26 4.4%

01.市民農園・農体験に関するご意見 16 2.7%

02.その他のご意見 10 1.7%

04.身近に感じる地産地消の推進に関するご意見 11 1.9%

05.その他のご意見 34 5.8%

01.担い手の育成・支援に関するご意見 31 5.3%

02.その他のご意見 3 0.5%

04.柱 3 市民が実感できる緑をつくる 129 21.9%

01.柱 3 に関するご意見 23 3.9%

01.生物多様性に関するご意見 5 0.8%

02.その他のご意見 18 3.1%

02.民有地での緑の創出に関するご意見 13 2.2%

03.公共施設・公有地での緑の創出に関するご意見 44 7.5%

01.公園に関するご意見 12 2.0%

02.街路樹に関するご意見 14 2.4%

03.その他のご意見 18 3.1%

04.市民協働による緑のまちづくりに関するご意見 15 2.5%

05.子供を育む空間での緑の創出に関するご意見 11 1.9%

06.緑や花による魅力・賑わいの創出に関するご意見 23 3.9%
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分類 集計 割合

05.広報や PR に関するご意見 29 4.9%

01.市民が参加するための広報について 4 0.7%

02.実績・成果の報告について 10 1.7%

03.取組の広報について 8 1.4%

04.その他のご意見 7 1.2%

06.これまでの成果に関するご意見 8 1.4%

07.税、財源に関するご意見 105 17.8%

01.税を支持・容認するご意見 47 8.0%

02.税を支持しないご意見 3 0.5%

03.負担額低減や課税方法の変更を求めるご意見 9 1.5%

04.財源の検討に関するご意見 17 2.9%

05.税の使途・情報提供に関するご意見 22 3.7%

06.その他のご意見 7 1.2%

08.その他 18 3.1%

総計 589 100.0%

 

  



5 

 

大分類 中分類 小分類 意見 

01.素案全体

に関すること 

01.取組を支持す

るご意見 

  素案については、市域全体の緑の維持創出に重点を置いた素晴らしい

政策であると考えます 

  
    みどりアップ計画には賛同いたします。緑の取組について今後も進めて

いただきたいと思います。 

  
    素案 1,2,3 を拝読しました。どれもすばらしい本質的な取組みと思われま

す。ぜひ何とか頑張っていただきたいです。 

  

    26 年度からも緑の取組を続けて欲しい。個人の農地や土地であっても

むやみに宅地にするのでなしに、計画的に緑に親しめるように行政でも

参加して欲しい 

  
    いいと思います。横浜はみどりと海と都市が混在した美しい街にしてい

ってほしいと思います。 

      緑に対する取組を継続していって欲しい 

  

    横浜みどりアップ計画。樹林地も守る、農地を守る、緑をつくるを継続し

てほしい。将来の横浜の住み方、人口の変化をみすえた長期計画もほ

しい 

  
    みどり税は若干アップしてでも緑の保全を確立して住みよい環境づくりを

推進願いたい。又、樹林の若返りの作業を進め、災害を防ぐ必要もある

  

    「緑の取組」は、大賛成。みどり税の「保全及び創造に資する」使途が拡

大解釈されぬよう留意樹林地農地を守ることは、受動的とさられがちだ

が本来の姿、取組みであり、市民運動支援、天下り支援迎合的対応は

不要。自信をもって取り組んでいるだろうが… 

  

    取組みの骨子に賛成です。横浜市の農業を如何に充実、発展させるか

を基軸に緑の保全を進めて下さい。その上で、市民と緑の交流を活発

化させて欲しいと思います。 

      このまま続けてほしい。 

  
    農地など緑を守る取組で安心、安全で維持管理や緑の創出など少なく

なると思う。今後も継続をお願いします。 

  

    継続管理、見守りをする事で緑の良さが発揮されると思うので復帰して

きたばかりの緑との共生であり 26 年度以降も是非行政にも力を注いで

欲しい取組です。素案に積極的に関わりたいと思い拝読致しました。 

      横浜緑アップ計画はとても良い制度であり今後も利用していきたい。 

      とても良い制度なので今後も続けてもらいたい。 

  

    みどりアップを利用したおかげで農業がしやすい環境になった。後継者

が戻ってきやすい状態にすることも、みどりアップにつながると思うので

ずっと継続してほしい。 

      平成 21-25 年度当初事業同様に進めてもらいたい。 

      継続しておねがいしたいと思います。 

      引き続き努力をお願いします。 

  
    横浜市の緑アップ事業は、ぜひ継続して、まちの環境向上に役立てても

らいたい。 

      異議なし。 

  

    おおむね賛成です。しかし、一部に緑は大切と考えるが、落葉は困る。

など身勝手な考えを持つ人もあり、住民の意識を高める方策を考えてみ

たら！ 

  

    自然を守る活動は待ったなしです。とにかく取組むべきだと思います。個

人的には「緑の「質」を高める必要性」に触れているところに共感を覚え

ます。守った緑は質を上げて有効に市民のために使うべきです。 

  
    大変意欲的なプランで、市が前面に出て推進するものは全国でもあまり

例がないと思います 

      市の計画には大歓迎です。 

  
    緑のある生活こそ、生活（人生）の質を高めるものであると思うので、そ

のための方策として良い取組と考えます。 

      賛成であり、市民憩いの場として、必要と思う。 

      継続していただきたい。 

      継続要望。 

      環境保全の一貫として、良いとりくみだと思う。 

      相対的に良いと思います。 
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    緑地保全はとても大切なことだと思うので、これからも取組を継続してほ

しい。 

  
    私達にとって大変助かる制度なので今後もこの様な制度は長く続けてい

ただきたいと思います。 

  
    これからも緑と農地を守る為に（横浜みどりアップ計画）の継続をお願い

します。 

      今後も横浜の緑や農地（農業）を守る取組みを継続していただきたい。 

  
    山林や農地を所有する者にとって大変有難く思っています。平成 31 年

度以降も継続して取り組みが行われるよう希望しています。 

  

    樹林地や農地など緑を守る取り組みの継続はとても良いと思うので、こ

れからも長期的に続けていってほしいと思います。緑が多い横浜をこれ

からも守っていてほしいと思います。 

  
    とても良い試みだと思います。農地や樹林の保全を推進し、維持しても

らいたいと思います。 

  
    横浜みどりアップ計画はみどりを保全するために非常によい事業だと思

います。ぜひこれからも続けてください。 

      これは良い制度なので今後も拡充してほしい。 

      横浜みどりアップ計画の継続をお願いします。 

  

    横浜みどりアップ計画は継続してください。農業者も市民との深い絆もで

きます。頑張れます。水・緑・環境良い住みやすい横浜が残っていくので

はないか。 

  
    農家としてもとても助かり、嬉しい取組でしたし市民としても緑を守ってい

ただきたいので、ぜひこれからも継続していただきたいです。 

  

    農にふれたいという声に応え、様々なニーズに合わせた農園の開設や

地産地消を広げる取組を進めて、農地などの緑を守る組織を継続して

進め、緑の減少に歯止めをかけて森の維持管理や地域での緑の創出

など市民や事業者と進めている協働の取組を充実してほしい。 

      すごくよい取り組みだと思います。 

  
    一部の似非的意見に阿諛（あゆ）することなく市政発展に積極的に取り

組んで下さい。 

  

    横浜は、５年前から、「みどりアップ」として、取り組んでいますが、取組

時期としては、ぎりぎりと思います。これを、今後５年間は継続するという

ことで、賛成です。 

  

    普段は公園を利用させていただき、週末には天園ハイキングコースを歩

いています。是非緑を守る活動を継続していただきたく思います。 

港南台の山手学院そばの森が開発される計画があるとのことですが、

なんとか、緑の状態で保存してもらえるような施策をお願いします。 

  

    これまでの「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」については概ね評

価できます。 

次期も引き続き、取り組んでほしいと考えます。 

      規模が縮小されても続けていってほしいと思います。 

  
    これまでの「みどりアップ計画」（新規拡充施策）の良い点を継続し、改善

すべきは直し、取り組んでほしい。 

  
    緑を保全するばかりでなく、さらにそれを増やして行こうという、財源確

保を図りながらの横浜市の具体的取り組みを大いに期待しております。

  

02.理念や目標、

計画の枠組みに

関するご意見 

  「緑」だけでなく「水」との関係を素案に盛り込むべきだ。谷戸における小

川、鶴見川や大岡川、帷子川等、さらに東京湾、相模湾まで考え「緑」の

視点が欲しい。 

      これからの緑の取組について、基本理念を確認することが必要ではない

か。基本理念実現には、いろいろな方策が可能であり、行政の役割はそ

の一つに過ぎない。 

行政の対応が、年限、地域などの制約を受けるのはやむを得ないが、

基本理念実現には、長い時間、広い空間の中で始めて意味をもつこと

であるとの自覚を市民が深めることが重要である。計画を建てるに当た

り、常にこのような視点を踏まえて欲しい。 

また、基本理念と横浜市の現状について、市民に分かりやすい情報提

示が必要である。 

横浜市のサイトを見ると、行政文書のアーカイブはあるが、情報の更新
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が信じられないほど遅い。行政の枠の中で行われることに一定の制約

が必要であるならば、市民の自由な活動を支援することがあってもよい

のではないか。 

しかし、地域の活動が、行政の枠の中で行われるようになると、活力が

失われてしまう。行政はこのようなことのないように配慮すべきである

が、問題の核心は、むしろ、行政の制約に甘んずる市民の自治に対す

る意識の低さにある。 

  

    緑の取組において、環境創造局として緑地の保全を掲げ、生物多様性・

安全性を謳うのなら、横浜市として 1968 年に区域区分制度が設けられ

た当初の理念に基づき、人口が減少し過疎高齢化が進む地域にある市

街化調整区域を、少なくとも市街化するようなことは認めないという確固

たるポリシーを持つべきである。 

法律や条例に則り地権者や開発業者が開発を求めることは阻止できな

いが、それを認めるか否かは、行政の判断にかかっている。いや、むし

ろ唯一行政が遍く長期的な視野で展望し、的確な判断を行いうる立場で

あると考える。決して各種利権の調整という作業をこなすことにならない

よう願いたい。 

緑の取組策として具体的な達成目標数値を盛り込むのは、単に目標倒

れとならぬようにする縛りとして有効であるが、上述した都市計画法の

大元の精神に基づき緑地保全への確固たるポリシーを持つという目標

設定も入れていただきたい。 

  

    すべての緑の質を高めてください。 

横浜市の「緑」にとって、生物多様性などの「質」を高めることは、重要で

ある。それは、既存の樹林地等の「森」だけでなく、「農」や「緑の創出」に

おいても同様のはず。長く維持されてきた郊外部の樹林地等と農地、河

川を経由して臨海部の水辺（特に東京湾）をつなぐことで、それぞれの緑

に生きもののにぎわいが戻ってくる。このため、特に臨海部の公園、公

共施設等では、横浜市自らが率先して、市内樹林地の発生表土や多種

多様な植物による緑の創出とビオトープ池などのエコアップ拠点を計

画、整備し、市民ボランティア等により適正に維持管理することを取組に

盛り込むよう要望します。 

  

    最近は昔いたあまり人間に害しない色々な生物がいた。随分すくなくな

った。それでも時々ガマガエルが車にひかれていたりする。生物多様性

を言うなら、それなりに生き物の道も考えるべきです。只、リスやアライ

グマ、ハクビシンは困ります。 

  

    みんなで育む みどり豊かな美しい街 横浜。市民、団体、学校、企業、

地域などが横浜市とともに育む、様々な視点からの街づくりとして評価し

ます。 

また、「総量の維持」「緑の質を高める」「緑とともにある豊かな暮らしの

実現」という目標は適当であると認識します。 

  

    市民が緑に触れる機会を提供するのは良い。それを通じて、貴重な緑

地を守ることに意識する“きっかけ”となれば良いと思う。 

市民の意識が変われば、普段の生活を見直すでしょうし、わざわざ財源

を確保する必要もなくなってくるのではないでしょうか。 

  

    全体として「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」の成果と課題を踏

まえて、概ね妥当な計画になっています。 

特に、緑の総量とともに「緑の質」や「生物多様性」を政策の目標に打ち

出していることは、これまでの４年間の横浜みどりアップ計画の成果を更

に広げようとする姿勢が見え評価できます。 

      関連計画として都市マスタープラン（市販）との整合性を示すべきだ。 

  

    財源を使って緑の充実を行うことは賛成していますが、都市の緑豊かな

生活空間を実現していく構造的な論理が足りないのではないかと思いま

す。①住宅近辺～②散歩圏～③より広域の順に生活感の豊かさが着実

にアップする手順を検討してもらいたいと思います。緑と農を大切にする

生活空間。 

      農地、水田の確保に、生物多様性の保全という言葉が入ったのは画期

的な進化だと思います。いろいろな自然の中でも、生物多様性に優れた

貢献のできるのが、横浜市の誇る「谷戸」という複合的な自然形態だと

言われています。それを、樹林地、農地、と別々に切り離すのはたいへ



8 

 

ん不合理であり、もったいない。包括的、複合的に１つのまとまり

（integrity）として保全できるメニューをぜひ作っていただきたいです。 

  

    取組の柱として５か年の取組における具体的なグランドデザインが必要

と思います。例えば民間事業者の開発により存続が危ぶまれている生

物多様な森「瀬上沢の森」などは、横浜市が買い取って保全するなどの

対策が強く望まれます。 

  

    「緑の質を高める」活動については、既設の緑の整備だけでなくて、もと

もと海の埋立地であったところを 0 スタートから、行政と近隣企業の協働

で緑化を進めている地域活動（末広地区など）も取り上げて頂きたい。 

  

    アウトカム指標による目標設定を検討・導入すべき。 

「これからの緑の取組[平成 26-30 年度]」の検討に当たり、貴市では平

成 24 年度に、「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）[平成 21-25 年

度]」に関する中間的評価・検証を行なっています。 

しかし、「○○ha の樹林地の保全が進んだ」などのアウトプット指標での

評価にとどまり、そのことで生物多様性がどの程度保全・回復したか、

市民の満足度がどの程度アップしたかなどのアウトカム指標による評価

にまで踏み込んでいません(注)。 

「これからの緑の取組[平成26-30年度]」(素案)の「第2章 これからの緑

の取組」に示されている各取組について、可能な限り、アウトプット指標

による目標と併せて、アウトカム指標による目標の設定を検討し、導入さ

れることを期待致します。 

注: インプット、アウトプット、アウトカム指標について(国土交通省資料よ

り) 

○インプット ＝費用、指標としては主として予算額が用いられる 

（例えば、道路改修工事に〇〇億円の予算を執行したなど） 

○アウトプット＝事業実施に直接関連する指標 

（例えば、道路の整備延長、パトロール巡回件数など） 

○アウトカム ＝成果に関する指標 

（例えば、渋滞がどの程度緩和されたか、犯罪がどの程度減少したか 

など） 

  

03.取組の進め

方、優先順位に

ついてのご意見 

  
中区の住民ですが、樹林地や農地がない区なので「緑をつくる」取組を

充実させてほしいです。 

  
    3 本柱にそれぞれ総合ディレクターがいるといい。今の審議会では推進

力が不足している。 

  

    どれも大切なことではありますが、優先順位のつけ方として、一度なくな

ると回復が難しいもの、自然度の高い質的に重要なものを上位にすべき

と思います。海辺はほぼ人工物となった今、内陸の緑地では生物多様

性を考えたとき、水、鳥、虫など全物ひっくるめた環境の保全が必要で

す。そのような場所はもう多くはないと思われます。 

  

    緑の保全に関する関連部署が建築局、都市整備局、環境創造局にわた

っているが、それぞれの足並みが揃わないため環境創造局が一生懸命

やっても、建築条例、景観保全を担当する部署が樹木の伐採を認可す

るため結果が上がらない、という大きな問題がある。 

      横浜市の側から、もっと積極的な働きかけはできないものか。 

      職員を増やし、区役所でも積極的な推進体制を確保すべきだ。 

  

    新たに緑を増やすことももちろん必要かもしれないが、既存の自然、手

を加えずして今も残っている緑を守ることにももっと注力したほうが良

い。作られた緑、人工的な不自然なものを新たに増やすことに対して違

和感がある。 

  
    相続の場合などに対応した公有地化など樹林地、農地の保全に力を入

れてほしい。 

  
    これからも緑を増やす施策の推進を期待します。特に樹林地の整備に

力を入れて欲しい。 

      数年前より緑税なるものを新設、徴税されているが、自分の生活圏、日

常の生活圏で緑が増えたという実感は全く無い。 

総体的に緑地の多い、市北部などで実行してもらっても自分らにとって

は意味が無い。 

田舎での緑化推進・保全も結構だが、緑が貴重な都心部や臨海部にこ
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そ率先して増やすべきではないか。 

  

    21－25 年度計画に比べると、方針・目標設定・施策・事業と整理されて

全体の仕組みはわかりやすくなったと感じます。 

しかし、事業予算、事業手法について記述がないので具体性が見えな

い。捉われてしまう、という危惧のため省かれたのかもしれないが、構想

段階といえども必要ではないか。 

現状行われている施策・事業が、評価に応じて継続・変更・廃止される

のかどうかが見えない。 

◇みどりの夢かなえます事業 

市民団体が人件費等なしで 300 万ものお金を使うのはたいへん。担当

者は 10 万でもよい、と話していたが、それだったらその規模程度の仕組

みにすべきだと思う。 

もしこの事業が残るのであれば、 

・1 年で 100 万まで、2 年間継続事業にする（総額 200 万）。 

・民間緑地で活動する団体にも枠を広げる。（税金は広く市民から納め

られているものだから） 

  

    公園・緑地などこれから新たに設ける際には、造成・維持管理にかかる

費用を極力抑え、どこにでもある、似たような公園然としたものを再生産

することは控えていただきたい。 

生物の多様性が豊かな場所は、おのずと多少の危険性が伴うものであ

る。 

そのような場にはあえて過度な安全対策を施さずにおき、生の自然に馴

染めない市民に対しては、安全で人工物の多い施設型公園が既に多く

存在するので、そちらの利用をすすめるという考え方の導入も考慮すべ

きである。 

  
    特に緑の少ない都市部にもっと緑化の空間を創出していただきたいと願

っております！！ 

  

    特に住宅地に隣接した農地、樹林地には力を入れてほしい。緑が多くな

ることは多くの人は賛成するが、自分の近くでの農薬ドリフト、ホコリ、落

葉などには対応は厳しいと思う。 

      みどりアップをする部署がいろいろな局であるのが理想。 

  
    三局が相互に連携し、緑の保全に対する取組みを抜本的に見直し強化

することを要望する。 

  
    素案の 3 本の柱をバランス良く推進して欲しいが、特に樹林地の拡大、

保全に重点が置かれるべきと思います。 

  

04.取組の内容に

関するご意見 

01.人材の育成・

教育に関するご

意見 

緑を守り、育てる事業を展開していく中で緑を守る人材（農業を含め）を

育成する。 

  
    緑の知識（育て方、見分け方等）を広めるため、講習や緑検定を実施し

たらどうか。 

      緑を育てる人材育成が足りない。人にお金をかけるべきだ。 

  

    環境教育。落ち葉や虫や鳥をいやがる人が増えています。落ち葉が土

を作り木が涼しい風を送ってくれ、虫や小鳥と共に暮らしてこその人間

の生活であることをわからせる教育を望みます。 

  

    地球や人類の成り立ちを考えると、緑が不可欠だと思うので大切さと良

さをもっと広められるよう学校内でも理科、生物等でしっかり伝えて頂く

機会も増やして欲しいです。 

  
    個人的には子供たちが自然と触れ合える（ザリガニつりやカエルとり

etc.）環境がもっとふえたら良いと思う。 

      学校教育、社会教育との連携を取り入れてください。 

  

  02.市民や企業

との協働・市民

の参加について

のご意見 

趣旨は理解できるがあまりにも行政主導型の為、市民を巻き込んだ施

策の提案が必要である。 

  

    緑アップ 3 年目になり学林児動だけではなく一般市民の参加により活動

すべきであり貴重な森を保護すべきで民地の森を間伐手入するよう互

いに話合いすべきです。もっと行政として方針たてて進むべきである。

我々ももっと積極的に森に対する気持ちが欠けている。 

      今回横浜環境活動賞を受賞した「トンボはドコまで飛ぶかフォーラム」の
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活動のように、生物多様性の視点で、生物生息環境の復活を目指した

地域、企業と行政の協働成果についても触れて頂きたい。 

  
    緑化の先生を支援してほしい。造園系の大学を誘致すべきだ。高校生、

大学生への支援を充実するべきだ。 

  

    これからの緑の取組については、若い人（ボランティア）等の活用をし

て、若い人が緑に感心を持てるような活動をした方が良し！！高齢化の

ため。頑張りましょう。 

  
    みどりアップ関連の企業支援を積極的にしてください。造園系の学生の

受け入れ先を支援するのもいい。 

  
    緑を増やす活動をしている仲間の情報交換会を行い、活動の輪を広げ

ること。 

  

    みどりアップに取り組んでいる団体が、あまりにも少ない。これを、今ま

での１０倍の１００団以上にする取り組みが必要。それができると、１００

０団体も夢ではなくなる。 

  

    実感できる緑、の多い地域に住んでいます。若い方達は夫婦共に忙し

いことでしょう。これから今以上にふえる私達の層を是非上手に使って

下さい。身近な地域の美化、小学生に収穫体験をしてもらうための農園

のボランティア等、行きます。という人は案外たくさんいます！！ 

  
    企業支援が大切ではないかと思う。地主の個人支援は止めた方がい

い。 

      子供達が関心を持てる活動を増やしてほしいです。 

  
    町中にある緑を守る活動や子供達が関われるような取り組みを行っても

らえるとありがたい。 

  

    保全したみどりを、もっと多くの人が関われるよう、市民が気軽にみどり

とふれあえるような仕組みが必要だと思います。 

市民の中にリーダーを育むような取り組みも有効ですが、家族連れや一

般の市民が、もっと気軽にみどりに関われるようにする事も併せて実施

していく事が必要です。 

舞岡公園は非常に人気がありますが、もっと様々な地域で、地域あった

形のボランティア活動などが出来たらと思います。 

保全したみどりを活用するため、気軽にみどりに関わられるボランティア

活動ができるような取り組みを推進していただきたいと思います。 

  

    緑の質向上が、最重要です。これを、緑の触れ合う一環として、生徒会

活動やボランティア活動の延長として、子供たち中心に、市民にして頂

いては、どうでしょうか 

ゴミ拾い掃除、草取り草刈、樹木の剪定伐採、間伐除伐などを通じて、

緑の触れ合う一環として、生徒会活動やボランティア活動の延長として、

子供たち中心に、市民にして頂いては、どうでしょうか？ 

表彰制度の活用拡大で、やる気を高めたらどうでしょうか？ 

これらの活動を、成績、内申点、単位、就職などに、反映させたら、どう

でしょうか？ 

  

    （１）「市民の取組支援」は評価できる。 

（２）緑被率の算出方式を 100ｍ2 単位から 10m2 に細分化することを提

案する。 

市民の身のまわりの緑化が市全体の緑化に寄与する自覚が期待でき

る。 

  
  03.水環境につ

いてのご意見 
源流の森と河川の流域の一体的保全を実現してください。 

      水源地の保全なども考えてみては？ 

  

  04.その他のご

意見（取組の提

案など） 

とても幅広く充実した素案であると感じたが、市内の緑さえ良くなれば満

足という視野の狭さが感じられた。都市の産業、家庭は地方あるいは世

界中の自然環境によって支えられているので、カーボンオフセットなどを

通して、市外の緑を応援することも先進的な自治体としてぜひご検討い

ただければと思います。 

  

    鶴見川（青葉区付近の一部）の土手に桜が植えられて、よろこんでいま

す。あちこちの川にももっともっと各種の木（桜でもよいのですが）を植え

ていってはいかがでしょうか。土手のみでなく公園でも空地でも。 

      市長の重点取り組みの①で減災に挑むに呼応して、地震や自然災害対

策に合った施策となるように願いたい。『イザ』というときに役に立つこ
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と。素案のアイテムが減災に合うものならその旨を表示したり、PR の中

にも加えてほしい。考え方、進め方、役割で小さくならないように。 

      目に見える取組をさらに高めて頂きたい。 

      いままでよりも事業の幅を広げてもらいたい。 

  
    納税の必要性から森林と呼ばれる所は少なくなり、今後は都市の財産と

して守るべきです。 

  
    人の見える緑。生産緑地や公園も管理する者の見える緑地を横浜内に

おいての地産地消に合わせて。 

  
    既に取り組まれていることとは思いますが、都市部のヒートアイランド軽

減の為、官民で一層の緑化推進が出来れば良いと考えます。 

  
    異常気象が続く中、それに対応すべく費用に対する経済支援も必要で

は。 

  
    里山や農地を守る取組みは大変重要だと思います。農地や農家のみな

らず、地域にとっても大変大事な資産だと思います。 

  

    農とふれあう場づくりや緑の創出など、緑を増やすことへは賛成です

が、今現在緑地でない所を緑に変えていってほしいです。 

現在すでに多様な生物が住み、豊かな森である地域を「人間が親しみ

やすい緑」（公園化など）にわざわざ変えるようなことはせず、そのような

地域は積極的に守り、横浜市の財産であるということを市から発信して

いくぐらいの環境都市となることを期待します。パンフレットにある三保、

新治、市南部の上郷地域、その他まとまりある貴重な森が、どこにでも

あるような施設等に変えられてしまうようなことは望みませんし、あって

はならないと思います。 

      現行の状態で良いと思う。 

  

    こういうアンケートは子供たちの意見が反映されないでしょう。子供の頃

自由に遊べた野山が開発により次第になくなりました。本当は決められ

た公園ばかりでない、自然の中で遊びたいのです。もっと自然を！ 

  

    突拍子もない意見を出してみます 

例えば、近所に竹林があって、それが風に揺れる様はまさに風靡。しか

し、本当にその竹林に入らないと本当にそこにある空気のよさ、公道と

の境にある何か違いが分からないですが。 

以前東京都にも提案したが、まあ、今流行りのでもあるが、和を入れる

モダン性でしょうか。 

例えば、横浜駅西口 東急ハンズへ続く お世辞にも綺麗といえないメ

ーンストリートどちらかといえば、色々な若者が行きかっている仮にそこ

の街路樹が、竹になっていたら、そこを行きかう人や文化性はどうかわ

っていくか。竹ももうもっとわっさと生えている感じでしょうか。 

一個の区画から 3 本位 わっさと道を両側から。 

登山によく行きますが、竹林のある山はなかったけど、特に竹は精神に

良い。 

あそこが、両サイドから竹が見守る道になってしまったら、そこを通る若

者の心理にどういう影響を与えていくか。 

      都市部で狭い人口の多い日本ですので、しょうがないといえばしょうがな

いが、街路樹も貧弱な量で、河川沿いに何か改めてベンチやサイドウォ

ークを作ったところですぐに雑草が支配していく。また、普通に車で走っ

たり、バイクで走ったり、歩いていても、初期の都市計画の中で緑地と公

道の接点が薄い。 

すっとそこに入っていきたくなるよう感情にかけていたり、雑草が元々あ

った物であるという事を忘れているかもしれない。 

むしろ雑草側にあわせたようなパブリックスペースの作り方を考える必

要性。また、自分は泉区でわりと近所に農地がありますけれど、お邪魔

して中に少しでも入らないと、そこにある本当に良い空気を味わえない。

本当に公道にいる時点と畑に少し中に入る状況では全く違ってくる。公

道は、どこか世知辛い空気だが、畑の中は違い、潤いに溢れていて感

動してしまう。 

また、公道から見方によって、ただ農地が残っているような雰囲気にも

みえている風景としての農地のかっこよさが伝わっていないのが残念。

これを変えるには、公道と農地の間にやはりモダンな境界を付ける事

で、より農地の持つ風情が公道に注がれる。 
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それが公道にある一般と農地を持っている人のコミュ二ケーションにな

るのではないのか。 

  

    人の手で手入れをしないといけない場所には積極的に手入れをしてい

ただき、あまり人の手を介入させずに保全させる場所は、きちんと残して

ほしい。 

横浜市は確かに緑が多いが、作られた自然みたいな人工的なものが多

くもったいない。 

  

    緑の取組でいくら緑を増やしても、それを将来に向け、維持管理するの

は大変です。緑という資源を利用しながら管理する幅広い担い手が今後

は必要です。 

  

    私は欧州から木材を輸入している関係で、北欧の森には多少知識があ

ります。横浜市が森の保全のために横浜みどり税を課していること、保

全事業に取り組んでいることにはあまり知りませんでした。確かに日本

の森は放棄されています。国の林業行政に大きな責任がありますが、

根本的な問題の解決を先送りにしてきた結果なのです。貴重な財産を

捨てています。現在市民も参加して取り組んでおられるボランティア活

動には感動しますが、それが趣味として余暇活動の一つとすれば、膨大

な森を守ることはできないと思います。日本の森の大部分は民間です

が、一般市民が自由に森に入ることはできません。北欧では民有地であ

っても誰でも自由に入ることができます。森を守りましょうというテーマは

美しいのですが、それを一歩進めないと焦点がぼけてしまい、元の状態

に戻ってしまいます。平成 21 年ころからこの取り組みが始まり、すでに

多くの方々が参加され、議論もされてきたと思います。今更私の意見な

どと思いますが、私の気づいたことをあげてみます。 

・緑の取り組みには異論はありませんが、一般市民への発信が弱く、た

だ税金を課されているというのが実態です。具体的に取組の実績を示

し、啓蒙活動をもっとしたらどうでしょう。 

・日本は個人の所有権の強すぎる国です。公共の場では所有権は制限

されるべきです。個人の所有する森の保全をサポートするのも結構です

が、少なくとも市民がリクリエーション目的で入ることができるようにす

る。それにより森が市民の身近に感じてもらえる。多分一部の方が森の

中で事故があればどうするかと反対されるかもしれませんが、その場合

個人の責任ですといえばいいでしょう。 

・環境の保全とバイオマスの事業化。森の整備の過程で、間伐材や不

要材が発生します。これらを資源化してバイオマスとしてストーブの熱源

のためにペレットにしたり、またチップにしたりして、学校や福祉施設に

販売して収益事業にして、その収益を再投資する。保全活動が再生エ

ネルギーにもリンクして循環型事業が発展します。 

・現在市と市民がどんなかかわりで活動されているか知りませんが、専

門知識のある専門家インストラクターが事業を推進し、市民の啓蒙でき

るのではないかと思います。普通の市役所の担当者が旗を振っても意

味がなく、レンジャーのような活動家がおれば、子どもたちも私もあんな

人になりたいと憧れる存在になれればと思います。 

  

    緑の減少を抑える取組であって、緑被率を上げる緑を増やす取組がな

いため、これを入れるべき。みどり税をとっているので人口減少社会を

迎えて、宅地を買収し樹林地にするなどの大胆な取り組みを行って欲し

い。行政としてはまだそこまで示し、行うのは時期尚早であるのでしょう

が、少なくとも将来を見すえ、緑を増やす（道路、公園の緑化ではなく）方

向性を今のうちから示しておくべき。 

  

    長津田を緑や自然をふやしてほしいです。人は、自然の空気などでおだ

やかな心になります。特にウチの近所の人は、思いやりがない、自己中

な人たちばかりです。キレられたり…。自然や木や草などたくさんある空

気があれば、長津田の人柄も変わると思います。別のちいきの人から見

ても「長津田は環境悪い」と、みとめたみたいです。長津田の人が怖いで

す。長津田の人をもっと、優しい気持ちになれるように、緑をたくさんにし

てもらいたいと思いました。よろしくお願いします。 
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02.柱 1 次世

代につなぐ森

を育む 

01.柱 1 に関する

ご意見 

  
樹林地、農地などが傾斜地の場合の大雨等に対する被害の対策をみど

りアップ計画の中で解決できるように。 

  

    抽象的な記述なのでピンと来ませんが、こんなところでしょうか。栄区に

住むものとしては、瀬上沢の緑地保全に注力していただけるとありがた

いのですが。 

      取組の柱 1 について、施策 1 及び 2 についてはおおいに賛成。 

  

    「緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り」は、緑地政策の根

幹であり、みどり税活用の最大の成果でもあり、着実な進捗を求めま

す。 

また、過去４年間の横浜みどりアップ計画の実績を踏まえて、指定の拡

大についてのきわめて意欲的な数値目標を現実性のあるものにした一

方で、平成３７年の「期間の最終時点」では保全対象樹林地を全て指定

するとの目標を明記したことは評価できます。しかしながら、Ｐ１０の図に

よれば、それまでの間も保全対象の樹林地面積が引き続きほぼ同一ペ

ースで減少しており今後１０年の減少規模は最大５００ｈａにも及ぶ可能

性を示唆しています。 

一方で緑地の減少スピードにブレーキがかかりつつある効果を訴えてい

るのですから、今後の減少ペースもできるだけ穏やかとなるように見直

し、保全対象の樹林地の維持も目標として明記すべきと考えます。 

  
    気候変動に対する適応策を盛り込み、北方や高地への樹林地のつなが

りを確保してください。 

  

    先日横浜自然観察の森に行きました。施設も充実していて体の不自由

な方々もみどりを楽しんでいました。このような場所を多く増やしいろい

ろな人々に利用してもらえることを願っています。 

  

    市民の森と都市公園等の違いを踏まえた政策を進めるべき 

「市民の森、市有緑地、都市公園内のまとまった樹林を対象に」とありま

すが、それぞれ制度や管理形態が異なっている３つの緑地を一つの括

りで論じることは課題とその解決を曖昧にします。 

それぞれの保全管理が適切にできるよう、個々の緑地ごとの課題を解

決すべきです。例えば、市民の森は、市が直接管理する都市公園や横

浜自然観察の森のような環境教育施設とは、保全管理活動の環境が大

きく異なります。特に以下の２点が重要です。 

（１）保全管理に必要なインフラの整備 

市有緑地や都市公園においては、来園する市民が安全に快適に過ごせ

ることとあわせ、保全管理活動に参加する市民ボランティアたちの活動

施設も一定程度整っています。 

しかしながら市民の森においては、一部の場所を除いては、最低限の設

備と思えるトイレ、倉庫、水道、雨をしのぐ場所すらも整備されておらず、

保全管理活動の大きな制約となっています。 

一方で、市有緑地や都市公園においてはウェルカムセンターなど更に

良好な整備も進んでいます。このような条件の違いは、現在活動してい

る市民ボランティアだけでなく、市の緑地の大きな割合を占める市民の

森が新たなボランテイアを受け入れようとする際にも、都市公園や市の

施設に比べた大きなハンディとなっています。 

保全管理計画が作られ市民参加が必要な緑地が増える一方で、環境

の整ったところに人材や事業が偏在し、かえって市民ボランティアにとっ

ての「活動インフラ格差」が広がりかねません。少なくとも保全管理計画

を策定した市民の森では、最低限のインフラ整備を義務付けてください。

（２）市民の森の「市有地」における保全管理を進め易くする 

市民の森では地権者である愛護会の影響が大きくなります。このため愛

護会の保全管理に対する姿勢が前向きであれば保全管理の課題解決

は進み易くなりますが、認識が十分でないと、大きくブレーキがかかるこ

とになります。市の職員の調整のご苦労は理解しつつも、例えば、市民

の森の中の市有地の利活用については、市有緑地に準じた調整を行う

など、保全管理を進め易くする仕組みが必要と考えます。 

      良好な森を育成する取組みの推進として生物多様性を記述しています

が、身近な小公園についても生物多様性の視点は大切です。まとまった

森とともに、小さな身近な公園の緑についても対象として位置づけてくだ
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さい。また地域の市民や団体、企業が積極的にかつ気軽に関われるよ

うな工夫をして人材育成やきっかけづくりをしてください。 

  

    一つ残念な事は市民の森に隣接する農地前などへの迷惑駐車が増え

る傾向になると思われることです。そのような対策も考慮した方が良いと

思います。 

  

    施策２の中に、平成 24 年に策定された「つながりの森構想」を位置づけ

てください。横浜市で最大の規模を持ち高い生物多様性を有する円海

山緑地を中心とする「つながりの森」において、生物多様性を「感じ」「学

び」「支え」「発信する」ことは、市民に森の価値を理解していただき、生

物多様性の主流化を実現するために、不可欠の施策と思われます。 

「つながりの森」構想に示された、骨格となる森とそこを源流とする河川

の流域を一体的に保全していく考え方を、これからの緑の取組にもぜひ

反映させてください。 

  

02.樹林地・緑地

の保全に関する

ご意見 

01.開発規制に

関するご意見 

傾斜地の開発は基本させない位のスタンスでやってもらいたい。別にそ

この地主が作った土地でもないのに、あまりにも勝手に使う（金をもうけ

る）のは腹立たしい。 

  

    緑地を守る、ということは市民私有地の開発や運用をさまたげ、死地を

生みだすのではないか？予算が限られている中でも重点的に対応すべ

きだと思う。 

  
    現在の緑地が減少しない様に宅地等への転用規制等も検討見直しが

必要（古い団地の再整備等）。 

  
    宅地化による緑の減少も著しい。宅地化する時には緑の代替地を用意

させるなり、法人に緑課税をするなり条例を設けないとダメだ。 

  

    民有地の樹林地が消失するのを防ぐため、効果的な施策を行って下さ

い。特に、まとまった緑地を守るために設けられた市街化調整区域がま

ちがっても市街化区域に編入されるようなことが起きないよう、市は基本

理念にたちかえって緑地施策を遂行して下さい。 

  
    樹林地を買っても、市街地のマンション開発を抑えなければ、みどり税

の効果を実感できない。 

  
  02.保全制度に

関するご意見 

少面積の樹林地を緑地保全制度により、もっと守られるよう推進してい

ただきたい。 

      緑地保全制度の下限面積を縮小して欲しい。 

  
    樹林地の買取りで、特定の大地主が大金持ちになってしまうのは問題で

はないかと思う。 

  
    山林や農地を維持するのは労力や税金面など今以上の支援をして行か

ないと緑地は減ってしまうと思う。 

  

    相続のとき、まず山林を手放さざるを得ないと仕方なく考えています。相

続税増税の方向に動いていますが、土地所有者は板ばさみになってい

ると思います。 

  
    樹林地で買い取ったところは、全て市民が入れるようになっているのか。

入れなければ意味がない。見て楽しむほど美しくはないのだから。 

  

    横浜の緑の多くは民有地に依存しています。樹林地の確実な保全の推

進については、緑地保全制度による指定の拡大・市による買取りとあわ

せて、遺産相続時なども含めて市民からの樹林地の寄贈などの仕組み

づくりや積極的な呼びかけも有効と考えます。 

  

    現行の緑地保全制度に基づく市による買取り以外に、開発が見込めな

い市街化調整区域については、地権者からの寄付を含め廉価で市が買

取るような働きかけができないか検討していただきたい。 

      小さくとも街中の緑の保全を。 

緑アップ計画（これまでの取組）についてＨＰで確認しました。 

多岐にわたる施策の結果、緑地が創出され、かつ保全されているとわ

かりました。 

栄区ではイタチ川プロムナードや市民参加による街路樹下の緑化や田

んぼ作りなど、目に見えた成果が生まれていると感じています。 

市民の森等、まとまった樹林地の保全が進む一方で街中の斜面緑地な

どの小さな緑が急速に消失しています。たまにしか訪れない市民の森や

大公園と違い、小さくとも身近な緑が突然無くなることは生活を味気ない

ものに変えます。小さな緑地にも草花や虫たちがたくさん棲んでいます。

2011 年の 3・11 以来、小さな命がとても貴重に思えます。 
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1 ヘクタールを超える伐採には規制があるようですが、小規模緑地の地

主に対しても何らかの規制は無理でしょうか。多くの場合跡地には住宅

が建設され、小さくとも市場価値があることがうかがえますので規制の

難易度は感じますが。 

  

    横浜市が緑が多い都市と感じられる部分に斜面緑地の存在があった。

近年この斜面緑地が急激に開発されています。防災上保全に難しい事

は理解出来るが、斜面の戸建て住宅の方が危険が大きいと思います。

斜面緑地を保全する施策が見えないのは残念です。 

  

  03.その他のご

意見 

緑税を活用して、市内に残る貴重な緑を保全してほしい。特に市街化区

域内にある小規模な樹林地は景観も大切なので積極的に保存してほし

い。 

      開発されたら 2 度と戻らない樹林地を、これ以上減らさない様に。 

  
    杉林の整備は花粉症対策として早急に実施して下さい（健保財政保全

化に寄与すると思います）。 

  

    国民病である花粉症の主な原因であるスギの保全について何か手をう

って欲しいのですが。横浜市だけが行っても仕方のないことですが、モ

デルケースをぜひ作って欲しい。 

  
    地球温暖化問題もあり、森林他の保全が大切であり、地域とともに土地

所有者も協力して素案が実行できるようにしていきたい。 

      樹林地は買いすぎ。 

  

    ハコモノなど人工物の多い緑地の創出を抑え、数十年前まで存在した

里山の風景を意図的に多く残したいものである。 

そのあり方については、鎌倉の「広町の森」では駐車場も設けないなど、

利便性をあえて追求せず、市民ボランティアが廃材などの自然資材を用

いてテーブルや柵を設置し、費用を抑えながら、かつての里山・里地風

景を現存させているが、よい手本となろう。 

  

    市民の森等の利用についての啓発活動を行うべき。 

森の手入れがすすむようになって、さらに多くの利用者の増加につなが

っています。 

残念ながら、悪質ないたずらや不法投棄、植物等の盗掘なども増えてい

るように感じます。 

市民ボランティアの力だけでは困難な場面もあるため、監視や啓発活動

にも、さまざまな手法で尽力してもらいたいと考えます。 

① 監視、パトロール予算（市民の森愛護会向け委託よりハードな対応

ができるもの） 

② 愛護会やボランティア向けの、利用者に対する安全対策研修、マナ

ー啓発方法や対処に関する研修等。 

③ 区報等での呼びかけ 

  

03.維持管理・森

の育成に関する

ご意見 

01.生物多様性

保全に関するご

意見 

「つながりの森構想」を位置づけ、生物多様性の主流化のための場とし

ての施策を展開してください。 

  
    生物多様性に配慮した森づくりのため、生物多様性モニタリングと分

析、及びこれらに基づいた自然的管理を取り入れてください。 

      外来生物の対応を盛り込んで下さい。 

  
    モニタリングに、外来生物と気候変動による生物分布変化も盛り込んで

ください。 

  

    街なかに花を植えるよりは↑（生きもの環境の保全）に重点的にお金を

かけた方がよいと思います。荒廃した植林地の手入れ、木の利用などで

きないものでしょうか？ 

  

    気候変動に対する適応策を盛り込んでください。 

市内では既に、温暖化に起因すると思われる生物の分布の変化が報告

されています。今後の気候変動の進行による、生物多様性への影響

は、避けがたいと思われます。 

横浜市内付近を南限とする生物に関しては、北方や高標高地との樹林

地のつながりを確保していくことが重要と思われます。 

      「生物多様性・安全性に配慮した森づくり」については、まだまだ課題が

多く、また大きいと考えています。 

森づくりガイドラインの作成は良い成果ですし、その活用や保全管理計

画に基づく森づくりは方向性として評価できますが、実際に現場でそれ
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を推進するにあたっては、以下の政策を同時にとるべきと考えます。 

緑地における「水辺の保全」を樹林地と同様に重視する。 

素案の中でも繰り返し言及されている通り、緑地の量とともに質を高め

るということは、生物多様性を意識した保全管理活動を進めることとほ

ぼ同義でもあります。一方で、横浜の多くの緑地は「谷戸」景観であり、

樹林地のみならず、ため池、小川、湿地、水田、オギ原（カヤ場）など「水

辺」環境も豊かで生きもののにぎわいを生みだしています。谷戸全体が

モザイク模様の多様な環境のまま維持されるべきです。 

その意味で、水辺は「緑地」の重要な一部ということを明確に表現し、水

辺の保全管理についての政策も重視している旨を記載すべきです。 

森づくりガイドラインにはそのような配慮もあるとは言え、例えば、市の

人材育成の講座や市民向けの各種行事においては樹林地志向の印象

があります。樹林地と水辺の両方の活動を同程度にカリキュラムやプロ

グラムに織り込んでください。 

  

    森づくりの中に、侵略的外来生物への対応策を盛り込んでください。 

市内におけるタイワンリス、アライグマ、ハクビシン等の侵略的外来生物

の影響は深刻さを増しており、市民生活のみならず、市民の森や公園等

の樹林地の生物多様性にも大きな悪影響を与えていると思われます。 

こうした悪影響を放置しておくと、横浜らしい生物相、生物の歴史が破壊

されてしまいます。 

  

    ・事業②の柱に「生物多様性」をとりいれられたことは、生物多様性条約

第 10 回締約国会議で採択された愛知目標を施策に反映されたこととし

て、歓迎いたします。 

・事業②で生物多様性に配慮した森づくりを行い、維持管理していくため

の方策として、生物多様性に関するモニタリングと分析、およびこれらに

基づいた順応的管理を施策として取り入れてください。 

・樹林地の生物多様性の維持管理のためには、個別の樹林地における

生物多様性のモニタリングと、保全管理へのフィードバックによる順応的

管理が欠かせません。 

・環境省によって既に市内でも実施されている「モニタリングサイト 1000」

のような既存先行事業とのタイアップによって、効率的なモニタリングが

実施できると思われます。 

・「モニタリングサイト1000」は、市民調査員と、専門的な技術をもつNGO

による事務局、そして生物多様性の研究者による組合せで実施されて

います。モニタリングは事業④の市民参加のメニューのひとつとして位

置づけ、市民の主体的な参加を促すことが有効と思います。 

・保全された樹林地の生物相が、市内、県内、日本国内においてどのよ

うな位置を示しているかを保全生物学の手法により分析し、保全管理計

画に反映させることも必要です。科学的な分析を、森づくりの基礎に置

いてください。 

・モニタリング項目の中には、後述する外来生物と気候変動の影響に関

する項目も、生物多様性に影響を与える要因として、盛り込んでくださ

い。 

  

  02.維持管理の

支援に関するご

意見 

民有地がほとんどと言う事ですので、緑が守れないと言う事であれば市

で管理できないでしょうか？この面の税金 UP はしかたがないと思いま

す。 

  

    区民の森や谷戸の維持管理（各町内会等が管理）は行われているが

市、区の担当者と一緒に支援する機会が定期的に必要に思われる。以

上です、よろしく。 

  

    〈森づくりガイドライン等を活用した森の育成〉とありますが、企業緑地が

対象とされていないのであれば、対象に追加して頂きたい。 

理由：例えば、企業緑地のなかには、維持管理が充分ではなく荒廃しか

けている樹林地があります。 

企業緑地も横浜の緑地の重要な構成要素です。 

  
    樹林地維持管理については伐採や剪定等多額の出費となるため、みど

りアップで助成していただけると町づくりにも役立つと思う。 
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  03.その他のご

意見 
森、樹木地の維持、管理。 

  

    現在行われているがまだ地主による雑木林や谷戸の放棄が多く見られ

る。ゴミ（粗大ゴミ）等の捨て場になっている所が多く見られる費用もかか

るが老人、子供達の憩の場所として整備してほしい。 

      山林へのゴミ駆除、強力にお願いしたい。 

  

    樹木地の保全について土地所有者の方等と良好な森となるようにして

頂ければと思います。伸びっぱなし、枯れきっている緑はあまり良い物と

感じません。 

  

    提案。市民の森、公園の樹木（自然観察の森、児童遊園地等全て）が老

化していると思っています。樹を燃料として伐採し無くなってから久しい

からです。①成木を植える。②苗木を植えるので無く、③萌芽更新手法

を用い樹木の再生力を学ぶ機会です。全ての樹を切るので無く、シンボ

ル樹の設定や特徴のある樹は残す工夫も必要ではないでしょうか。 

保土ケ谷区環境センターの例 

伐採木の活用①キノコ栽培（原木作りの体験）、②学習教材、③市民へ

の販売（大岡川の桜の例）、④チップ材（ぬかる路、菜園利用）、⑤廃棄

物処理、等。①②は学校、③④は一般への関心を高める効果 

      雑木林の里山の整備、保全に力を入れてください。 

      樹林地、森の維持管理等の取組みなどは賛成する。 

      バイオマス等森の開発材の活用を進めてほしい。 

  
    ただ樹林地を決めるだけでなく手入れをしなくては？人も入れない荒れ

た山林になってしまう（上から見た緑いっぱいの山林でも？）。 

  
    単に指定をするのではなく、樹林地の手入れ（下草の処理・枝打ち）、竹

林の整備。 

  
    樹林地管理には、業者との複数年契約を認めるべきではないか。一年

では木の形を整えられない。 

      樹林地は整備されていない。 

      樹林地の管理では伐採作業が多すぎる。下草刈りの方がいい。 

  

    木の枝、葉の処理に課題があるため個人ではとりくめない。その場所で

出た枝、葉はその場所で処理するのが Co2 の増加に少しは効果がある

のではないでしょうか。管理しながら森を育むために。 

  

    緑地の創出を図るとともに、既にある緑地の維持管理も大切である。近

隣の樹林地をみると手入れが行き届かず、大きくなりすぎた樹木が風雨

や積雪で倒れ、特に傾斜地では崩壊が始まっている。散策者や家屋へ

の被害が懸念されるほか、表土流出の原因ともなっている。 

従って、瀬上池の浚渫など対症療法をおこなっても、池への土砂の流入

の原因である表土の流出を抑えないと、イタチごっことなり、無駄な出費

が嵩むこととなる。 

樹林研究者は「既に山が動き出している」と警鐘を鳴らしているが、この

喫緊の問題の対策として、大きくなりすぎた樹木の伐採や下草刈り、樹

林相の転換などの手入れをボランティアの協力を得て効果的に行う必

要がある。 

市民参画を挙げているがボランティア資格については、研修を義務付け

たりして反って活動参画への門戸を狭くしている例がある。研修を受け

なくてもできる軽作業はいくらでも必要であるはずである。 

  

04.人材の育成に

関するご意見 

  樹林地の拡充に伴い、保全のための人材確保も課題になると思いま

す。大学や高校のカリキュラムと連動させることで、社会へ出る若者の

選択肢にもつながり持続可能な取り組みとして理解されると思います。 

  
    樹林地ボランティアは、うさんくさい印象がある。学生を呼びこめない

か。 

  

    樹林地のイベントには、良いインストラクターが必要なので、「野生塾」の

ように展開してインストラクターも育成していかないと、指導者が食って

いけないのではないか。 

      樹林地で自然塾を開いてほしい。 

      里山や谷戸を守る活動には、市民の力を活かすことが欠かせません。 

そのため行政においても横浜市民の森愛護会や里山保全活動をしてい

る団体に呼びかけ、これらの人たち代表を一同に集めて意見を聞き参
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考にされたい（私は「NPO 法人かなざわ森沢山の会」1～15 年間所属し

ていました。） 

  
    森づくりボランティアを公募したり、ボランティア活動そのものをイベントと

して開催する。 

  

    実効性ある保全管理を進めるには、いい汗かいてビールがうまい、とい

う意識のボランティアだけでなく、保全管理の基本的な意識、知識、スキ

ルのある人材を多数育てる必要があります。あるいは、しっかりした保

全管理を継続的に行えるよう、そのような認識を市民ボランティアの森

づくり団体の文化としていくことも必要です。その意味から、以下の項目

の織り込みを求めます。 

・今後、保全管理の対象となる緑地や水辺が広がるとともに、必要な人

材も加速度的に増加します。現在の市による人材の育成目標は、市域

全体で、今後何年間に、どのような人材が何人必要か、という意味での

目標ではないように思います。 

各地の樹林地や水辺でどのような活動が行われ、あるいはこれから必

要で、そのためにどのようなスキルレベルの市民ボランティアをどのくら

い必要とするのか、それに合わせて、誰がどのような分担でどのくらい

の時間をかけて育成するのか、という人材育成のマスタープランを持つ

べきです。行政による人材育成講座だけでなく、各森づくり団体等による

自前の人材育成の支援も重視し、活用すべきと考えます。 

「森づくりガイドライン」の次に「人づくりガイドライン」を整備することを記

載ください。 

・実効性のある保全管理のためには、調査と管理（作業）を両立させた

順応的な管理を重視する必要がありますが、人材の育成においては、

管理作業に関係する人材が優先されていて、客観的で継続性のある環

境や生きものの調査を行える人材が圧倒的に不足しています。また、生

きもの調査でも、植物や昆虫など特定のカテゴリーあるいは特定の種の

調査が中心となっているため、多くの種のバランスをとって保全管理計

画に反映できる人材は更に少ないのが実態です。保全管理活動につな

がる調査人材の育成にもっと力を入れるべきです。 

・素案での研修は、市民活動が中心になりますが、地権者である愛護会

のメンバーにも、市の緑地政策や生物多様性の保全など、新しい知識

やその重要性をしっかり研修し、行政や市民とのコミュニケーションギャ

ップを少なくして、連携をとりやすくしていくことが望まれます。 

  

    素案での研修は、市民活動が中心になりますが、地権者である愛護会

のメンバーにも、市の緑地政策や生物多様性の保全など、新しい知識

やその重要性をしっかり研修し、行政や市民とのコミュニケーションギャ

ップを少なくして、連携をとりやすくしていくことが望まれます。 

  

    〈森づくり活動団体への支援〉とありますが、Ｈ２４年度に行われたＮＰＯ

法人横浜里山研究所の里山レンジャーズのような活動を、Ｈ２６年度以

降も実施できるようにするためには継続的な助成が不可欠です。 

  

05.市民が森に関

わるきっかけづく

りに関するご意見 

  
樹林地が積極的に守られているのは素晴らしいこと。樹林地の中で市

民が楽しめるようにどんどん開放してほしい。 

  
    樹林地の保全に今後も取り組んでください。森づくり、散策路などの整備

を推進して市民が緑とともにある豊かな生活が出来るよう希望します。 

  
    企業が森に関わるきっかけづくりと、森の保全を支えて頂く施策を盛り込

んでください。 

  
    開発事業者と手を組んだようなウェルカムセンターの運営には反対しま

す。 

      ・森の楽しみづくり、とありますが、楽しみが入り口であることは事実であ

るとしても、本来の自然や生きもの以外の魅力に頼った集客で行事を行

ったり、結果的にその場所や生きものにマイナスの影響がありうる企画

になったりという「本末転倒が起きないようにする」必要があります。 

また、楽しみとともに、それが自然や生きものに対する正しい理解（学

び）につながり、保全の意識や活動（守る）に進むものでなければ、単な

るレクリエーションでしかありません。 

特に、区あるいは環境創造局以外の局による行政イベントやそれを企

画する民間事業者の提案には、環境保全活動や生物多様性への正し
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い理解を欠いていると思われるものもあります。集客や話題性に走るあ

まり、本筋を踏み外さないような政策調整を、環境創造局がしっかりリー

ドすることが必要です。 

・「自然解説、プログラムリーダーの育成」にも触れられていますが、楽し

むプログラムだけでなく、保全管理の目標や活動やその理由を、行事な

どを通して啓発できる人材は更に不足しています。この点においても、そ

れぞれのフィールドに精通し、既にそのようなプログラムを持った森づく

り団体や市民団体などの活動を支援し、連携すべきと考えます。 

・「森に関する情報発信」について、市民の森の森づくり活動団体では自

分たちだけでは効果的な発信の手段を欠いているところもあります。ガ

イドマップの作成だけでなく、日常的な活動や行事を紹介できる手段が

必要です。例えば、市民の森の森づくり活動団体が共同で利用できるＷ

ＥＢやポータルを市の支援で運営することも考えられます。 

・企業のＣＳＲ活動をウェルカムセンターとの組み合わせで考えています

が、ウェルカムセンターが設置できるような場所はいわばショールーム

あるいはデモンストレーション会場です。更に、市民の森などでの活動も

体験してもらい、また継続的に活動してもらうことが、正しい保全管理の

理解と実効性の高い活動につながります。 

  

    ウェルカムセンターなどのような新たな建物はまったく不要。 

計画している散策路などで十分。不要な施設は作らずなるべく自然のま

まの森を残し維持管理する。 

管理施設は森の中に作らない。 

  
    企業が森に関わるきっかけづくりと、森の保全を支えていただく施策を

取り入れてください。 

  
    学校教育や社会教育を通じて、市民が森に関わるきっかけづくりを提供

する施策を取り入れてください。 

03.柱 2 身近

に農を感じる

場をつくる 

01.柱 2 に関する

ご意見 

  横浜をはじめとした都市農業と緑の保全は田舎とは違います。ただ残せ

ば良いという発想から“かっこいい農業”をめざす、一石二鳥をねらうべ

きだと思います。 

  
    収穫体験にこだわらずに都市部にある農地の多面的な要素も考えてい

ただいて農業を継続したい人が出来る様な支援策も考えて欲しい。 

  

    横浜みどりアップ計画維持。農の関わりを深める計画。はまふうどコンシ

ェルジュの育成事業等。やはり横浜の緑をはぐくむ取組はとても必要だ

と思います。 

  
    市街化区域内農地は緑地空間であるので、宅地化防止の為、税負担の

軽減に。 

  

    公園など緑地は税で管理をしているが農地は農家が維持管理してくれ

るので市の負担は少なくてすむので市民の住環境のためにも農地は残

す必要があり、なにより市内産農産等）を食べることはうれしい。 

  

    横浜市の緑施策は農地も「緑」と見るところに特徴がある。しからば農地

の中心的担い手の営農支援をしっかりやるべき。審議会答申にも明記さ

れたのに新施策で扱われないのは非常に残念。追加すべきだ。 

  

    市街地の中にも農業を確保維持していきたいものです。近隣住人と共

生していく為にもこの制度は残し、取り組んで下さい（住宅地の中での農

地を残すことは災害の避難場所にもなります）。 

      横浜の緑を守ることは農家（農業）を守ること。 

  
    農地保全だけでなく、積極的な転用も必要な場所がある。いろいろな考

え方を踏まえる（コンパクトシティなど）ことが必要。 

  

    (1)取組みの３つの柱のうちの一つに「市民が身近に農を感じる場」と

「農」を積極的に位置づけていることを評価します。 

(2)農業の場は教育の側面からもその効果が評価されています。子ども

達の感性を磨き豊かな心を育てるため、そして子ども達の給食等の食

事への地産地消の推進の面からも「身近な農」を位置付けてください。 

(3)都市に農業が豊かに息づいていることの大切さを広く伝える場、食料

その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能として評価され

る、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等に触れ・学び

積極的に関わる場として位置付けて進めてください。 
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    継続的な取組みをお願いする。また、もっと小さな単位でも対応してもら

えると農地を守ることにつながると思います。 

  

02.良好な農景観

の保全に関する

ご意見 

01.水田の保全

に関するご意

見  

米の生産過剰が長年続く中、市が奨励金を交付して市内の水田を保全

することには理解できない。米の生産は東北地方等の米どころの専業

農家に任せるべきです。 

  
    例えば米作農家より米作りについて価格の点で「不満」の声が聞こえな

くなった。 

      水田は貴重な財産です。将来とも残してほしいものです。 

  

    「樹林地と田や畑が一体となった谷戸景観」について言及されています

が、谷戸の水田（谷戸田）は農業としては効率が良くないことから耕作放

棄が早く進み、復田なども大変難しい状況です。 

一方で市民の自然体験やボランティア活動においては、水田耕作は大

変人気があり、それが結果的に田んぼ、湿地、水路など谷戸の水辺の

環境を維持することになり、カエル、トンボあるいはドジョウなどの生息

場所が確保できます。 

このような観点から、耕作放棄されている谷戸の湿地や水田を再生する

活動を、農政（生業としての農業）でなく、景観と生物多様性に資する環

境保全施策として積極的に取り入れることの記載を求めます。 

  

    ヘイケボタルを指標として、耕作放棄水田を再生すべき。 

横浜市内では、ゲンジボタルは親水水路でも繁殖しており、当面絶滅の

危険性は低いと考えられる。 

一方で、湿地的環境を生息域とするヘイケボタルは生息環境が狭まっ

ている。 

そこで、市民の農業体験や耕作放棄水田の再自然化と併せて、ヘイケ

ボタルの生息域の維持・拡大を目指す。 

  
  02.その他のご

意見 

農景観は是非守ってもらいたい。農業は心のふるさとであり、人としての

原点です。 

      菜の花やそばの花など、農景観的な都市緑化に取り組んでほしい。 

      はま農楽の積極的活動により、あれている土地をよみがえらせてほしい

  
    生産地の維持管理はもとより生産地の相続。未来に向けての維持が大

事。 

  
    不耕作のうちの解消のための取組を多角的におこなってほしい（不耕作

農地への課税強化等） 

      農業従事者にとって、存続を含めるとなかなか満足に達していません。 

  

    農景観を良好にする、はおおいに賛成。農景観という言葉は知りません

でしたが、例えば独語で景観は、Landschaft, 農業は、Landwirtschaft 

で、景観に Wirt（大家あるいは主人すなわ農業者）を加えたものが農

業、という雰囲気が良く出ています。景観と農業はもともと一体。ヨーロッ

パでの農業も基本的に補助金なしには不可能。その補助金は農業その

ものを補助するというより、農業によって維持管理される景観（まさに農

景観）によって国民全体の生活の質を向上させるため、と考えられてい

ます。農家は単なる農業者ではなく森や田園の維持管理者で、その美し

さを国民全体に提供するという役割を担うとみなされています。 

従って横浜市民も、良好な景観を維持してもらうために農業者に、いわ

ば自分の庭に植木屋さんを呼ぶように、対価を積極的にお支払いする

必要があると思います。 

  

03.農とふれあう

場づくりに関する

ご意見 

01.市民農園・農

体験に関するご

意見 

個人的には市民農園を安価に利用できれば是非利用したい。 

  
    身近に農とふれ合うため、公園にて野菜などの栽培ができればよい（小

学生も参加して）。 

  
    地産地消の上を行く自産自消の農園の開設をし、農具と種や苗、土地

の区画の大きさで有料で貸し出す。 

      収穫体験におけるハウスへの補助。 

  
    市の所有地を体験型農地として管理し、特区農園のように収穫栽培をし

ていく。 

      樹林地や農地を守ることは今後も必要です。特に農地の遊休化を防ぐ

ため、市民農園の開設を民間任せでなく、市が取り組む必要があると考
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えます。 

  

    収穫体験が出来る農園などが交通の便が良い所にあると利用しやすく

て良いと思います（土地代や緑が残る場所は不便な所に多いからむず

かしいかな？）。 

  

    市民が楽しめる農園を開設し、農とふれあう場づくりは「みんなでみどり

を育む」ことにつながります。是非、多くの農園を開設し、多くの老若男

女の市民が主体的に参加できる機会をお願いします。 

      市民菜園復活。 

  
    市民農園などは、農家の立場からは売り上げの減少、様々な病気の拡

大等、心配な部分があり縮小希望。 

  

    市民と農の関わりを深める取組についてですが野菜や果物が収穫でき

るところ（有料でも）が、近くにあると子供をつれて行くことができるので

作っていただけたらうれしいです。 

  
    農体験を鶴見区でも。住宅が密集している区内でも放棄された農地や

臨海部の公園で可能です。その道筋をつけてほしい。 

  
    市内の竹林を整備し、市が借り受け、竹の子堀り体験ができる場所をた

くさん作ってほしい。 

  
    農への関わりとして「幼稚園単位」で参加できるものなどあればと思いま

す。 

  
    街の中で植木畑、果樹園も、緑として考え、助成し、美しく市民の心に親

しめる施策を講じてほしい 

      市民が農業と触れ合う場をもっと増やしていただきたい。 

  
  02.その他のご

意見 
農とふれ合う場づくりに助成 

      緑のある農地で農業したい 

      これからも緑を増し、市民が農とふれあえる場がもっと出来る事を望む。

  
    狭い農道を整備して農家にも歩行者にも狭いなりに使い勝手の良い道

にしてもらいたい。狭いので車も人もしばしば遠慮して通行している。 

  

    市民への農薬に対する正しい知識を広める為の活動をしたら良いと思

います。作物によっては無農薬では出来ないと言う事を市民農園等を通

じて多くの人に理解してもらえると良いと思います。 

  

    農用地の約 60a の 1 回りが市街化区域であり、市民農園、農業ネットを

助成していただきましたが市民の方は農用地を理解していません。自然

との取組の農業ですので農用地を理解していただき楽に仕事が出来る

取組をお願いしたい。 

  

    暮らしの豊かさを次世代に引き継ぐという考えには共感出来ました。そし

てイベントや緑の取組に一般市民を交えてやるというのも身近に農を感

じることができてとてもよい機会であると感じました。 

  
    市民との触れ合いと関わりについて農地民地への侵入等があり苦慮、

困惑している（作物の盗難）。 

  

    畑に「みどりアップ事業」の看板がかかっていると市民の税金が使われ

ているからと自由勝手にする市民もいる事も事実で、畑を利用する際の

市民のレベルアップも期待したい。 

  

    病害虫の予防のため必要以上の農薬などが使われて、周辺のあるいは

谷戸の生きものに影響を与えたりすることのないよう、谷戸などの緑地

に近いエリアでは、個人による耕作よりも管理体制の明確な団体による

統一した基準での作付けや防疫がはかれるように運用すべきです。 

  

04.身近に感じる

地産地消の推進

に関するご意見 

  

地産地消への拡大助成。 

  
    市民が身近に農業を感じ、地産地消を考え、意識できる取組みを今まで

以上に進めていって欲しい。 

      地産地消の取り組みをもう少し多くしてほしいです。 

  
    農の取組にはあまりお金をかけずに食べる部分（消費するところ）への

支援をしてほしい。安く買えるようになど。 

  
    農産物をふたたび生産できる価格で消費者に買ってくれるようにしても

らうための理解を深めてほしい。 

      地産地消について言えば、ここ数年で相当に定着しているように思う。 
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    農地へみどり税を使うのであれば、市民利用や直売所で市民に売ること

を義務づけるべきではないか。 

      田植え体験イベント。地産野菜の販売。 

  

    市（マルクト）を定期的に開く。例えば水曜日と土曜日のように。 

半径約 2 キロの範囲には少なくともひとつ市が開けるマルクト広場があ

るといいのですが日本の都市構造では難しいか。日本には公園はあっ

ても広場がない。日本の都市計画をリードしてきた横浜市なら可能か。 

      地産地消（特に消費）したいと思っているが身近にない。 

  
    地産地消とあるが、震災後の放射能対策などはなされていない。そちら

の方が急務です。測定体制や、給食などもしっかり調べてほしい。 

  

05.その他のご意

見 

01.担い手の育

成・支援に関す

るご意見 

平成 24 年度にみどりアップ事業を行いましたが、安心して作業が出来て

います。100%にしてほしい。 

      温室建設に補助して欲しい 

      土地（農地）造成に補助してほしい。 

      農業者に対する補助事業も継続してほしい。 

  

    果樹農園（55a）を営む者ですが農業認定者（年収 700 万円以上）でない

ため農業関係設備補助金適用が差別されています。（同じ農作業、納税

義務を負っている）補助金適用の制約を排除願いたい（補助金率、適用

回答等）。 

      施設園芸農家の燃料の高騰による助成。 

  
    里山や農地を守るためにも効果的で環境に配慮した農産物生産がより

活発になるような支援の取組みをしていくべきだと思います。 

  

    ある程度、農業収入を上げている人を助成対象にした方が良いので

は？農地はヒートアイランド現象や、二酸化炭素の吸収などの点、考え

て欲しい。 

      農を守る（農家）事業への助成支援。 

  

    個人にお金を出すより、畑なら基盤の整備に使ってほしい。個人に出す

場合も、農地の所有者と耕作する人両方に出さないと利用権の設定な

ど今後発展しない心配がある。 

  
    農業を守る事が樹林地農地を守ることになる。農家に対し色々な支援し

て経営が続けられる様に。 

  

    私たちが日々健康な生活を送るうえで欠くことができない、横浜の安全

で美味しい新鮮な野菜の果物を作るためには、土づくりや病害虫の防

除などの作業が不可欠です。そしてそのために農家は並々ならぬ努力

や苦労があります。そのためにも補助事業をうまく利用していく必要があ

ります。 

横浜の農地を次世代へ継承し緑豊かなまちづくりを進めるためにも農業

を理解していただき市民と向い合い目と体で実成できる取組が必要で

す。将来に向けた横浜型農業をみどりアップ計画の取組の継続によって

さらなる農業振興を望みます。 

  

    農地を守る取組を強化して欲しい。カラス等の鳥獣被害から守る為の施

策に対して予算を組んでもらいたい。寄せ付けない工夫ではなく、個体

量を減らす施策を検討して欲しい。 

  

    利用者として非常に有効に活用させていただいているが利用者が少な

い点が気になる。特にビニールハウスの温室の燃料で助成金が出る点

が一番良い。 

  
    後継者不足を補うためにも助成金を増やしてほしい。今後利用したいと

思っている。 

  
    土壌消毒のために蒸気消毒機を購入するのに利用させてもらい、土の

消毒に農薬を使用せずに済むようになった。 

  

    申請して完成まで 2 年近くかかった。(温室内カーテンの取り替え) 他に

も畑地不法投棄予防等のネット等も申請したいのだが受付状況がわか

らない所は不便。 

  

    私の家では、野菜を栽培しています。近年、資材、油の高騰で農産物の

生産に負担となっています。昨年、ビニールハウスのカーテンを張替え

し重油の節約となり、たすかりました。 

      もう少し使いやすくしてもらいたい。 
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    温室の保温カーテンについて、1 軒につき 1 件では疑問を感じます。1 棟

600 坪のハウスは申請を受け、100 坪 2 棟では申請を受けられないのは

不思議です。 

  
    農地は大規模化を推進すべき。高齢な農家の支援より、若者の就労支

援をしてほしい。 

  

    農家への支援は最小限にしてほしい。もともと横浜の農家は地主のた

め富裕層ともいえる。ワーキングプアの人たちに、喜びを与えるために

税を使ってほしい。 

      畑を続ける為の減税をもっと充実して欲しい。 

  
    農業者の高齢化に伴い、農地の維持、管理が難しくなる。 

若者の後継者育成支援。 

      農業者間での農地として転売可能な優遇措置 

  
    農地を維持、継続できる農業予算と内容のちがうみどり税で農業の力に

なる取組をお願いしたい。 

  
    新規就農者の支援や、農業機械への支援など、とても良かったと思いま

す。 

      リース方式の助成はとても良かったです。 

  

    環境に配慮した農業に取り組んでいる農家には、これからも続けてもら

えるように、個別にエコアップ補償金を名目を立てて出してほしいです。

これからの都市農業だからこそ、生産性だけではないデカップリングが

重要だと思います。 

  

    水利組合に対する奨励金は有難く、将来のポンプ交換等の修繕積立が

可能となりました。電気代の高騰。道路用地売却による賦課金の減少な

どきびしい状態が続いております。 

特に恩田川における。堰とポンプの老朽化が大きな課題となっており、

水利組合単独ではどうすることもできません。さらなるご支援をよろしく

お願いします。 

  

    民家との間の防薬シャッターはとても役に立っています。出来ればドリフ

ト問題があるので、農地との間にも防薬シャッターが設置出来れば嬉し

いです。 

  
  02.その他のご

意見 

農地等からでる作物の残滓は野焼きがしにくくなっているので回収する

システムができるといいのでは。 

  
    農業者に解りやすく農地法を理解でき違法行為をしないよう手引書を作

って欲しい。（農地転用、分家申請、納税猶予、生産緑地等） 

  
    農にますます安全、安心の確保のため、有害化学物質や放射性物質の

監視を取り入れてください。 

04.柱 3 市民

が実感できる

緑をつくる 

01.柱 3 に関する

ご意見 

01.生物多様性

に関するご意見
生物多様性の名の下に、なんでもかんでも緑化推進するのは止めてほ

しい。一番大切なのは市民が喜ぶこと。 

  
    生物多様性は樹林地の保全で考えれば良い。街中や住宅地に虫が多

いのはカンベンしてほしい。 

  

    「生物多様性の向上に寄与する緑化」への取り組みを行うとあるのは、

望ましい方向です。その他、事業②や事業⑤でも「生物多様性」につい

て触れています。ただし、本来の都市環境になじまない生きもの、例え

ばホタルなどをシンボル的に発生させるためにわざわざ環境を作った

り、そのための種ボタルや餌となる貝類を水系の異なるところから持ち

込むなどの弊害も各地で発生しており、また今後も危惧されます。 

「生物多様性」を安易に行事や活動の「人寄せ」や「イメージ作り」のキー

ワードにすることを避け、生物多様性の意味するところを正確に行政自

身や市民が理解し、それに沿った政策や活動を行うための指導をしっか

り行う旨を政策の前提として記載ください。 

      生物多様性の向上に寄与する取組を進めるためには、市民や事業者、

学校や幼稚園・保育所等に対して、地域在来種を植栽することの大切さ

について普及するとともに、横浜市における地域在来種とは何かに関す

る情報の提供、及びそれらの野草の種子や苗木の流通の仕組みづくり

が必要となります。 

しかし、素案において、生物多様性の向上に寄与する取組を目指す「取

組の柱３ 市民が実感できる緑をつくる」の事業①②、また、生きものと



24 

 

ふれあう効果をうたった事業④には、これらを促進させる具体的な内容

が記載されていません。 

生物多様性自治体ネットワークの代表都市として、市内において地域在

来の樹木や草本の植栽が普及するよう、その仕組みづくりがなされるこ

とを期待致します。 

  
    横浜みどりアップへの取組はまずまずだと思いますが、生物多様化とし

て公園や緑地にトンボ池を増やして下さい。 

  
  02.その他のご

意見 

「緑をつくる」では、ビオトープ施工管理技士などの活躍の場をつくるべき

です。 

      東京の丸の内が緑を楽しめるようになったことを見本としてほしい。 

      「緑をつくる」では、ポールスミサーなどディレクターが必要です。 

      山手の税関プール跡地の買取りは素晴らしかった。 

      公園でのオープンカフェなど、おしゃれな取組を推進してほしい。 

      緑化はもっと進めていい。 

      「実感できる緑」は大切。 

  
    緑の上質化を目指して保全活動を活発にして緑化運動を推進して欲し

い。 

  
    現在身近な緑が、周辺の環境や管理手間などから伐採されるケースが

多く見られる。いかがなものか？ 

      ガーデナー育成のための支援をするべき。学校をつくるとか。 

      緑化フェアを横浜で開催してほしい。 

  
    東京開催された都市緑化フェアを、横浜でも開催すべき。これにみどり

税を使ってください。 

      次回のトリエンナーレでは、緑と連携した取組を期待しています。 

  
    只今、緑化に取組を行っています。これからも維持費、管理費として 26

年度以後も予算をお願いいたします。 

  

    助成は結構だが、反対に、市民が独自にちょっとした公共用地や公園や

街路樹の根元などに“勝手に”花や木を植えてしまうという、「ゲリラガー

デニング」が好ましいでしょう。野原の花々の種がいろいろ混じったもの

をそっと撒いておくだけでも、鳥などに食べられなかった種は忘れたころ

に花を付けてくれる。これをまさか法律違反だといって取り締まる無風流

は横浜のようなセンスがあるといわれている街の行政にはないでしょう。

日本の公園や緑地は、和風庭園を除いて、一般に何か不自然に造られ

た感じが否めない。 

デザインしすぎなのか、半端に洋風なのかわからないが、デザインの歴

史の浅さを感じる。緑のデザイナーにはもっと勉強してもらいたいと思い

ます。 

別紙に参考写真あり。 

  

    公園緑地の計画、設計に関わる者です。「市街地」においての緑は「創

出」することばかりに焦点が当てられ、樹林地や農地のような維持管理

にまで話が及んでいません。規模は小さくとも緑はメンテナンスが避けら

れず、それを所有者や近隣住民によるボランティア精神（無償の手間と

時間）で全てをまかなうことは理想論であるとの実感が強いです。 

緑税全てを緑の「創出」に回すのではなく、将来に向け、緑を管理するシ

ステムづくりに投資していかなければ、枯木やジャングル化した負の遺

産を残すことになりかねないと懸念しています。 

現実として、横浜市の公園もボランティアによる管理には限界があり、土

木事ム所が管理しやすい殺風景な緑になりがちです。緑を増やすこと

と、メンテナンスに対するフィーを増やすことは、比例しなくてはならない

と強く思います。是非検討項目に加えて頂きたく思います！ 

  
    都心臨海部に偏らず 18 区の全てにおいて、緑や花による賑わいの創出

を計画してください。 

  

    緑をつくるについて。MM21 地域のトリエンナーレ跡地にキャンプ場&市

民農園を作る。市民農園の管理は市が行い、キャンプの際の BBQ の時

の野菜として販売したり、収穫体験させたりする。にんじんやナス、キュ

ウリ、トマト、カボチャ、スイカ、枝豆等。 
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02.民有地での緑

の創出に関する

ご意見 

  
身近な緑の保全を考えてほしい。社寺林、屋敷林、オープンガーデン

等。 

  
    人生記念樹はマンション居住者にとってあまり意味がない。市民の多く

が居住しているマンションの住民が受益者となる助成をつくってほしい。

  
    民有地への維持管理助成は、一度始めると止めるのは困難。あまり高

額にすべきでない。 

      庭木のせん定機の処理費用の助成をお願いします。 

  

    管理する所が違うから連携が難しいかも知れませんが。「植物の種を配

る」なんて事をして頂けると、小さな子供は喜びます。土を触らせたくな

い親御さんも多いですが。 

  

    「建替や開発に伴う緑の減少を防止する」ことを意識してほしい。宅地の

道路際に少なくとも樹木を 1 本植えることを推進してほしい。身近な住環

境の悪化に歯止めをかける施策について旗をふってほしい。コンクリー

トジャングルの住環境にならないために！ 

  
    園庭芝生化の維持管理アドバイザー派遣は、非常に良かった。研修会

も良かった。 

  

    民有地の緑化助成などを通じて緑に対する市民の意識は少しずつでも

上がっているとは思いますが、それをもっと意識的に取り組んだらどうか

と思う。苗を育てる技術の普及などにもっとお金を使って市民の意識と

技術のレベルを上げることが重要。 

  

    先日、樹木が好きだった義父が他界し、記念植樹できないかを調べるう

ちに「これからの緑の取組」を知りました。 

義父は青葉区で飲食店を営みながら独学で森林インストラクターの資格

を取り、（県立ですが）四季の森公園で研究会に参加したりと、生前は、

自然や樹木に対する興味を持ち、熱心に学んでおりました。4 月から大

学にも通い始め、更に勉強を進めようとしている矢先に急逝いたしまし

た。 

樹木を愛していたことから、生きた証として記念植樹をしたいと考えてお

ります。ただ、義父の自宅は青葉区の団地にあり、庭はありません。 

子供たちも団地やマンションに住んでいるため、植樹できる庭はありま

せん。樹木葬についても検討していますが、なかなか条件に合う場所を

見つけることが出来ない状況にあります。 

「これからの緑の取組」にあるように、子供が遊ぶ場に樹木を植えられ

れば、故人にとっても一番の幸福ではないかと考えています。 

そこで、記念植樹の応募対象を故人（の代理）にも広げていただけない

かと考え、ご連絡いたしました。 

このような事例や要望も市民の中には多いのではないかと思いますの

で、こうして樹木の費用を市民が負担することで、財源の一助になること

も可能ではないかと思います。 

取組の企画の一つとしてご検討いただけましたら幸いです。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

  

    既成市街地及び工業地域における暫定空地の緑化を奨励すべき。 

既成市街地及び工業地域では、常に一定面積以上の暫定空地が存在

する。現状では、時間貸駐車場として利用されるケースが多い。 

そこで、所有者に対するインセンティブ供与により、砂礫地（砕石敷き）、

草地等のハビタットの形成や近隣住民の有志による花壇づくりなど、エ

コアップや公開緑地の増加を図る。 

駐車場等に利用される場合でも、プランターを利用した花壇づくりや緑

陰駐車場の実現を奨励する。 

  
    緑化の維持管理には助成をあまりしないのが基本。自力で育てていけ

るような人が取組むべき。 

  

    マンション等の大規模施設だけでなく、一般住宅等にも屋上緑化又は太

陽光発電を義務（努力義務）化するなど、みんなで自然、緑を守るしくみ

にしていって欲しい 

       個人住宅、集合住宅を問わず住宅周辺には緑があり、その緑も年月

がたつと成長し大木となっていきます。手入れが行き届かない場合、落

ち葉の散乱や日あたりの妨げなどで近所から苦情が寄せられ、多くの場

合切り倒されるようです。とくに高齢化が進み、持ち主による手入れが出
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来ないという理由から、これは友人が実際に経験している事ですが、旧

家の屋敷林の大木が切り倒されています。 

大木には、草花や若木とは違った、貫禄とでもいうべき大きな存在感が

あります。20 年、30 年ではとうてい備わらない風格があり、その存在は

土地の歴史を感じさせ、風景に深みをあたえてくれますので、横浜市に

限らず、景観という財産の大切な要素と言えると思います。それが、手

入れの難しさから切り倒されてゆくのです。残念としか言いようがありま

せん。 

若木による緑だけでなく、年寄りな大木の（緑）保全にも一層力を入れて

頂ければたいへん有り難いと思っております。こうした視点からもご検討

いただければ幸いです。 

  

03.公共施設・公

有地での緑の創

出に関するご意

見 

01.公園に関す

るご意見 色んな種類の緑や花を増やしてほしいです。自然の多い安全にあそべ

る公園をたくさんつくってください。 

  
    小さな公園等についても四季を通して花、樹木についても花が咲く様な

樹木を植えた方が良いと思います。 

  
    子供がいるのでよく公園に遊びに行く機会が多いため少しでも緑あふれ

る公園をたくさん創っていただけるとうれしいです。 

  

    これからの緑の取組（素案）はすばらしいと思います。1 番優先的にやっ

てもらいたいことは、緑の公園が少ないと思います。厳しい予算の中で

用地の取得又、跡地利用などぜひ公園の整備をお願いいたします。 

  

    小さい子供がいるので公園でのイベントをふやしてほしいです。みどりア

ップ計画も子どもの目線から何ができるのかを（例えばゴミひろい、緑の

中（身近な公園にどんな生きものが生息しているのかを)配信してほしい

です。 

      公園管理にもみどり税を使うべきだ。 

  
    グランモール公園の再整備では、緑の道となるよう設計を進めるべき

だ。 

      公園はゴミだらけ。 

      公園に四季の花がほしい。 

  
    花の手いれや樹木の剪定など講習会等で市民に学んでもらい、ボラン

ティアをつのって公園や花壇などの手入れを部分的にでも担ってもらう 

  
    横浜みどりアップへの取り組みはまずまずだと思いますが、生物多様化

として公園や緑地にトンボ池を増やして下さい。  

  

    今後のみどりアップ計画では、住民が地域の自然を身近に感じることが

できる自然公園の創設など、住宅地に隣接した緑の保全を強化してい

ただきたいと思います。 

自然をコンセプトにした公園には面積は狭くても雑木林のエリアを設け

たりなど、その地区に生息する植物を中心に植栽し、住民が積極的に維

持管理に取り組むことができるような方法が好ましいと思います。 

  
  02.街路樹に関

するご意見 
整備、花のある街路樹。 

  

    交通量の多い道路の歩行者（横断禁止のところなど）対策でガードレー

ルでなく緑化によって歩行横断を抑制させるとか一石二鳥の取組を期

待したい。 

  

    中山北山田線（青砥北八朔川和地区）の開通と合わせ、広い道路と歩

道に多くの街路樹を植える。花の咲く木が市民に親しまれ良いと思いま

す。 

  

    中山駅北口にかつてあった街路樹を復活して頂きたい。計画では取り

除いた街路樹は工事完了後回復すると聞いていたが、そのままになっ

ている。 

      街路樹の育成ではサクラの更新をテーマとすべきである。 

  

    私の住んでいる泉区の街路樹は少ないし美しくない管理の仕方だ。長

後街道が拡幅され、さぞや街路樹のキレイな景観が味わえると思った

が、拡がっただけ。みどり税は街路樹に使えないのか？ 

※メールにて同内容の意見が送られています 

      私の住んでいる泉区の街路樹は少ないし美しくない管理の仕方だ、長
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後街道が拡幅されさぞや街路樹のキレイな環境が味わえると思ったが

拡がっただけ。 

みどり税は街路樹に使わないのか？ 

  
    街路樹の育成では、土木事務所に移管されてから管理レベルが落ちた

と思う。反省すべきだ。 

  

    街路樹や校庭の樹木の過剪定には目にあまるものがあり、子どもの教

育上、非常によろしくないと思っています。虐待と言える程です。美的感

覚も育ちません。お金を有効に使って、少ない手入れが美しいまちを作

ってください。 

  

    私の住んでいる山下町では、街路樹の剪定が通りによっては、あまりに

ひどくて枝をほとんどはらっこしまって丸坊主の状態です。プラタナスや

はぜの青々とした葉が全く失われてしまって、街の風景が失われてしま

いました。何とかとりもどしていただきたいのです。どうか宜しくお願い致

します。 

      街路樹はきたない。 

  
    街路樹管理を行っている土木事務所の職員は、素人のようだ。知識の

ない人が管理してはダメに決まっている。 

  

    街路樹について…過剰とも思えるような剪定はやめてほしいとつねづね

思っている。30 年前の気候とは現在は異なっているのであるから、現代

に適している方法で実行してもらいたいと考えている。 

  
    環状道路のようにグリーンウェイを作る。六大事業のようにビッグプロジ

ェクトがみたい。 

  
  03.その他のご

意見 
街路樹や道路、公園等の維持管理に対する財政支出は必要。 

  
    公園や街路樹など緑をふやす事はとてもいいと思います。しかし病害虫

の消毒をしっかりして欲しいと思います。 

      街路樹、公園緑地の緑を守る。 

      公園美しい街路樹、公園清潔感のある街路樹。 

  
    土手に桜を植えて欲しい。散歩に行っても日影がない。また、コンクリー

トが多くて暑い。 

  
    公共施設の緑化では、新築される区方舎の緑について、手厚く支援す

るべきだ。 

  
    公共施設緑化では、市民がいつでも見ることができる場所に緑化してほ

しい。公開されていない屋上などは論外。 

  
    公共施設の緑化では、市民利用の多い施設に限定して進めていくこと

に賛成します。 

  
    河川の草むら、コンクリート打ちっぱなしの土手に植樹や緑化をする事

はやらないのでしょうか？ 

  

    みどりの拡充施策の継続に賛成しますが、川ぞい、田畑ぞいの樹木（ク

ヌギ、ナラ、サクラ等）が大木化して土砂崩れを起こす危険もあります。

管理、整備の取組みもお願いします 

      戸塚区庁舎は緑を感じない建物だった。六本木ヒルズの方が良い。 

  
    緑は管理次第で活き活きしたものとなると思います。茂る時の勢は旺盛

で労力は大変なものです。緑の仕事は楽しい哉。 

  
    戸塚区役所の緑化は、薄っぺらで良くない。見本となるような緑化をす

べき。 

  
    公共施設緑化管理には、お金をかけるばかりではなし、職員の手による

維持管理も必要。 

  
    公共施設の緑化は、区民の利用が多い所だけでもいい。あとは公園で

緑が楽しめればいい。 

  

    大きくなりすぎた街路樹の植替えが必要と思います。また、公園内の樹

木（大木）などの樹勢回復や手入れにも大金がかかりますが、都市の景

観形成に必要です。今ある緑を大切にすることが一番で、力を入れるべ

きことと思います。 

  
    緑の計画では、もっと動物園に、花があると良いと思います。 

野毛山の象の広場は、少し殺風景な気がします。 

      港湾局の緑化は管理が悪い。専門家がやっているのかな。 
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04.市民協働によ

る緑のまちづくり

に関するご意見 

  
「市民協働による緑のまちづくり」は、住民同士での「絆」をつくることにつ

ながり、防災にも役立つと思う。 

  
    これまでの「地域緑のまちづくり事業」は、地区選定のプロセスが曖昧な

ので、公募選定の基準は明確にしてほしい。 

  
    市民協働による緑化は、定年後の高齢者の楽しみとならないように、大

学や子の親など若い世代が楽しめるものであってほしい。 

  

    市、区の花、木は設定されているが、さらに市民に身近に実感してもらう

為に、各町内の花、木を設定させ各家庭や道路端にプランターを設定

し、各町内の花、木を植える運動を支援補助する。各町内、各区を競わ

せ、優秀な区、町内を表彰する。 

  
    これまでの「地域緑のまちづくり事業」は、1 地区当たりの助成金額が大

きすぎるので、少額のものにしてほしい。 

  
    現在実施している“緑のまちづくり”活動状況の横通しを図ることにより、

緑化の推進が図られると思います。 

  

    現在 21 年度からの支援を受け取り組んでいる自治会の者です。大変町

並の様子も変わり、住民の方々、又近隣の地域の方からもほめられ、本

当に美しく華々しく、明るい町内になってきたことに喜んでおります。一

応五年で支援が終わると思われますが、折角ここまでしてきていること

が、5年過ぎたあとの維持管理に問題が起きてくるのかと心配です。でき

れば多少でも支援が受けられれば心おきなく事業として継続できるので

はと考えております。 

  
    「地域緑のまちづくり」では、趣味に助成している感じがする。せめて助

成規模は縮小すべきだ。 

  

    「地域緑のまちづくり」の 1 地区 5 年は長すぎる。3 年位が適当である。

また、事業期間が終われば、助成金がきちんと切れるようにしていくこと

も重要です。 

  

    今支援が受けられている間のことは心おきなくとり組めますが、年々要

領もわかってきているので 5 年経って「終了」となることがもったいないナ

ァと感じます。こういったことをきっかけに、住人同意のコミュニケーショ

ンもとれ、風通しの良い関係町内会をめざして日々取り組んでおりま

す。ありがとうございます。 

  
    地域緑のまちづくりでは、市が関与しすぎ。もっと自主性を育めるよう

に、助成を減らし、自由な取組をすべき。 

  
    市、区、町内の設定花、木に対して、1/2 の助成を行う（プランターに対し

ても）。 

  
    町内会（小地域）等で具体的にボランティア活動の支援を推進する（緑ア

ップ適用にて）。 

  

    自治会で緑の町づくりにとりくんでいますが、今出来た花だんの手入れ

を継続していくために、継続のためのお金を少しでも出していただけると

町人に負担にならずに良いと思います。 

      市民協働の場として積極的な位置づけを図り推進してください。 

  

05.子供を育む空

間での緑の創出

に関するご意見 

  
小学校にビオトープがほしい。理科の授業で活用するようにしていけば

いい。 

  

    保育園を緑化してほしいが、最近の保育園では園庭がないものが多

い。市街地の保育園の整備基準は、甘すぎないか。待機児童が減れば

いいというものではない。 

  
    「校庭園庭の芝生化」は、あまり箇所数に拘るべきでない。こども達が喜

んで外で遊ぶ環境づくりが大切。 

  
    保育所を運営しているが、「校庭園庭の芝生化」については、維持管理

費の一部を助成していくなどイニシャルだけでない支援が必要。 

      学校などでのゴーヤのカーテンづくりを引き続き支援してほしい。 

  

    幼稚園を運営しているが「校庭園庭の芝生化」について、維持管理講習

会を受講してとても役に立った。日産スタジアムの専門家の話を聞ける

のはとてもありがたかった。今後も続けてほしい。 

  
    緑をつくるで「子どもを育む空間での緑の創出」は、切り口がとても良

い。 
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    芝生の維持管理研修を受講した。手厚い支援で感謝している。これから

も引き続き、園庭芝生化のメリットを子供がうけられるようにしてほしい。

  

    校庭・園庭の芝生化では、教育委員会やこども青少年局の力の入れ方

が弱い気がする。環境創造局だけが頑張っても、現場は望んでいない

のではないか。 

  

    教育現場の校庭等を芝生で全て覆うのは活用と成育で不合理な面があ

るかと思います。子ども達が走り回るスペースは大事であり運動競技で

は、備品を運んだり目印を打ち込んだりする必要もあり芝生があると活

用しにくくなります。また幾度も踏まれなかなか成長を見込めない点から

も益があまり無いと思います。場所を限らせる事でより成果と結びつくの

ではないでしょうか。今後も楽しさや、管理的業務を大切した活動が広

がり続けていくことを願います。 

  

     今後、熱中症対策やポイ捨てやいじめ抑制のために、自宅と学校と公

園と企業の樹木を、林業方式で、枝打ちし、大木化して下さい。隣接した

樹木は、伐採して下さい。目隠し全廃して下さい。日当たりや風通しが良

くなります。見やすくなり、ポイ捨てやいじめ防止発見にも、つながりま

す。 

自分も、毎日の草刈草取りごみ拾い、剪定伐採作業で、上記を、痛感し

ました。 自宅の周りと通学路と勤務先と城郷中学校脇対象。自宅のご

みが激減しました。 

  

06.緑や花による

魅力・賑わいの創

出に関するご意

見 

  
観光都市としては、緑や花が非常に少ない。カナダビィクトリア島のよう

に花壇を何カ所か作り、一年中楽しめる場所を作ることを検討して頂き

たい。 

      都心臨海部の緑化では、現在の市庁舎の緑もきちんと整備してほしい。

  
    「緑や花による魅力と賑わいの創出」について、東横線廃線跡地はどう

なるのか。自転車道にはしないで、緑が増えるといい。 

      北海道のガーデン街道のような緑めぐりが横浜でもできるといい。 

  
    山下公園やグランモール公園の花壇は、楽しめた。このようなことにみ

どり税は使われてほしい。 

  
    都心臨海部の緑花では、ナチュラルガーデンが増えればいいと思う。チ

ューリップで喜ぶのは古い。 

  
    観光客や休日を過ごす市民が亭受できる緑は、都心臨海部の緑であ

る。もっと力を入れてほしい。 

  

    社会経済が激変する中で、緑や自然が変わらない事は心やすらぐ豊か

な生活を送るうえで大切であり、都市のステータスでもあると思います。

これまでの市の取組を成果はすばらしく、これからの取組事案を実行し

ていただきたい。ただし、都市臨海部の緑や花…は造形物ばかりでな

く、ナチュラルな緑や花で景観を構成していただきたい。 

  

    朝日新聞（夕刊）2013 年 5 月 1 日号の＜環境＞の記事、都市の緑、育

む新技術の記事をぜひ参考にしてほしいと思う。中区中心部を“公園の

中にある街”のようなものになると、夏などの日差しの強い時期にも、散

歩などがしやすく、人々が集まり安くなるのでは…！？ 

  
    都心臨海部の魅力アップは、市の税収アップにもつながる。費用対効果

がとても高い事業といえる。 

  

    都心部（現在緑が少ない地域）に良質の緑を大量に。鶴見駅東口は再

整備で、西には駐輪場整備のため緑が激減しました。減った分を埋め合

わせる予定はないそうです。今までの計画が信じられません。本当にや

る気がありますか？ 

  
    質問、都心臨海部とは鶴見区の臨海部も入りますか。是非入れてくださ

い。 

      工場地帯の緑化をもっと進めてもらいたい。 

  
    泉区民ですが、休日はみなとみらいに行くことが多い。だから、都心臨

海部の緑はもっと豊かになればいい。港湾緑地の管理は不十分と思う。

  
    横浜スタジアムは取り壊して、緑を植えた方が良い。関内周辺には、ま

とまった緑地がない。 

  
    泉区には、緑は十分あると思うがミナトミライ地区に緑がほしい（財源が

続けば） 
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    都心臨海部の魅力アップなど、市外からの観光客誘致につながる事業

を多く取り入れてほしい。樹林地や農地では、観光客は呼べない。 

  
    樹林地や農地は横浜市のドメスティックな課題。緑化こそ、日本の中の

横浜や世界の観光地としての横浜を魅力的なものにできる。 

  
    みなとみらい地区にもっと花がほしい。納税者の人数を区毎に出し、そ

れに比例してお金が落ちるといい。 

  
    山下公園や港の見える丘公園の管理にも、みどり税を使って水準を上

げるべきだ。 

      山下公園の芝生は、傷んでいる。きれいな芝生をつくるべきだ。 

  

    おかしな事実だが、当方居住地から一番身近な緑地である山下公園で

は、市民からの要望も無いのに、昨年に続き今春も何ら傷んでいないせ

っかく育った園内樹木を刈り取り、撤去し、花壇に植え変えたり（赤い靴

像や中央広場）と理解に苦しむ公園管理をしている。こんなことではいつ

までたっても緑が増えないし（樹木が育たない）、全くの公費の浪費。死

に金だ。 

市民ひとりひとりが苦労して稼ぎ納めた税金を、経済性という観点からも

全く理に叶わない、こんな不合理な使い方をされたのでは堪ったもので

はない。当局者の発想自体が稚拙過ぎ。 

本当に市民に喜ばれる緑行政とは何か解っていない。 

市民の財産である公園等も含む市内樹木の事を、なにより一番大切に

思い、そのための適切な管理行政を行うべき肝心の当局（上記に関して

言えば環境創造局南部公園緑地事務所都心部公園）からしてこのあり

さま。 

公園は緑豊かな、市民が憩える場所であるべきで、観光客寄せのため

の展示場でもなければ、どんちゃん騒ぎするイベント場でもない。 

関係当局諸君の猛省を求めると共に真に豊かな緑を実感できる都市を

創って欲しい。 

  

    自然の景観を無視した公園造りに一考を。 

横浜市の場合、横浜スタジアム内のチューリップしか見ていませんが、

同じ花が大量に咲いている景観には違和感を感じています。人が手を

加えない自然ではありえない姿です。年間を通じて季節ごとの花がほど

よい量で緑の中に咲く姿が自然ではないでしょうか。  

視界を埋める単一の花が咲く光景をよしとするメデイアの功罪と思われ

ます。ヨーロッパの真似であり自然と共生する日本の庭園、自然感とは

異質だと感じます。一斉に咲かせられ刈り取られる命が哀れでなりませ

ん。 

05.広報や PR

に関するご意

見 

01.市民が参加す

るための広報に

ついて 

  

横浜市、民間の市民の森、公園、農園の PR をしてもらいたい。 

  

    緑のある地域と緑の少ない地域では市民の関心度が違うと思います。

“市民協働”による緑のまちづくりの PR をもっとしてもらいたいと思いま

す。 

  
    イベント告知などを、大々的に！！横浜みどりアップ計画を、多くの人に

知ってもらう。 

  

    横浜市環境創造局で計画している地域ごとの緑保全計画をその地区の

住民に発表し、協議の場を設けていただきたいと思います。 

なぜならば緑地や樹林など地権者が所有していることが多く、予告なし

に樹林が伐採されたり、調整区域が宅地開発されたりなど、ここ青葉区

でも貴重な森が一瞬にして失われることが日々起きています。事前に地

区の住民と横浜市、地権者などを含めた保全計画の合意がなされてい

ればこのようなことを未然に防ぐことができるのではないかと思います。

  

02.実績・成果の

報告について 

  H21 から 23 までの成果がこれほどあったことは知らなかった（数値とし

て）。みどり税の理解を得るために、活動や成果の「みえる化」データベ

ース化が必要ではないでしょうか？ 

  

    自身が「みどり税」を支払っている認識がありませんでした。HP や地域

回覧で回しているとのことでしたので見てみます。ただ、納税者に対し

て、1 家に 1 部でも良いので 5 年間の報告等があると良いのかなと思い

ました。 

      樹林地の買取りは、㎡当りいくらで買っているのか明らかにしてほしい。
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    これまでの成果を具体的に示す事は出来ないのか（全体で○○ha と示

されても実感出来ない）。 

  

    成果など、広く市民の方々にしらせていく広報活動もとても大切なことだ

と思いますので、これからもさまざまな形で行っていってほしいと思いま

す。 

  
    変化した場所、地域等が明確にわかる様に市民が気軽に参加出来るよ

うに。 

  
    買い取った森林・里山・農地及び緑を増やす活動をしている所の見学会

（バスでまわるとか）。 

  

    身近な場所での成果が見えない。 

みどり税は、議論が尽くされないまま、導入に至ったように感じている。

また、「水と緑の基本計画」や生物多様性保全に関する計画などとの関

連が認知されていない。市民にとっては、身近な公園や学校などでの成

果、実践が進められていないので、緑に対する意識を高めるまでには至

っていない。公有化した樹林地の維持経費では、税の使い道が見えな

い。再考を望みます。 

      相続などで買い取った所に「表示」の杭（看板）で目にみえるようにする。

  

    これまでの成果など、広く市民の方々に知らせていく広報活動もとても

大切なことだと思いますので、これからもさまざまな形で行なってほしい

と思います。 

  
03.取組の広報に

ついて 

  都市農業、緑地保全の為に市民力を合わせて取り組むべきだと思うの

で、深く理解を求めていく広報の大切さを感じます。 

  
    直売所、農産物加工所の整備支援や情報誌等での PR が不足していた

と感じています。 

  
    横浜みどりアップ計画の制度をより多くの人に知ってもらうために活動し

てほしい。 

  
    なぜ緑が必要で、その維持管理が必要なのか？と全面に出してアピー

ルしてほしい。 

  
    みどりアップ計画を知らない市民が多いと思いますので、広報の展開を

願います。 

      まだまだ計画についての説明と必要性を訴えてください。 

  
    とてもよい計画だと思います。このような計画が市民の皆さんにどのくら

い知ってもらっているかが疑問です。 

  

    情報公開が乏しく、市民まで話が伝わっていない事もあるので、せっかく

良い事を推進されているので、広報活動も積極的に行って欲しいと思い

ます。 

  
04.その他のご意

見 

  広報にはあまりお金をかけないでほしい。シールとか。ゆるキャラだけは

やめてほしい。 

  

    横浜みどり税のこと、このパンフレットで知りました。月額75円もとられて

いる、ではなく、皆 75 円出しているのだから緑を大切にしていこう！！と

呼びかけたいと思います。 

  

    市の公報 4 月号へ一面前ページを使って市長の平成 25 年度市政運営

方針と 4 つの重点施策が記載されていた。その中に緑の字は一字もな

い。緑を守る、育てる緑は市の重点施策のはず。その気持ちがない人に

市長の資格はない。 

  
    パンフの成果、課題素案だが漫然としており惰性的で何をしたいのか熱

意が通じない（編集）。 

  
    「効果的な広報の展開」とありますが、何を持って効果的と言っているの

か、何か明確な理由があるのか、と気になりました。 

  

    「効果的な広報の展開」も横浜みどりアップ計画の大きな課題です。これ

に改めて大きなタイトルをつけて強調していることは今後の事業の広が

りへの期待をつなぐものです。 

  

    「横浜みどり税」は「市民の森」と並んで、横浜の緑地政策の先進性を示

すものであり、これを更に有効に活用して、都市近郊の緑地や水辺を保

全する政策のモデルとして育てていく必要があります。そのためには、

税や仕組みに対する市民や事業者の理解が必要であり、広報の仕組

みや活用の成果を、以下の工夫により、具体的に進める必要がありま

す。 
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素案の「広報」では、全体に市と市民の間のコミュニケーションのみが対

象になっているように見えます。現場における保全管理の重要な役割を

担っている森づくり団体など市民ボランティアも介したコミュニケーション

の視点が見えません。前述の通り、ウェルカムセンターが設置されるよ

うな一部の場所を除いた多くの現場では個々の団体に発信すべき情報

やメッセージがあっても、広報で大変苦労をしています。これらを丁寧に

拾い上げて、現場感覚のある、深みのある広報にすべきです。 

ここでは、媒体の組み合わせについてしか記載されていません。まず

は、何を伝えて緑の取組を理解してもらうのか、というテーマと手段の組

み合わせを考慮すべきです。大きな特集記事として、市の政策やみどり

税の考え方などを訴求するには「広報よこはま」が一定の効果を示すと

思いますが、例えば、みどり税が地域の身近な緑地の保全にどのように

使われているのか、現場の市民団体がどのような活動を行っているの

か、などについては、その地域に根付いたタウン誌の発信力が強力であ

り、記事の提供などを積極的に行うべきです。 

９００円のみどり税が自主財源として活用できることで、市債や国の予算

も使いながら実際にはみどり税の金額の何倍もの金額を生むと言う「レ

バレッジ（テコ）効果」もよく伝える必要があります。 

06.これまでの

成果に関する

ご意見 

    
みどりアップ計画によって貴重な緑の保全が進んだことは大変大きな意

義があると思う。 

  
    これまでの成果は評価する。ただし「横浜みどりアップ計画」の立ち上り

は準備不足であり、その点の反省を述べるべきだ。 

  
    これまでの取組により市民の森利用者なども増えて良い結果を生んで

いると思います。 

      税金が横浜市の緑をふやす為に有効に使われていたのが分かった。 

  
    成果など必ずしも数字で表せるものではない。特に緑化は楽しむのは基

本だから。 

  

    樹林地の減少傾向が鈍化しているのは素晴らしいと思います。もうこれ

以上へらさぬような取組を期待しています。現在市街化調整区域をとな

っている貴重な緑を、開発して消していくことは全く逆行しています。みど

り税を有効に、今ある樹林地を財産として守ることに使ってほしいと願っ

ています。 

  

    （１）開発予定地を保存したのならば（開発から）「守った」ことになるが、

従来から緑地として存在し、今後も存続すると予像される場所は「守っ

た」ことにはならないのではないか。 

（２）「鈍化」を説明するグラフの中に、市街地と市街化調整区域の両方

が開発面積として含まれている。市街化調整区域内の開発は、樹林地・

緑地を含んでいて、緑地保存に反しているのではないか。 

 従って、これを持って「減少傾向が鈍化した」とは言い切れないのでは

ないか。 

 なお、各年度の数値について、青葉区の分を教えていただきたい。青

葉区としての緑地保存活動の資料といたしたい。 

（３）「３１０ha の保存」は、緑被率にして 0.7％の寄与に当たる。微小であ

る（310ha／市面積 43,740haｘ100）。 

 残る樹林地はまだ約 12,500ha（H21 年度）あり、これを全て保存しなけ

れば緑被率の減少は食い止められないと思う。 

  
    農地を守る取組で 110ha の水田を保全し水田の確保をおこない“食”に

対する取組みを評価。 

07.税、財源に

関するご意見 

01.税を支持・容

認するご意見 

  
いままでどおり、みどり税をとってもらっていく方法がいいと思います。 

  

    わずか 900 円／年で、900ha の緑が変わらないことは、御市や関係の職

員の皆様の熱意のたまものであり市民の誇りです。様々な税があり、増

額もしていますが、みどり税だけは、身近に成果が見えるものであり、支

援します。今後の緑の取組に大いに期待します。 

      みどり税の継続には賛成。 

  
    900 円の税額は妥当。1000 円に上がってもいい。外でのランチ 1 回分と

思えば安い。 

      「横浜みどり税」という形での負担でよいと思うが、有効に使っていただ
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きたい。 

  
    コストがかかるのは仕方がない。ムダのないように取り組んでもらえれ

ばみどり税の継続も考えてもいいのではないか。 

  

    引きつづき、この取組みを続けるため横浜みどり税を活用。「横浜の環

境」を守っていくというミドリ税は日本一じゃないかな」と野菜を売ってくれ

る農家のおかみさんから聞きました。やめてはもったいないです。 

  
    維持管理を支える財源や体制が必要であり、重視してほしいと思いま

す。みどり税を引き続き使ってほしい。 

  
    中、長期的に目標の緑被率の up を設定し、みどり税の継続を希望しま

す。 

      財源についてはこれまで通りで良い。 

  
    みどりアップは緑地保全に役立っている。財源のいままで通りにしてほ

しい。 

  
    みどりアップ税は緑の取組のために必要財源であり、引き続いての税収

と取組をお願いしたい。 

      みどり税については賛成です。 

      いままで通り横浜みどり税を財源にした方が良いと思う。 

      財源はみどり税の拡充を期待します。 

  
    税源となるみどり税についても継続されることを望みます。税源の担保

があるのは心強いです。 

  
    緑保全に使う特定の財源が必要と考えます。意識してもらう為にも緑税

の存続を要望します。 

  
    財源確保には賛成であるが、用途（使い道）をより公表して欲しいと思い

ます。 

  
    できるだけ市民の負担がないことが望ましいが多少の負担はいたしか

たないかと思います。 

  
    年間千円前後の上乗せなら苦情、反対意見も少ないのでは？目的が明

確な“税”なら良し。“横浜みどり税”でアップは必要なし。 

  

    もっと財源を配分してもよいのではないかと思います。私の今年度の住

民税は月額 55,900 円なのですが、横浜みどり税は 75 円ですが、月額

900 円くらいは使って欲しいものです。 

  
    もう少し個人負担を増やしても良いのではないでしょうか（緑を守る為で

すから）。 

  
    900 円は負担感がなくていい。農には他にも補助が入っているのではな

いか。田舎ではないのだから、族議員のいいなりにはならないように。 

      900 円は適切と思う。 

  
    900 円は適切である。1000 円でもいい。繰越し可能な税源としないと、単

年度で使い切るようになってしまう。 

      みどり税は月額 100 円程度でもかまわない。 

  
    今まで通りで良ければ、税は上げない。必要であればしかたないでしょ

う。今まで通りの取組をお願い致します。 

  
    財源確保は、難しいことですか、市民に周知徹底をされ、理解を得て、

従来の徴収方法が良いのではないでしょうか 

      市民全体から平等に課税し、企業は規模別に課税する。 

  
    成果は出ていると思いますので、財源は市民の理解を得てもう少し負担

してもらう。寄付などを募る等したら良いのではないでしょうか。 

  
    横浜の緑（農地）ある環境は守るべきもの、したがって、横浜に住む人々

は払うべき税である。みどりアップ税は今後も続けることを望む。 

  
    自然、緑地の維持は個々の力では限りがあるので、今後も行政の予算

も含めたバックアップが大切だと感じます。 

      総事業費を増やしてほしい。 

  
    財源は横浜市民全員が負うべき物、ゆくゆくは横浜市民にかえってくる

のだからひき続きみどりアップ計画を続けてほしい。 

      これまでのみどりアップ計画にて、特に雑木林などの保全が、実施以前

より飛躍的に進み、横浜の緑が保全されることは、素晴らしい取り組み

だと思います。 

しかし、保全が必要な緑地はまだ多数残っており、今後も、この５年間と

同様に、緑地保全の取り組みが必要であると思います。平成 26 年以降
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も引き続き、みどり税を実施し、更なる保全に取り組んで頂けるよう望み

ます。 

  

    本来は道路予算などと同じく通常予算に組み込まれるのが望ましいが、

特別に目的を決めたみどり税の貢献は著しいものがあり、意志ある緑政

マンの後ろ盾となってたいへん有効であったと思います。横浜市はまだ

まだ危機的状況は脱しておらず、今後もみどり税の継続と活躍に期待す

るものです。 

  

    宅地化が進み、横浜市で緑が急速に失われている中、みどり税はこれ

からも必要だと思います。 

みどり税がどのように使われたか、横浜市による緑地の買収など、みど

りアップ計画の具体的な成果を区ごとに発表していただければ住民に親

しみが湧き、みどり税を払うインセンティブになるのではないかと思いま

す。 

      前回同様、市県民税の上乗せとして徴収すればいいと思います。 

      これからも横浜みどり税を活用し継続していくことが大事だと思います。

      今後も”みどり税”をとる。 

  

    農業事業者です。みどりアップは大変よかった。水田の保全、収穫の体

験のできる農園など、農地環境型支援、これらで住民とのトラブル軽減

や農地へのゴミのポイ捨てがなくなる、どこからみても農景観がよくなっ

たなど、良いことづくめです。財源はこれだけ市民と農の関係が深まる

なら 900 円でなく 1000 円でも良いと思います。 

      長期的に財源を確保して今後も継続してほしい。 

  

    計画を継続させるためには、「みどり税」の継続徴収は止むを得ないと

考えるが、税額は現状維持としたい。また、事業実施のための新組織設

立は最小限に抑制し、税の有効活用に努めて欲しい。 

  

    平成 30 年度までの緑の取組が終了した時点で「横浜みどり税」も終了し

てほしい。その期間で市民の自発性を高め、資金も自発性にまかせたら

良い。 

  

    財源については、街のなかにあるいは家庭の中に花や緑がある事で、

心豊かな生活を送れる事を市民に理解を求め、緑税を継続する事はい

いと思う。 

  
    緑税を基本に、市民のボランティア活動への参加を市、区、町単位に展

開する。 

  

    市民（企業も含む）全体で横浜のみどりを支える仕組み（みどり税）は、

横浜市民の先進性を表すもので、横浜市民は鼻を高くしていいと思いま

す。 

  
02.税を支持しな

いご意見 

  高齢者への優遇策を縮小し、みどり税を止めてほしい。減税してほし

い。 

  
    税金をかけるのは止めてほしい。500 億円を子育て政策へ使うべきであ

る。 

  

    マニフェストはよいが不景気、不況下、格差大なのでうまくいっていな

い。みどり税は廃案にすべきだ。もちろんなんでもかんでもアベノミクス

で解決すると考える政党に任せるべきではない。もっと広く意見を求める

べきだろう。 

  

03.負担額低減や

課税方法の変更

を求めるご意見 

  臨海部など目立つ場所でなく、近所の公園など身近な場所で見える成

果があると良いと思う。みどり税はどうなるのかよくわかりませんが、厳

しい経済状況を考えると、金額の減額または徴収をやめるということも

検討してほしいと思います。 

  

    横浜独自のみどり税は非常に良い発想だと思っているが、収入又企業

に応じて年間①5,000 万 ②3,000 万③2,000 万④1,000 万⑤500 万の五

段階位はどうだろうか？ 

※メールにて同内容の意見あり 

  

    横浜独自のみどり税は、非常に良い発想だと思っているが、収入に応じ

て又企業に応じて年間①5,000万 ②3,000万③2,000万④1,000万⑤500

万の５段階位はどうだろうか？ 

  
    月額 75 円のみどり税はなるべく下げる様にお願いします。月額 30 円く

らいなら OK。 

      横浜市の市民税は全国的に見ても高い。できならば、特別税のような追
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加を市民に求めるのではなく、一般会計の中で財源を確保するべきで

はないだろうか。 

  
    復興税や消費税の中で、1 人当たり 900 円はやや高いが、貴重な財源と

して継続すべき。600 円位がいいところか。 

  
    開発事業者から高額のみどり税を取りようにしてほしい。「開発税」な

ど。 

  
    市街地の開発事業者に、樹林地管理費用の負担を求めるべきだと思

う。 

  
    不景気で格差が広がるのに税金はムリ。寄付（個人 or 法人）のかわりに

例えば 100 万円以上なら控除するなどの免税処置をしてほしい。 

  
04.財源の検討に

関するご意見 

  金曜や土曜に行われているリサイクル用品の収益金や携帯電話、PC

等の資材回収によって得られる収益金をあてる。 

      緑の税金取られているのでは？おまつりなどどんどん出て募金をする。

  
    500 億でも使いすぎに思う。あまり機能していない財団法人はすてる。シ

ルバー人材を活用するなどできる事はあると思う。 

      地域活性化の財源に賛同する人たちから１口で御布施をつのる。 

  

    寄付を受ける。特に企業や団体から。神奈川緑トラストがあるが、これと

の関係をどうするのか。横浜の水源（道志）との関係も整理してほしい。

対割で小さくならないように。 

  

    財源について。キャンプ場使用料や、収穫体験料等から確保していく。

その場所でイベントを行うことにより、イベント料をとるなど。都会での気

軽な自然とのふれあい、満喫は、キャンプが一番です。 

  
    アンケートでも分かるように、関わりたい市民はたくさんいるはずで、周

知できるよう広報、ボランティアを活用予算を極力抑える。 

  
    緑の会によって、成果は出ていると思います。財源については工夫が必

要と思います。地域によって方法が違ってくる。 

  
    人材し市民のさらなる活用。財源は市民企業負担増で、土地の確保は

寄付などをうながす広報の拡大で。 

  

    何をするにもお金がかかると思います。成果を費用対で評価し、必要な

ものは増やし、制約できるものは押さえて下さい。小職を含め、高齢者

有志をボランティアに参加できるようにして、費用低減を図って下さい。 

  
    財源については、横浜みどり税だけでは不十分であり、市民の寄付、募

金の PR をもっとすべきだ。 

  

    財源が不足でしょうから、各木の各人の名前をつける（立木に自分の名

前をつけてもよいとして各自分の費用で植えてはどうですか。例えば将

来におじいさんの木だとして孫が何か面倒みてくれるのではないでしょう

か。 

  
    財源としては、今後市が主導して収穫体験や市民農園の募集を行い、

その税金のうちの数%を財源にとするのはどうだろうか？ 

  
    横浜市が所有する物件（未利用地、不活動物件、不良採算物件)等の処

分や組織のスリム化を進めて財源を確保する。 

  
    記念植樹公園墓地を開設し、永代植樹料、永代使用料、永代供養料な

どを区画の大きさで貸し出す。 

  
    財源は税金だけでなく体験ファームや木（果樹）の苗木の移植金などの

一部をもらうなど、いろいろな面から回収したらいかがですか。 

      みどりの財源は緑税の増税ではなく別な財源でお願いします。 

  

05.税の使途・情

報提供に関する

ご意見 

  

みどり税を使った施策は、バラマキにならないように使ってほしい。 

  
    市内の市民、企業より集めた税金の適した運用、さらなる明確化を期待

します。 

  

    財源（横浜みどり税）の使い道について、3 つの軸に対する使途はありま

すが、「相続の場合に対応した公有化など、樹林地、農地の保全」はど

の部分でいくらになるのかはっきり判りません。「使い道」として書かれて

いる以上、その内容は公表すべきと思います。 

      みどり税がどのように使われていくかくわしい内訳を知りたい(HP ではわ

からなかった）。例えばこのハガキがついていたパンフレットにどの位、

お金が使われているか。リサイクル紙を使われているわけでもなく、緑を
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守るということはエコにもむすびつくものではないでしょうか？それなの

にこのような立派なパンフレットは必要でしょうか？税金なのだから見直

しをするべきでは？ 

      もっと身近な所に財源を使ってほしい。 

  

    みどり税が納得できる使われ方をされているようには思えません。まと

まりのある森を次世代に継承できるような抜本的な使い方をして下さ

い。 

      花粉症防止の為、杉の伐採にも使って下さい。 

  

    市は緑税を徴収している上郷の緑は全面買取りの方針で重点と行合う

べきだ。配分後の権限が市に移ったからといって法の精神は守るべき

だ。上郷は緑を守るかどうかの関係を考えること。 

      みどり税を使って被災地支援をすべき。仮設住宅に花を植えるなど。 

  

    総事業費 500 億の部門別内訳みどり税内訳など具体的数値目標が要

（パブリックコメントのためには絶対的記載事項では）閲覧資料（24 年 6

月みどりアップ推進会議、P49 実績数値あって具体的）。 

  

    投資額(総事業費 500 億円)で得られる効果に関する貨幣評価手法の開

発及び試算をすべき 

平成 21 年度から住民税を上乗せ徴収し(横浜みどり税)、それを財源とし

つつ、この取組みは進められています。横浜みどり税の導入に際して

は、「経済状況が厳しい中、なぜ新たに横浜みどり税を実施するの

か？」等多くの指摘・批判がありました。 

近年、世界各地で、生物多様性の保全・回復への投資に対する効果を

貨幣評価する試みがなされています(注)。 

「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）[平成 21-25 年度]」の当初事

業費は約 600 億円、「これからの緑の取組[平成 26-30 年度]」(素案)の

総事業費は約 500 億円とされています。納税者に説明責任を負う立場と

して、このような多額にのぼる投資に対する効果を金額で示していくこと

も重要なことと考えます。 

生物多様性自治体ネットワークの代表都市として、投資効果の貨幣評

価手法の開発及びその試算について挑戦されることを期待致します。 

注: 生物多様性の保全・回復への投資に対する効果の貨幣評価の例 

・「生態系と生物多様性の経済学(The Economics of Ecosystems and 

Biodiversity、TEEB）」 

(http://www.iges.or.jp/jp/news/topic/1103teeb.html) 

  

     みどり税として市民からお金を使うのであれば、より積極的に市民の

声を反映していただきたい。そして特に若い世代や子供を持つ世帯の声

を聞き入れるようにして欲しい。（より先の未来をふまえた政策を作って

ほしいため） 

  

     「緑」が大切で、緑を保全していかなければならず、それに費用負担が

発生するのは当然であり、市民に問うまでもないと考えています。 

一方で、同封の資料に５年間（平成２６-３０年度）で５００億円の総事業

費と記載されています。 

その予算（５００億円）と緑の保全活動に要する「人的資源（リソース）」に

対するアンケートには、横浜市が抱える他の問題（医療・安全・教育・都

市開発・・・）と比較して、それだけの優先度があるかどうかを含めて把

握・検討しなければ、お答えしようがないと思います。 

「これからの緑の取り組み」に関する情報だけで、市民にアンケートを投

げかけても、それこそ「木を見て、森を見ず。」ではないでしょうか。 

厳しい意見かとは思いますが、皆様は市民の「税金」を預かり、その「税

金」を活かすことも、ムダ遣いすることもできる「お立場」である事を再認

頂き、日々のご公務にご尽力頂きたく、お願い致します。 

  

    慢性的な市の赤字財政にかんがみ、横浜市の予算を現存する緑地の

効果的な維持管理と、より多くの緑地の購入に重点的に充てていただき

たい。 

かつて、いたち川を親水護岸に改修し、上流部では川の中に飛び石を

配するなど相当のお金を費やしたが、市民の十分な活用はなく維持管

理も行き届いていない。また、散策路の不必要な箇所に設けられた柵や

立派すぎるテーブル・椅子など他市と比べると財政内容に不相応なお金

の使われ方が見受けられる。 
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    イベントの中味は十分吟味してお金を使ってもらいたい。個人的にはイ

ベントの効果はあまりないと思っている。 

      街の花屋さんにも助成してほしい。あるだけで、賑わいが生まれます。 

      被災地支援につながるお金の使い方をしてほしい。 

  

    農業体験できるところを作る計画は賛成だが、あまりにその予算が少な

すぎる。せめて、計画の１０倍くらいないと、ほんの一握りの人しか恩恵

にあずからないと思う。 

  
    横浜みどり税の有効かつ多様な利用を推進してはどうでしょうか？次世

代に受け継ぐ環境未来都市を目ざして！！ 

      「緑税」の一部を予算化して定期的に（年 4 回）季節の花を植え込む。 

      みどりアップ税が実感できる事業へ支援。 

  

    緑被率３０％を切った横浜市としては、緑関連の財源を最大限有効に使

うべきであり、いつでもできるバラマキ的な総花案は控えて、大きな財源

が必要な緑地（土地）の確保に集中的に取り組むべきではないでしょう

か？もったいないと思います。 

  

06.その他のご意

見 

  横浜みどり税に対する理解はどの程度のものなのでしょうか。決まった

のだから仕方がないと考えられているとしたら、市民の側の意識の問題

だと思います。 

  

    財源をいかに確保していくか大きな課題と思われます。市民の理解を得

るために哲学とか理念が必要で、参考のため、みどり政策調整担当の

方と「ドイツ林業の関する資料」を届けさせていただきます（僭越です

が）。 

      土地所有者の理解と協力が一番の財源ではないのか。 

  
    税金の無駄遣いだけは止めてほしいアベノミクスなら税金の無駄はよ

い、はおかしい。 

  

    ２６－３０年度計画にみどり税についての記載がないようですが、どうい

うことなのでしょうか？ 

 金沢区においては、２６－３０年度において、長浜地区の返還後の公

園整備が、大変大きな事業となっています。 

素案の中には、まったく記載がないように思われます。 

国の事業なので、横浜市としては立ち入れないのでしょうか。 

金沢区住民としては、みどり税を継続するなら返還後の整備事業を組み

入れていただけるといいと考えます。（目玉事業です） 

  
    事業によって資金の割り当てがあるとも思います。事業での資金の流動

をした方が良いと思います。 

  

    お花見や緑の季節を迎えてまわりの公園や森の美しさは、日夜、管理し

ている人がいるからと感謝すると共に、横浜からみどりをこれ以上なくさ

ないよう頑張っているみどり税のありがたさを想い、近くに農家の野菜の

とりたても買え、四季の旬のとれたて野菜を味わえる事も、農地が守ら

れるのを知りました。 

08.その他 
    「自然と人間とは別格でなく、人間は自然の一部である」という基本的な

認識、考え方の啓発が必要である。 

  
    自治会として、行っていますが、大変好評ですので今後も続けてほしい

です。 

  

    金沢区在住の為。長浜の返還地は金沢区民（地元）の意見も十分に集

めて将来にわたり、意味を持つ利用を計って頂きたい。人も減る訳だか

らまちがっても宅地開発など部分的にせよせぬ様に願っています。たの

みますよ！ 

      害獣（ハクビシン、アライグマ、カラス）の駆除。 

  
    省エネ対策としてヒートポンプを導入致しましたがどの位節約出来た

か？ 

      比較的小さな林でも小さな森にできたらいいですね。 

  
    緑政策調整担当の方が 2・3 回見に来られたが、その後なんの連絡もな

い。 

      農地が法律を変えるのが先できないか。 

  
    「公」という立場でしっかりやってもらいたい。税金で給料が出ている事も

十二分に自覚して下さい。 

      今は部材が大変高い為、助かりました。 
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      新しい設備を取り入れることができました。 

      緑の研究所のような施設が横浜にもあるといい。 

      福祉特別乗車券は不公平である。ただちにやめるべき。 

  
    私達老人会では公園や農地の周りに花を植えたり、種をまいたりして景

観を良くする活動をしています。 

  

    東京・大阪・名古屋と転勤で住みましたが、緑の無さを感じたのは、大阪

です。東京は、大都市の割には、緑があり、それを維持する努力を感じ

ます。 

      都市の中に緑地は絶対に必要です。 

  

    地産地消【環境共生資源循環型社会】の観点から、これまで６年間の実

証評価を続けてきました『生ゴミ液肥化システムによるみどりアップ案』

を提案。 

『生ゴミ液肥化システム』により、生ゴミ収集焼却コスト（800 円/月・世帯）

が減額でき、財政の健全化も図れる。 

      外来動物（台湾リス）等の減少方向へ対応してもらいたい。 

 



お問合せ
横浜市 環境創造局 政策調整部 政策課 みどり政策調整担当（関内中央ビル6階）
電話：045-671-4214　 FAX：045-641-3490　Email：ks-mimiplan@city.yokohama.jp
〒231-0017 横浜市中区港町1-1

5 6 1

ご意見の提出方法

募集期間　平成25年4月5日（金）～5月7日（火）

郵送

これからの緑の取組 ［平成26-30年度］（素案）は次の場所で閲覧できます

素案策定までの経緯については、環境創造局のウェブサイトで公開しています
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/green/

　このパンフレットに付属しているハガキにご記入いただき、５月７日までに郵便ポストにご投函ください。
切手は不要です。

ＦＡＸ ＦＡＸ番号： 045-641-3490

宛先： ks-mimiplan@city.yokohama.jp

　付属のハガキに記載されている項目についてのご意見と、あなたの情報（お住まいの市・区、年齢、性別）に
ついてお書きいただき、上の番号あてにお送りください。

Ｅメール
　付属のハガキに記載されている項目についてのご意見と、あなたの情報（お住まいの市・区、年齢、性別）に
ついてお書きいただき、件名に「素案への意見」と明記してお送りください。

❶各区役所の広報相談係　❷市民情報センター（市庁舎１階）
❸環境創造局政策課　　　❹環境創造局のウェブサイト　http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/green/

〇横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）
〇横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）３か年の事業・取組の評価・検証
〇横浜市環境創造審議会からの答申『緑施策の重点取組について』
〇横浜の緑に関する市民意識調査・土地所有者意識調査の結果

　緑の保全・創造に継続的に取り
組むための安定的な財源として、
平成21年度から「横浜みどり税」
を市民の皆様にご負担いただい
ています。横浜みどり税は、平成
21～25年度までの計画である

「横浜みどりアップ計画（新規・拡
充施策）」の費用の一部に活用し
ています。

横浜みどり税の使い道は？

税額について
＜個人＞
市民税の均等割に年間900円（月額にすると75円）を上乗せ（平成25年度課税分まで）
※所得が一定金額以下で市民税均等割が課税されない方を除きます。  
＜法人＞
市民税の年間均等割額の９％相当額を上乗せ（平成21年４月１日～平成26年３月31日の間に開
始する事業年度分） 
※ただし、法人税割が課税されない場合には、「横浜みどり税」の対象となりません。

●相続の場合などに対応した公有地化など、樹林地・農地の保全　●市民が身近に緑を実感するこ
とができるような緑化の推進　●樹林地の維持管理の充実による緑の質の向上　●ボランティア
など市民参画の促進につながる事業　●相続などの場合に対応した公有地化など、樹林地・農地
の保全　など

横浜みどりアップ計画(新規・拡充施策)の主な成果〈平成21～23年度〉

　横浜市は大都市でありながら、市民生活の身近な場所に豊かな緑の環境があります。こ
の緑の環境を後世に引き継いでいくため、本市では平成21年度から「横浜みどりアップ計
画（新規・拡充施策）」に基づく取組を、市民の皆様とともに進めてきました。この計画には、

「樹林地を守る」「農地を守る」「緑をつくる」の３つの柱があり、費用の一部に市民の皆様に
ご負担いただいている横浜みどり税を活用しています。

　「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」は平成25年度までの計画ですが、緑の保全や
創造には継続的に取り組むことが重要です。そこで本市では、これまでの成果や課題、市民
意識調査や土地所有者意識調査の結果などを踏まえ、これからの緑の取組［平成26-30年
度］（素案）をまとめました。この素案について市民の皆様からいただくご意見を、取組に生
かしていきます。

募集期間　平成25年4月5日（金）～5月7日（火）

●市民協働による緑地
　維持管理事業
　9か所で実施
●森の楽しみづくり事業
　森の恵み塾149回開催

など全14事業

そ の 他 の 取 組

●収穫体験農園の開設
　支援事業
　63か所で支援
●農地流動化促進事業
　新規の農地貸借15.6ha

など全20事業

そ の 他 の 取 組

●校庭・園庭98か所を
　芝生化
●民有地緑化助成事業
　屋上緑化助成40件

など全8事業

そ の 他 の 取 組

新たに310haの樹林地
を守り、樹林地の減少傾向
が鈍化

110haの水田を保全
地域で緑を育む取組を12地区で支援

樹林地を守る 取組

緑をつくる 取組
農地を守る 取組

200（ha)

守られた樹林地面積の推移 H21～23実績：310ha
H25までの目標：1,119ha

樹林地の減少傾向の推移

100

-50
-61 -54

-13 -16 -7

-100

0

0
H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

平均約20ha／年

平均約100ha／年

市街化区域 市街化調整区域

87.8
117.5 104.6

樹林地の
減少傾向が
鈍化！

計画開始前の約5倍の
スピードで守りました

約20ha/年
→約100ha/年

（固定資産税の課税対象となる
土地面積から算出した参考値）

これまで守った樹林地の
一部を買取：61ha
（H21～23実績）

-43 -41 -36
横浜公園
約50個分！

これからの緑の取組［平成26-30年度］（素案）について
市民の皆様のご意見を募集します

みどりアップ
計画期間

1

横浜みどり税も活用し、緑を守り・
つくり・育む取組が進んでいます

横浜みどり税とは

新たに守った
樹林地面積

これまでの
取組

これからの
緑の取組

➡市民意見募集のページへ

横浜市水と緑の基本計画とは？
　横浜らしい水・緑環境の実現を目指し、取り組むべき内容
をまとめた計画です（都市緑地法に基づく）。そのうち、特に
重点を置いて取り組む内容をまとめたのが「これからの緑
の取組[平成26-30年度](素案)」です。

横浜市水と緑の基本計画（平成18～37年度）
◆重点的な取組

これからの緑の取組
[平成26-30年度]

横浜みどりアップ計画
（新規・拡充施策）
[平成21-25年度]

このパンフレットはこの
取組の「素案」概要です

市民意見募集

平成26年3月（予定）   これからの緑の取組[平成26-30年度]策定
             4月（予定）   これからの緑の取組[平成26-30年度]スタート

平成24年７～８月
横浜の緑に関する
市民意識調査、
土地所有者意識調査

平成24年12月
横浜市環境創造審議会か
ら「緑施策の重点取組につ
いて」答申

平成21年４月　横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）開始
　　　　　　　横浜みどり税条例施行

平成25年3月 これからの緑の取組（素案）[平成26-30年度] 策定

  ・街の賑わいや魅力創出のため、多くの市民や観光客が訪れる都心臨海部を緑や花で彩
　ります。
  ・市民に身近な、学校や区役所などの公共施設で率先して緑を創出します。
  ・緑を創出する市民や事業者の皆様の取組を支援します。

市民が「実感できる」緑を創出します

公園で、新たな取組を始めます
  ・公園内のまとまった森で、生物多様性などに配慮した維持管理を行います。
  ・緑の少ない都心部など多くの市民の目にふれる場所で、国や市などが持っている土地
　の利用形態が変更になる機会に用地を確保し、緑豊かな公園を整備します。

横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）で成果の出ている取組を継続・
発展させます
  ・樹林地や農地など、緑を守る取組を継続して進め、緑の減少に歯止めをかけます。
  ・森の維持管理や地域での緑の創出など、市民や事業者の皆様と進めている協働の取組
　を充実させます。

  ・「農にふれたい」という声に応え、様々なニーズに合わせた農園の開設や、地産地消を
　広げる取組を進めます。

市民と農の関わりを深める取組を展開します

  ・総事業費は、平成21～23年度までの取組の実績などをもとに、概ねの費用を算出しま
　した。
  ・平成26～30年度の事業量は、市民意見募集の結果などを踏まえて検討していきます。
  ・横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）[平成21-25年度]の当初事業費は、約600億　
　円（※)です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　※平成21年4月時点。財源の内訳は国費、市債、市税など

これからの緑の取組[平成26-30年度](素案)の総事業費は約500億円です

これまでの経緯と今後のスケジュール

平成24年６月
横浜みどりアップ計画（新
規・拡充施策）３か年の事
業・取組の評価・検証

これからの緑の取組[平成26-30年度]（素案）の特徴



横浜の緑の課題

課題❶ 樹林地の減少傾向は鈍化していますが、
          緑を守る取組は、まだ必要です

課題❸ 「緑と関わりたい」と考える市民が増えています

課題❷ 緑の「質」を高める必要性が高まって
          います

　平成23年度までの取組により、樹林地の減少傾向は鈍化
しています。しかし、樹林地の多くは民有地で、緑地保全制
度（下欄参照）により守られていない樹林地が多くあること
から、今後、これらが失われる可能性があります。

　樹林地をお持ちの方と市との保全契約などにより、樹
林地を守る制度です。市は、樹林地をお持ちの方と相談
し、保全する場所を指定します。
　緑地保全制度にはいくつかの種類があり、相続など
の場合に、市が買取希望に対応する制度もあります。

　「農」とのふれあいなど、自然や緑と関わりながら暮らしたいと考える市民が増えています。地域で緑を育むことは、
コミュニティ醸成にもつながります。市民が緑に関わる機会を増やすことが求められています。

　生物多様性の保全が求められています。また、街の賑
わいや魅力づくりにつながる緑の創出も必要です。緑に
期待される多様な役割が発揮されるような環境を整えて
いく必要があります。

写真左：手入れがされていない森
写真右：森の維持管理の様子

▲市民が「農」に関して、現在行っていること、今後行ってみたいこと
（横浜の緑に関する市民意識調査：平成24年7月）▲地域で緑を育む活動

▲守っていく樹林地の面積と
制度で守られた樹林地面積の推移

横浜の農産物を買うなどの地産地消

0% 25% 50% 75% 100%

イチゴ狩りや芋掘りなどの収穫体験
市民農園など、一年を通して野菜の栽培

谷戸や里山を守る活動
ボランティアなどによる農家の支援
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※平成24年度以降の数値は見込み値です
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守っていく樹林地の面積（推計）

緑地保全制度で守られた樹林地の面積※

緑地保全制度で
守られていない
樹林地

緑 地 保 全 制 度 と は ？

【法に基づく制度】
特別緑地保全地区、近郊緑地特別保全地区

【条例に基づく制度】
市民の森、緑地保存地区、源流の森保存地区など

市民の森

特別緑地保全地区

　所有者のご協力のもと、緑地を保全する
とともに市民の憩いの場として利用させて
いただく制度です。この制度に指定される
と、固定資産税の減免などを受けられます。

　まとまりのある貴重な緑地を、都
市計画により永続的に保全します。こ
の制度に指定されると、相続税が評
価減となるなどの優遇があります。

代表的な
制度の特徴
　土地をお持ちの方の負担
を軽減しながら樹林地を守
ります。

現在行っている
今後行ってみたい

▶豊かな緑を身近に感
じることができ、賑わい
のある空間

これからの緑の取組[平成26-30年度] （素案）の概要
　緑とともにある暮らしの豊かさを次世代に引き継ぐため、これからの緑の取組[平成26-30
年度]では、これまでの取組の成果や横浜の緑の課題を踏まえて、取組の理念と目標を次のよ
うに定め、市民や事業者の皆様とも連携しながら、その実現を目指します。

緑の減少に歯止めをかけ、総量の維持を目指します
緑地保全制度の指定により保全される樹林地が増加、水田の保全面積が増加、市街地で緑を創出する取組が進展　など

地域特性に応じた緑の保全・創出・維持管理の充実により緑の質を高めます
森の保全管理など生物多様性に配慮した取組の進展、緑や花の創出により街の魅力・賑わいが向上　など

市民と緑との関わりを増やし、緑とともにある豊かな暮らしを実現します
森に関わるイベントや農作物の収穫体験、地域の緑化活動など、市民や事業者の皆様が緑に関わる機会が増加　など

取組の理念：みんなで育む みどり豊かな美しい街 横浜

　森（樹林地）の多様な役割に配慮しながら、緑のつながりの拠点となるまと
まりのある森を重点的に保全するとともに、保全された森を市民や事業者の
皆様とともに育み、次世代に継承します。

取組の柱
市民とともに次世代につなぐ森を育む

三保・新治地区のまとまりのある森

森づくりボランティアによる活動

森に関わるイベント

・樹林地 500ha を新たに保全
・生物多様性・安全性に配慮した森づくり
・森に関わるイベント開催 180 回

５か年の
主な取組

❶緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り
  ・樹林地500haを、緑地保全制度により新たに指定して保全
  ・所有者の相続などの場合に、市が樹林地を買取り（108haを想定）
  ・保全した樹林地を対象に、散策路などを整備

施策１ 樹林地の確実な保全の推進

❷生物多様性・安全性に配慮した森づくり
  ・生物多様性や安全性に配慮し、森づくりガイドライン等を活用した樹林地（市
　民の森や都市公園内のまとまった森）の維持管理を推進
  ・緑地保全制度により指定した樹林地（民有地）の維持管理作業を支援
  ・防災性や安全性向上のため、生物多様性にも配慮した法面整備を実施
❸森を育む人材の育成
  ・森づくりに取り組む団体やボランティアの活動を支援

施策２ 良好な森を育成する取組の推進

❹市民が森に関わるきっかけづくり
  ・森に関わるきっかけとなるイベントを180回開催
  ・市民の森のマップを作成・配布
  ・市民が森について理解を深められるよう、ウェルカムセンター５館を運営

施策３ 森と市民とをつなげる取組を推進

3

横浜公園
約80個分！

取 

組 

一 

覧

1

　取組の内容を、様々な手法を用いて市民の皆様にお知らせする
とともに、緑に関わる活動に参加するきっかけを提供します。

効果的な広報の展開   効果的な広報の展開
  ・広報よこはまや、ソーシャルメディアな
　ど多様な媒体を活用した広報を展開

５
か
年
の
目
標

　街の魅力を高め賑わいづくりにつながる緑や地域の緑、街路樹などの緑の
創出に、緑のネットワーク形成も念頭において取り組みます。また、地域で緑を
創出・継承する市民や事業者の皆様の取組を支援します。

取組の柱
市民が実感できる緑をつくる

華やぎのある緑と花の空間

・民有地における緑化の助成 65 件
・市民協働による緑のまちづくり 49 地区
・都心臨海部での緑や花による賑わい創出

５か年の
主な取組

❶民有地での緑の創出
  ・緑化の助成65件、人生記念樹40,000本の配布などにより民有地で緑を創出
❷公共施設・公有地での緑の創出
  ・公共施設・公有地58か所で率先して緑を創出するほか、各区の代表的な街
　路樹を良好に育む取組を推進

施策１ 市民が実感できる緑を創出する取組の推進

❸市民協働による緑のまちづくり
  ・住宅地、オフィス街など49地区で、地域にふさわしい緑を創出
❹子どもを育む空間での緑の創出
  ・保育園、幼稚園、小中学校合わせて100か所で芝生や花壇などの緑を創出
❺緑や花による魅力・賑わいの創出
  ・都心臨海部において、緑と花による魅力づくりを集中的に展開

施策２ 緑を楽しむ市民の盛り上がりを醸成する取組の推進

取 
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覧

3

賑わう緑の空間

季節ごとに美しい景観をつくる街路樹

2 3 4

　景観や生物多様性の保全など農地が持つ環境面での役割に着目した取組、
地産地消や農体験の場の創出など、市民の皆様と農の関わりを深める取組を
展開します。

取組の柱
市民が身近に農を感じる場をつくる

谷戸の農景観

気軽に楽しめる収穫体験

はまふぅどコンシェルジュの育成講座

・水田を125ha保全
・市民が楽しめる農園を 25.8ha 開設
・市民や企業と連携した地産地消の展開

５か年の
主な取組

❶良好な農景観の保全
  ・10年間の作付継続を条件に奨励金を交付し、水田を 125ha 保全
  ・農地の周りへの花木の植栽など、農景観を良好に維持する取組を支援
  ・市の仲介などにより、多様な主体による農地の利用を促進（80ha）
❷農とふれあう場づくり
  ・収穫体験ができる農園など様々な市民ニーズに合わせた農園を25.8ha開設
  ・横浜ふるさと村や恵みの里で農体験教室などを500回開催

施策１ 農に親しむ取組の推進

❸身近に感じる地産地消の推進
  ・直売所や農産物加工所52か所の整備支援や、情報誌等で地産地消の取組をPR
❹市民や企業と連携した地産地消の展開
  ・地産地消を広げる人材(はまふぅどコンシェルジュ）の育成、活動の支援（100件）
  ・企業等と連携した地産地消の取組50件を実施

施策２ 地産地消の推進

取 

組 

一 

覧

22



横浜の緑の課題

課題❶ 樹林地の減少傾向は鈍化していますが、
          緑を守る取組は、まだ必要です

課題❸ 「緑と関わりたい」と考える市民が増えています

課題❷ 緑の「質」を高める必要性が高まって
          います

　平成23年度までの取組により、樹林地の減少傾向は鈍化
しています。しかし、樹林地の多くは民有地で、緑地保全制
度（下欄参照）により守られていない樹林地が多くあること
から、今後、これらが失われる可能性があります。

　樹林地をお持ちの方と市との保全契約などにより、樹
林地を守る制度です。市は、樹林地をお持ちの方と相談
し、保全する場所を指定します。
　緑地保全制度にはいくつかの種類があり、相続など
の場合に、市が買取希望に対応する制度もあります。

　「農」とのふれあいなど、自然や緑と関わりながら暮らしたいと考える市民が増えています。地域で緑を育むことは、
コミュニティ醸成にもつながります。市民が緑に関わる機会を増やすことが求められています。

　生物多様性の保全が求められています。また、街の賑
わいや魅力づくりにつながる緑の創出も必要です。緑に
期待される多様な役割が発揮されるような環境を整えて
いく必要があります。

写真左：手入れがされていない森
写真右：森の維持管理の様子

▲市民が「農」に関して、現在行っていること、今後行ってみたいこと
（横浜の緑に関する市民意識調査：平成24年7月）▲地域で緑を育む活動

▲守っていく樹林地の面積と
制度で守られた樹林地面積の推移

横浜の農産物を買うなどの地産地消

0% 25% 50% 75% 100%

イチゴ狩りや芋掘りなどの収穫体験
市民農園など、一年を通して野菜の栽培

谷戸や里山を守る活動
ボランティアなどによる農家の支援

27.4

33.418.2

54.8

32.4

3,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25
（年度）

※平成24年度以降の数値は見込み値です

(ha)
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守っていく樹林地の面積（推計）

緑地保全制度で守られた樹林地の面積※

緑地保全制度で
守られていない
樹林地

緑 地 保 全 制 度 と は ？

【法に基づく制度】
特別緑地保全地区、近郊緑地特別保全地区

【条例に基づく制度】
市民の森、緑地保存地区、源流の森保存地区など

市民の森

特別緑地保全地区

　所有者のご協力のもと、緑地を保全する
とともに市民の憩いの場として利用させて
いただく制度です。この制度に指定される
と、固定資産税の減免などを受けられます。

　まとまりのある貴重な緑地を、都
市計画により永続的に保全します。こ
の制度に指定されると、相続税が評
価減となるなどの優遇があります。

代表的な
制度の特徴
　土地をお持ちの方の負担
を軽減しながら樹林地を守
ります。

現在行っている
今後行ってみたい

▶豊かな緑を身近に感
じることができ、賑わい
のある空間

これからの緑の取組[平成26-30年度] （素案）の概要
　緑とともにある暮らしの豊かさを次世代に引き継ぐため、これからの緑の取組[平成26-30
年度]では、これまでの取組の成果や横浜の緑の課題を踏まえて、取組の理念と目標を次のよ
うに定め、市民や事業者の皆様とも連携しながら、その実現を目指します。

緑の減少に歯止めをかけ、総量の維持を目指します
緑地保全制度の指定により保全される樹林地が増加、水田の保全面積が増加、市街地で緑を創出する取組が進展　など

地域特性に応じた緑の保全・創出・維持管理の充実により緑の質を高めます
森の保全管理など生物多様性に配慮した取組の進展、緑や花の創出により街の魅力・賑わいが向上　など

市民と緑との関わりを増やし、緑とともにある豊かな暮らしを実現します
森に関わるイベントや農作物の収穫体験、地域の緑化活動など、市民や事業者の皆様が緑に関わる機会が増加　など

取組の理念：みんなで育む みどり豊かな美しい街 横浜

　森（樹林地）の多様な役割に配慮しながら、緑のつながりの拠点となるまと
まりのある森を重点的に保全するとともに、保全された森を市民や事業者の
皆様とともに育み、次世代に継承します。

取組の柱
市民とともに次世代につなぐ森を育む

三保・新治地区のまとまりのある森

森づくりボランティアによる活動

森に関わるイベント

・樹林地 500ha を新たに保全
・生物多様性・安全性に配慮した森づくり
・森に関わるイベント開催 180 回

５か年の
主な取組

❶緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り
  ・樹林地500haを、緑地保全制度により新たに指定して保全
  ・所有者の相続などの場合に、市が樹林地を買取り（108haを想定）
  ・保全した樹林地を対象に、散策路などを整備

施策１ 樹林地の確実な保全の推進

❷生物多様性・安全性に配慮した森づくり
  ・生物多様性や安全性に配慮し、森づくりガイドライン等を活用した樹林地（市
　民の森や都市公園内のまとまった森）の維持管理を推進
  ・緑地保全制度により指定した樹林地（民有地）の維持管理作業を支援
  ・防災性や安全性向上のため、生物多様性にも配慮した法面整備を実施
❸森を育む人材の育成
  ・森づくりに取り組む団体やボランティアの活動を支援

施策２ 良好な森を育成する取組の推進

❹市民が森に関わるきっかけづくり
  ・森に関わるきっかけとなるイベントを180回開催
  ・市民の森のマップを作成・配布
  ・市民が森について理解を深められるよう、ウェルカムセンター５館を運営

施策３ 森と市民とをつなげる取組を推進

3

横浜公園
約80個分！
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覧

1

　取組の内容を、様々な手法を用いて市民の皆様にお知らせする
とともに、緑に関わる活動に参加するきっかけを提供します。

効果的な広報の展開   効果的な広報の展開
  ・広報よこはまや、ソーシャルメディアな
　ど多様な媒体を活用した広報を展開

５
か
年
の
目
標

　街の魅力を高め賑わいづくりにつながる緑や地域の緑、街路樹などの緑の
創出に、緑のネットワーク形成も念頭において取り組みます。また、地域で緑を
創出・継承する市民や事業者の皆様の取組を支援します。

取組の柱
市民が実感できる緑をつくる

華やぎのある緑と花の空間

・民有地における緑化の助成 65 件
・市民協働による緑のまちづくり 49 地区
・都心臨海部での緑や花による賑わい創出

５か年の
主な取組

❶民有地での緑の創出
  ・緑化の助成65件、人生記念樹40,000本の配布などにより民有地で緑を創出
❷公共施設・公有地での緑の創出
  ・公共施設・公有地58か所で率先して緑を創出するほか、各区の代表的な街
　路樹を良好に育む取組を推進

施策１ 市民が実感できる緑を創出する取組の推進

❸市民協働による緑のまちづくり
  ・住宅地、オフィス街など49地区で、地域にふさわしい緑を創出
❹子どもを育む空間での緑の創出
  ・保育園、幼稚園、小中学校合わせて100か所で芝生や花壇などの緑を創出
❺緑や花による魅力・賑わいの創出
  ・都心臨海部において、緑と花による魅力づくりを集中的に展開

施策２ 緑を楽しむ市民の盛り上がりを醸成する取組の推進
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賑わう緑の空間

季節ごとに美しい景観をつくる街路樹

2 3 4

　景観や生物多様性の保全など農地が持つ環境面での役割に着目した取組、
地産地消や農体験の場の創出など、市民の皆様と農の関わりを深める取組を
展開します。

取組の柱
市民が身近に農を感じる場をつくる

谷戸の農景観

気軽に楽しめる収穫体験

はまふぅどコンシェルジュの育成講座

・水田を125ha保全
・市民が楽しめる農園を 25.8ha 開設
・市民や企業と連携した地産地消の展開

５か年の
主な取組

❶良好な農景観の保全
  ・10年間の作付継続を条件に奨励金を交付し、水田を 125ha 保全
  ・農地の周りへの花木の植栽など、農景観を良好に維持する取組を支援
  ・市の仲介などにより、多様な主体による農地の利用を促進（80ha）
❷農とふれあう場づくり
  ・収穫体験ができる農園など様々な市民ニーズに合わせた農園を25.8ha開設
  ・横浜ふるさと村や恵みの里で農体験教室などを500回開催

施策１ 農に親しむ取組の推進

❸身近に感じる地産地消の推進
  ・直売所や農産物加工所52か所の整備支援や、情報誌等で地産地消の取組をPR
❹市民や企業と連携した地産地消の展開
  ・地産地消を広げる人材(はまふぅどコンシェルジュ）の育成、活動の支援（100件）
  ・企業等と連携した地産地消の取組50件を実施

施策２ 地産地消の推進
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横浜の緑の課題

課題❶ 樹林地の減少傾向は鈍化していますが、
          緑を守る取組は、まだ必要です

課題❸ 「緑と関わりたい」と考える市民が増えています

課題❷ 緑の「質」を高める必要性が高まって
          います

　平成23年度までの取組により、樹林地の減少傾向は鈍化
しています。しかし、樹林地の多くは民有地で、緑地保全制
度（下欄参照）により守られていない樹林地が多くあること
から、今後、これらが失われる可能性があります。

　樹林地をお持ちの方と市との保全契約などにより、樹
林地を守る制度です。市は、樹林地をお持ちの方と相談
し、保全する場所を指定します。
　緑地保全制度にはいくつかの種類があり、相続など
の場合に、市が買取希望に対応する制度もあります。

　「農」とのふれあいなど、自然や緑と関わりながら暮らしたいと考える市民が増えています。地域で緑を育むことは、
コミュニティ醸成にもつながります。市民が緑に関わる機会を増やすことが求められています。

　生物多様性の保全が求められています。また、街の賑
わいや魅力づくりにつながる緑の創出も必要です。緑に
期待される多様な役割が発揮されるような環境を整えて
いく必要があります。

写真左：手入れがされていない森
写真右：森の維持管理の様子

▲市民が「農」に関して、現在行っていること、今後行ってみたいこと
（横浜の緑に関する市民意識調査：平成24年7月）▲地域で緑を育む活動

▲守っていく樹林地の面積と
制度で守られた樹林地面積の推移

横浜の農産物を買うなどの地産地消

0% 25% 50% 75% 100%

イチゴ狩りや芋掘りなどの収穫体験
市民農園など、一年を通して野菜の栽培

谷戸や里山を守る活動
ボランティアなどによる農家の支援

27.4

33.418.2

54.8

32.4

3,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25
（年度）

※平成24年度以降の数値は見込み値です

(ha)

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

30.7

20.8

1.4
6.5

2.4

守っていく樹林地の面積（推計）

緑地保全制度で守られた樹林地の面積※

緑地保全制度で
守られていない
樹林地

緑 地 保 全 制 度 と は ？

【法に基づく制度】
特別緑地保全地区、近郊緑地特別保全地区

【条例に基づく制度】
市民の森、緑地保存地区、源流の森保存地区など

市民の森

特別緑地保全地区

　所有者のご協力のもと、緑地を保全する
とともに市民の憩いの場として利用させて
いただく制度です。この制度に指定される
と、固定資産税の減免などを受けられます。

　まとまりのある貴重な緑地を、都
市計画により永続的に保全します。こ
の制度に指定されると、相続税が評
価減となるなどの優遇があります。

代表的な
制度の特徴
　土地をお持ちの方の負担
を軽減しながら樹林地を守
ります。

現在行っている
今後行ってみたい

▶豊かな緑を身近に感
じることができ、賑わい
のある空間

これからの緑の取組[平成26-30年度] （素案）の概要
　緑とともにある暮らしの豊かさを次世代に引き継ぐため、これからの緑の取組[平成26-30
年度]では、これまでの取組の成果や横浜の緑の課題を踏まえて、取組の理念と目標を次のよ
うに定め、市民や事業者の皆様とも連携しながら、その実現を目指します。

緑の減少に歯止めをかけ、総量の維持を目指します
緑地保全制度の指定により保全される樹林地が増加、水田の保全面積が増加、市街地で緑を創出する取組が進展　など

地域特性に応じた緑の保全・創出・維持管理の充実により緑の質を高めます
森の保全管理など生物多様性に配慮した取組の進展、緑や花の創出により街の魅力・賑わいが向上　など

市民と緑との関わりを増やし、緑とともにある豊かな暮らしを実現します
森に関わるイベントや農作物の収穫体験、地域の緑化活動など、市民や事業者の皆様が緑に関わる機会が増加　など

取組の理念：みんなで育む みどり豊かな美しい街 横浜

　森（樹林地）の多様な役割に配慮しながら、緑のつながりの拠点となるまと
まりのある森を重点的に保全するとともに、保全された森を市民や事業者の
皆様とともに育み、次世代に継承します。

取組の柱
市民とともに次世代につなぐ森を育む

三保・新治地区のまとまりのある森

森づくりボランティアによる活動

森に関わるイベント

・樹林地 500ha を新たに保全
・生物多様性・安全性に配慮した森づくり
・森に関わるイベント開催 180 回

５か年の
主な取組

❶緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り
  ・樹林地500haを、緑地保全制度により新たに指定して保全
  ・所有者の相続などの場合に、市が樹林地を買取り（108haを想定）
  ・保全した樹林地を対象に、散策路などを整備

施策１ 樹林地の確実な保全の推進

❷生物多様性・安全性に配慮した森づくり
  ・生物多様性や安全性に配慮し、森づくりガイドライン等を活用した樹林地（市
　民の森や都市公園内のまとまった森）の維持管理を推進
  ・緑地保全制度により指定した樹林地（民有地）の維持管理作業を支援
  ・防災性や安全性向上のため、生物多様性にも配慮した法面整備を実施
❸森を育む人材の育成
  ・森づくりに取り組む団体やボランティアの活動を支援

施策２ 良好な森を育成する取組の推進

❹市民が森に関わるきっかけづくり
  ・森に関わるきっかけとなるイベントを180回開催
  ・市民の森のマップを作成・配布
  ・市民が森について理解を深められるよう、ウェルカムセンター５館を運営

施策３ 森と市民とをつなげる取組を推進

3

横浜公園
約80個分！
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　取組の内容を、様々な手法を用いて市民の皆様にお知らせする
とともに、緑に関わる活動に参加するきっかけを提供します。

効果的な広報の展開   効果的な広報の展開
  ・広報よこはまや、ソーシャルメディアな
　ど多様な媒体を活用した広報を展開

５
か
年
の
目
標

　街の魅力を高め賑わいづくりにつながる緑や地域の緑、街路樹などの緑の
創出に、緑のネットワーク形成も念頭において取り組みます。また、地域で緑を
創出・継承する市民や事業者の皆様の取組を支援します。

取組の柱
市民が実感できる緑をつくる

華やぎのある緑と花の空間

・民有地における緑化の助成 65 件
・市民協働による緑のまちづくり 49 地区
・都心臨海部での緑や花による賑わい創出

５か年の
主な取組

❶民有地での緑の創出
  ・緑化の助成65件、人生記念樹40,000本の配布などにより民有地で緑を創出
❷公共施設・公有地での緑の創出
  ・公共施設・公有地58か所で率先して緑を創出するほか、各区の代表的な街
　路樹を良好に育む取組を推進

施策１ 市民が実感できる緑を創出する取組の推進

❸市民協働による緑のまちづくり
  ・住宅地、オフィス街など49地区で、地域にふさわしい緑を創出
❹子どもを育む空間での緑の創出
  ・保育園、幼稚園、小中学校合わせて100か所で芝生や花壇などの緑を創出
❺緑や花による魅力・賑わいの創出
  ・都心臨海部において、緑と花による魅力づくりを集中的に展開

施策２ 緑を楽しむ市民の盛り上がりを醸成する取組の推進
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賑わう緑の空間

季節ごとに美しい景観をつくる街路樹

2 3 4

　景観や生物多様性の保全など農地が持つ環境面での役割に着目した取組、
地産地消や農体験の場の創出など、市民の皆様と農の関わりを深める取組を
展開します。

取組の柱
市民が身近に農を感じる場をつくる

谷戸の農景観

気軽に楽しめる収穫体験

はまふぅどコンシェルジュの育成講座

・水田を125ha保全
・市民が楽しめる農園を 25.8ha 開設
・市民や企業と連携した地産地消の展開

５か年の
主な取組

❶良好な農景観の保全
  ・10年間の作付継続を条件に奨励金を交付し、水田を 125ha 保全
  ・農地の周りへの花木の植栽など、農景観を良好に維持する取組を支援
  ・市の仲介などにより、多様な主体による農地の利用を促進（80ha）
❷農とふれあう場づくり
  ・収穫体験ができる農園など様々な市民ニーズに合わせた農園を25.8ha開設
  ・横浜ふるさと村や恵みの里で農体験教室などを500回開催

施策１ 農に親しむ取組の推進

❸身近に感じる地産地消の推進
  ・直売所や農産物加工所52か所の整備支援や、情報誌等で地産地消の取組をPR
❹市民や企業と連携した地産地消の展開
  ・地産地消を広げる人材(はまふぅどコンシェルジュ）の育成、活動の支援（100件）
  ・企業等と連携した地産地消の取組50件を実施

施策２ 地産地消の推進
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お問合せ
横浜市 環境創造局 政策調整部 政策課 みどり政策調整担当（関内中央ビル6階）
電話：045-671-4214　 FAX：045-641-3490　Email：ks-mimiplan@city.yokohama.jp
〒231-0017 横浜市中区港町1-1

5 6 1

ご意見の提出方法

募集期間　平成25年4月5日（金）～5月7日（火）

郵送

これからの緑の取組 ［平成26-30年度］（素案）は次の場所で閲覧できます

素案策定までの経緯については、環境創造局のウェブサイトで公開しています
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/green/

　このパンフレットに付属しているハガキにご記入いただき、５月７日までに郵便ポストにご投函ください。
切手は不要です。

ＦＡＸ ＦＡＸ番号： 045-641-3490

宛先： ks-mimiplan@city.yokohama.jp

　付属のハガキに記載されている項目についてのご意見と、あなたの情報（お住まいの市・区、年齢、性別）に
ついてお書きいただき、上の番号あてにお送りください。

Ｅメール
　付属のハガキに記載されている項目についてのご意見と、あなたの情報（お住まいの市・区、年齢、性別）に
ついてお書きいただき、件名に「素案への意見」と明記してお送りください。

❶各区役所の広報相談係　❷市民情報センター（市庁舎１階）
❸環境創造局政策課　　　❹環境創造局のウェブサイト　http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/green/

〇横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）
〇横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）３か年の事業・取組の評価・検証
〇横浜市環境創造審議会からの答申『緑施策の重点取組について』
〇横浜の緑に関する市民意識調査・土地所有者意識調査の結果

　緑の保全・創造に継続的に取り
組むための安定的な財源として、
平成21年度から「横浜みどり税」
を市民の皆様にご負担いただい
ています。横浜みどり税は、平成
21～25年度までの計画である

「横浜みどりアップ計画（新規・拡
充施策）」の費用の一部に活用し
ています。

横浜みどり税の使い道は？

税額について
＜個人＞
市民税の均等割に年間900円（月額にすると75円）を上乗せ（平成25年度課税分まで）
※所得が一定金額以下で市民税均等割が課税されない方を除きます。  
＜法人＞
市民税の年間均等割額の９％相当額を上乗せ（平成21年４月１日～平成26年３月31日の間に開
始する事業年度分） 
※ただし、法人税割が課税されない場合には、「横浜みどり税」の対象となりません。

●相続の場合などに対応した公有地化など、樹林地・農地の保全　●市民が身近に緑を実感するこ
とができるような緑化の推進　●樹林地の維持管理の充実による緑の質の向上　●ボランティア
など市民参画の促進につながる事業　●相続などの場合に対応した公有地化など、樹林地・農地
の保全　など

横浜みどりアップ計画(新規・拡充施策)の主な成果〈平成21～23年度〉

　横浜市は大都市でありながら、市民生活の身近な場所に豊かな緑の環境があります。こ
の緑の環境を後世に引き継いでいくため、本市では平成21年度から「横浜みどりアップ計
画（新規・拡充施策）」に基づく取組を、市民の皆様とともに進めてきました。この計画には、

「樹林地を守る」「農地を守る」「緑をつくる」の３つの柱があり、費用の一部に市民の皆様に
ご負担いただいている横浜みどり税を活用しています。

　「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」は平成25年度までの計画ですが、緑の保全や
創造には継続的に取り組むことが重要です。そこで本市では、これまでの成果や課題、市民
意識調査や土地所有者意識調査の結果などを踏まえ、これからの緑の取組［平成26-30年
度］（素案）をまとめました。この素案について市民の皆様からいただくご意見を、取組に生
かしていきます。

募集期間　平成25年4月5日（金）～5月7日（火）

●市民協働による緑地
　維持管理事業
　9か所で実施
●森の楽しみづくり事業
　森の恵み塾149回開催

など全14事業

そ の 他 の 取 組

●収穫体験農園の開設
　支援事業
　63か所で支援
●農地流動化促進事業
　新規の農地貸借15.6ha

など全20事業

そ の 他 の 取 組

●校庭・園庭98か所を
　芝生化
●民有地緑化助成事業
　屋上緑化助成40件

など全8事業

そ の 他 の 取 組

新たに310haの樹林地
を守り、樹林地の減少傾向
が鈍化

110haの水田を保全
地域で緑を育む取組を12地区で支援

樹林地を守る 取組

緑をつくる 取組
農地を守る 取組

200（ha)

守られた樹林地面積の推移 H21～23実績：310ha
H25までの目標：1,119ha

樹林地の減少傾向の推移

100

-50
-61 -54

-13 -16 -7

-100

0

0
H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

平均約20ha／年

平均約100ha／年

市街化区域 市街化調整区域

87.8
117.5 104.6

樹林地の
減少傾向が
鈍化！

計画開始前の約5倍の
スピードで守りました

約20ha/年
→約100ha/年

（固定資産税の課税対象となる
土地面積から算出した参考値）

これまで守った樹林地の
一部を買取：61ha
（H21～23実績）

-43 -41 -36
横浜公園
約50個分！

これからの緑の取組［平成26-30年度］（素案）について
市民の皆様のご意見を募集します

みどりアップ
計画期間

1

横浜みどり税も活用し、緑を守り・
つくり・育む取組が進んでいます

横浜みどり税とは

新たに守った
樹林地面積

これまでの
取組

これからの
緑の取組

➡市民意見募集のページへ

横浜市水と緑の基本計画とは？
　横浜らしい水・緑環境の実現を目指し、取り組むべき内容
をまとめた計画です（都市緑地法に基づく）。そのうち、特に
重点を置いて取り組む内容をまとめたのが「これからの緑
の取組[平成26-30年度](素案)」です。

横浜市水と緑の基本計画（平成18～37年度）
◆重点的な取組

これからの緑の取組
[平成26-30年度]

横浜みどりアップ計画
（新規・拡充施策）
[平成21-25年度]

このパンフレットはこの
取組の「素案」概要です

市民意見募集

平成26年3月（予定）   これからの緑の取組[平成26-30年度]策定
             4月（予定）   これからの緑の取組[平成26-30年度]スタート

平成24年７～８月
横浜の緑に関する
市民意識調査、
土地所有者意識調査

平成24年12月
横浜市環境創造審議会か
ら「緑施策の重点取組につ
いて」答申

平成21年４月　横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）開始
　　　　　　　横浜みどり税条例施行

平成25年3月 これからの緑の取組（素案）[平成26-30年度] 策定

  ・街の賑わいや魅力創出のため、多くの市民や観光客が訪れる都心臨海部を緑や花で彩
　ります。
  ・市民に身近な、学校や区役所などの公共施設で率先して緑を創出します。
  ・緑を創出する市民や事業者の皆様の取組を支援します。

市民が「実感できる」緑を創出します

公園で、新たな取組を始めます
  ・公園内のまとまった森で、生物多様性などに配慮した維持管理を行います。
  ・緑の少ない都心部など多くの市民の目にふれる場所で、国や市などが持っている土地
　の利用形態が変更になる機会に用地を確保し、緑豊かな公園を整備します。

横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）で成果の出ている取組を継続・
発展させます
  ・樹林地や農地など、緑を守る取組を継続して進め、緑の減少に歯止めをかけます。
  ・森の維持管理や地域での緑の創出など、市民や事業者の皆様と進めている協働の取組
　を充実させます。

  ・「農にふれたい」という声に応え、様々なニーズに合わせた農園の開設や、地産地消を
　広げる取組を進めます。

市民と農の関わりを深める取組を展開します

  ・総事業費は、平成21～23年度までの取組の実績などをもとに、概ねの費用を算出しま
　した。
  ・平成26～30年度の事業量は、市民意見募集の結果などを踏まえて検討していきます。
  ・横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）[平成21-25年度]の当初事業費は、約600億　
　円（※)です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　※平成21年4月時点。財源の内訳は国費、市債、市税など

これからの緑の取組[平成26-30年度](素案)の総事業費は約500億円です

これまでの経緯と今後のスケジュール

平成24年６月
横浜みどりアップ計画（新
規・拡充施策）３か年の事
業・取組の評価・検証

これからの緑の取組[平成26-30年度]（素案）の特徴



お問合せ
横浜市 環境創造局 政策調整部 政策課 みどり政策調整担当（関内中央ビル6階）
電話：045-671-4214　 FAX：045-641-3490　Email：ks-mimiplan@city.yokohama.jp
〒231-0017 横浜市中区港町1-1

5 6 1

ご意見の提出方法

募集期間　平成25年4月5日（金）～5月7日（火）

郵送

これからの緑の取組 ［平成26-30年度］（素案）は次の場所で閲覧できます

素案策定までの経緯については、環境創造局のウェブサイトで公開しています
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/green/

　このパンフレットに付属しているハガキにご記入いただき、５月７日までに郵便ポストにご投函ください。
切手は不要です。

ＦＡＸ ＦＡＸ番号： 045-641-3490

宛先： ks-mimiplan@city.yokohama.jp

　付属のハガキに記載されている項目についてのご意見と、あなたの情報（お住まいの市・区、年齢、性別）に
ついてお書きいただき、上の番号あてにお送りください。

Ｅメール
　付属のハガキに記載されている項目についてのご意見と、あなたの情報（お住まいの市・区、年齢、性別）に
ついてお書きいただき、件名に「素案への意見」と明記してお送りください。

❶各区役所の広報相談係　❷市民情報センター（市庁舎１階）
❸環境創造局政策課　　　❹環境創造局のウェブサイト　http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/green/

〇横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）
〇横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）３か年の事業・取組の評価・検証
〇横浜市環境創造審議会からの答申『緑施策の重点取組について』
〇横浜の緑に関する市民意識調査・土地所有者意識調査の結果

　緑の保全・創造に継続的に取り
組むための安定的な財源として、
平成21年度から「横浜みどり税」
を市民の皆様にご負担いただい
ています。横浜みどり税は、平成
21～25年度までの計画である

「横浜みどりアップ計画（新規・拡
充施策）」の費用の一部に活用し
ています。

横浜みどり税の使い道は？
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市民税の均等割に年間900円（月額にすると75円）を上乗せ（平成25年度課税分まで）
※所得が一定金額以下で市民税均等割が課税されない方を除きます。  
＜法人＞
市民税の年間均等割額の９％相当額を上乗せ（平成21年４月１日～平成26年３月31日の間に開
始する事業年度分） 
※ただし、法人税割が課税されない場合には、「横浜みどり税」の対象となりません。

●相続の場合などに対応した公有地化など、樹林地・農地の保全　●市民が身近に緑を実感するこ
とができるような緑化の推進　●樹林地の維持管理の充実による緑の質の向上　●ボランティア
など市民参画の促進につながる事業　●相続などの場合に対応した公有地化など、樹林地・農地
の保全　など
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　横浜市は大都市でありながら、市民生活の身近な場所に豊かな緑の環境があります。こ
の緑の環境を後世に引き継いでいくため、本市では平成21年度から「横浜みどりアップ計
画（新規・拡充施策）」に基づく取組を、市民の皆様とともに進めてきました。この計画には、
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創造には継続的に取り組むことが重要です。そこで本市では、これまでの成果や課題、市民
意識調査や土地所有者意識調査の結果などを踏まえ、これからの緑の取組［平成26-30年
度］（素案）をまとめました。この素案について市民の皆様からいただくご意見を、取組に生
かしていきます。

募集期間　平成25年4月5日（金）～5月7日（火）
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  ・緑の少ない都心部など多くの市民の目にふれる場所で、国や市などが持っている土地
　の利用形態が変更になる機会に用地を確保し、緑豊かな公園を整備します。

横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）で成果の出ている取組を継続・
発展させます
  ・樹林地や農地など、緑を守る取組を継続して進め、緑の減少に歯止めをかけます。
  ・森の維持管理や地域での緑の創出など、市民や事業者の皆様と進めている協働の取組
　を充実させます。

  ・「農にふれたい」という声に応え、様々なニーズに合わせた農園の開設や、地産地消を
　広げる取組を進めます。

市民と農の関わりを深める取組を展開します

  ・総事業費は、平成21～23年度までの取組の実績などをもとに、概ねの費用を算出しま
　した。
  ・平成26～30年度の事業量は、市民意見募集の結果などを踏まえて検討していきます。
  ・横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）[平成21-25年度]の当初事業費は、約600億　
　円（※)です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　※平成21年4月時点。財源の内訳は国費、市債、市税など

これからの緑の取組[平成26-30年度](素案)の総事業費は約500億円です

これまでの経緯と今後のスケジュール

平成24年６月
横浜みどりアップ計画（新
規・拡充施策）３か年の事
業・取組の評価・検証

これからの緑の取組[平成26-30年度]（素案）の特徴






	ji-20131211-za-1
	ji-20131211-za-1
	00【資料表紙】資料の表紙（案）２-2
	資料01 最近の経済状況
	資料02 国民負担率の推移
	資料03一人当たり総所得金額等の推移
	資料04 市民団体・経済団体からの主な意見
	資料05 個人市民税の所得階層別の納税義務者数の推移
	資料06 個人市民税（均等割）の非課税者の推移
	資料07 法人市民税の均等割税率区分別件数（24年度）
	資料08 欠損法人の 規模別内訳(20～24年度)
	資料09 欠損法人の割合(20～24年度)
	資料10 固定資産税等の特例措置の実績
	資料11 固定資産税等の特例措置に伴う今後の適用見込
	資料12 各県で実施している課税自主権による「みどり税」類似の税の一覧
	資料13 本市の今後の財政状況
	資料14 第９回税制調査会における財政状況と行財政改革に関する議事の内容
	資料15 現行みどり税の税収規模の当初計画と実績の比較
	資料16_みどりアップ計画の認知度の推移
	資料17①_広報計画
	資料17②_広報計画 
	資料18①_広報資料及び費用（財政局）
	資料18②_広報資料及び費用（環創局）
	資料19_現行計画とこれからの緑の取組案の体系の比較
	資料20_現行計画の計画事業費と執行見込額の差の理由
	資料21_これからの緑の取組（案）における事業費の内訳
	資料22_【A3】みどり税の使途別内訳
	資料23_【A3】みどりアップ見直し事業比較表
	資料24_取りやめた事業と事業費
	資料25_樹林地の指定、買取面積の考え方について
	資料26_今後５年間の樹林地指定の目標と買取費用負担予想額
	資料27_21～24緑地買取状況・取得事由入り
	資料28_樹林地の買取経緯（買取申出は所有者からか市からか）
	資料29_1樹林地の維持管理のための指針・計画
	資料29-2_3森づくりガイドライン概要
	資料30_緑地維持管理の考え方と事業費
	資料31_今後の農業施策
	資料32_本市における都市農業経営と担い手の状況について
	資料33_身近な緑を創出する取組
	資料34_市民協働の取組実績
	資料35①_市民アンケート調査票・公募型自由記述意見一覧
	01★0314_調査票（個人）
	02★0314_調査票（法人)_
	03公募型市民意見募集結果 
	04★はがき・メール・FAX他集計20130731

	資料35②_市民アンケート調査票・公募型自由記述意見一覧 
	資料35③_市民アンケート調査票・公募型自由記述意見一覧 
	資料35④_パンフレット概要版

	資料35④_パンフレット概要版-1

	資料27_21～24緑地買取状況・取得事由入り
	資料35②_市民アンケート調査票・公募型自由記述意見一覧 



